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「長崎市データブック 2014」の利用にあたって 
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 各データには原則としてそのデータの傾向等を示すトピックスを 1 行で記載しています（データ

の上に☆をつけて記載しています）。 

 本書の図表には、出典を記載していますが、長崎市の各所属の資料については、「○○課資料」と

しています。また、説明の文中や図表において、特に解説を要する語句やグラフ注釈等については、

括弧書きまたは文頭に※をつけて記載しています。 
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います。 
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1 沿革 

 長崎市は、江戸時代には海外に開かれた唯一の貿易･文化の窓口として、近代以降は海運

国日本を支える造船業を主として栄え、国際社会の中で重要な役割を果たしてきました。 

昭和 20 年 8 月 9日には原子爆弾による惨禍を被りましたが、戦後は、核兵器廃絶と世界

恒久平和を訴える国際平和文化都市としての役割を果たしています。 

平成 9年 4月の中核市への移行や平成 17 年 1 月には香焼町、伊王島町、高島町、野母崎

町、外海町、三和町、平成 18 年 1 月には琴海町との合併を行うなど、中核都市として県域

全体の発展のための重要な役割を担っています。 

市域面積は、明治 22 年 4 月 1 日の市制施行時点での推定 7ｋ㎡から、公有水面等の埋め

立てと12次にわたる編入合併により拡張を続け、東西約42㎞、南北約46㎞におよぶ406.47

ｋ㎡に達しています（H25.10.1 現在）。 
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市域の変遷 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市域の変遷の経過 

区分 拡張年月日 拡張区域 
面積 

(ｋ㎡) 

人口 

（人） 

人口密度

（人/ｋ㎡）

市制施行 明治22年４月１日 市制施行当時 7.00 54,502 7,786 

第１次 31年10月１日 淵村、戸町村、下長崎村、上長崎村の一部 16.00 113,307 7,082 

第２次 大正９年10月１日 浦上山里村、上長崎村 41.10 232,912 5,667 

第３次 昭和13年４月１日 西浦上村、小ヶ倉村、土井首村、小榊村 90.54 268,945 2,970 

第４次 25年４月１日 福田村の一部 90.60 247,248 2,729 

第５次 30年１月１日 福田村、深堀村 114.23 292,765 2,563 

第６次 30年２月１日 日見村 121.32 296,323 2,442 

第７次 37年１月１日 茂木町、式見村 165.41 372,027 2,249 

第８次 38年４月20日 東長崎町 206.62 392,072 1,898 

第９次 48年３月31日 三重村 238.12 431,181 1,811 

第10次 48年４月１日 時津町横尾地区および巡り地区 239.03 433,196 1,812 

第11次 平成17年１月４日 香焼町、伊王島町、高島町、野母崎町、外海町、三和町 338.72 447,103 1,320 

第12次 18年１月４日 琴海町 406.35 454,739 1,119 

資料：長崎市統計年鑑 

（注） ・明治 22 年および 31 年の数字は推定値 

・平成 18 年 1月 4 日の面積については、「全国都道府県市区町村別面積調」（国土地理院）の平成 17 年 4月

1 日現在の長崎市と琴海町の速報値数値をもとに算出した参考値 
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◆長崎市の多様な魅力 

平成 17・18 年におよそ 30 年ぶりとなる合併を行いました。 

この合併で、長崎半島や西彼杵半島の広大な緑の地域、伊王島や高島などの個性的な島々が市域に

加わりました。また、外海から野母崎を経て東長崎に及ぶ長い海岸線を持ち、琴の海と称される波穏

やかな大村湾にも面することとなりました。面積も合併前に比べ約 1.7 倍に広がり、海と緑の自然に

恵まれた都市として魅力を更に増しています。 

また、これらの地域では、多様な観光資源、史跡、文化に加え、豊かな自然に支えられた農業や水

産業の資源にも恵まれています。 
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市域の面積と人口の推移 
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2 人口 

 長崎市の人口は、平成 22 年国勢調査に基づく推計人口で 433,514 人（平成 26 年 10 月 1

日現在）であり、平成 17 年及び平成 18 年の計 7 町との合併により数値上では一時的な増

加となりましたが、実質的には減少しています。さらに、国立社会保障・人口問題研究所

の人口推計によると、平成 52 年には約 33 万 1 千人と、今後 30 年間で更に約 10 万人が減

少すると見込まれています。そのようななかで、生産年齢人口、年少人口の割合も減少し、

特に老年人口の割合が、平成 52 年には約 40％にまで増加するなど、少子化・高齢化が併せ

て進行することが予想されています。 

人口減少は、単に人口が減少するだけではなく、人口構造の変容が重要な問題であり、

雇用、子育て、教育、福祉、地域コミュニティなどといった様々な分野に大きく影響を及

ぼすとともに、行政サービスのあり方など地域を支える仕組みや制度の再構築も必要とな

ります。 

これまでも、長崎市第四次総合計画の推進に向けた様々な取組みを進めてきましたが、

これまで以上に人口減少対策を強く意識した取組みを進めていく必要があります。長崎市

では、人口動態における社会減及び自然減の抑制に向けた雇用、定住、少子化対策等の様々

な施策のスピードアップを図り、総合的かつ効果的な施策を推進するため、平成 26 年 11

月 21 日に「長崎市人口減少対策推進本部」を設置しました。 

 

☆人口は減少、世帯数は増加の「ねじれ現象」に 
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長崎市は、昭和 20 年の原子爆弾による惨禍から、目覚しい復興を遂げ、人口は増加の一途を辿ってき

ましたが、昭和 50 年頃から横ばいとなり、近年は少子化等の影響もあり、減少傾向にあります。 

一方、世帯数は、戦後の核家族化、若年、老年の単身者の増加等により、人口が減少するなか、増加傾

向にあり、この傾向は、1世帯あたりの人員の減少からも明らかです。

人口、世帯数及び 1世帯当たりの人員の推移 〔各年 10 月 1日現在〕 

出典：国勢調査

☆年少、生産年齢人口は減少、老年人口は増加で「少子高齢化」が顕著に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆老年者 1人を支える生産年齢人口はいったい何人？ 

少子高齢化社会が進み、年金や介護保険、後期高齢者医療の制度など、昨今、社会保障費の財源

を巡る議論がなされています。それでは、老年者（65 歳以上）1人を支える生産年齢人口（15～64

歳）はいったい何人なのでしょうか。長崎市の変遷を見てみると… 

昭和 50 年には、9.46 人の生産年齢人口で老年者 1人を支えていました。その後、少子高齢化が

進展し、平成 2年には 5.41 人となり、15 年間でその受け皿はおよそ半減しました。そして、平成

22 年には 2.49 人で 1 人を支える時代となり、約 35 年間で 1/3 以下に減少しています。これは全

国平均の 2.77 人を下回っており、今後も少子高齢化の傾向は続くと予測されることから、社会保

障費の負担増がさらに市民生活を圧迫するという事態が懸念されます。 
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第 1 章 プロフィール

長崎市の年齢別人口を見てみると、15 歳未満の年少人口は、少子化等の影響により減少が著しく、15～

64 歳の生産年齢人口も、市内企業の雇用の受け皿が少なく、県外の大都市圏への流出が進み、減少傾向と

なっています。 

一方、65 歳以上の老年人口は、医療技術の進歩等により、日本人の平均寿命が延びたことから、総人口

が減少するなか、増加傾向にあり、高齢化の進展が顕著となっています。 

【昭和 50 年】 

9.46 人 

【平成 2年】

5.41 人 

【平成 22 年】 

2.49 人 
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(年)

(人)
年齢（3区分）別人口の推移 〔各年 10 月 1日現在〕 

※年齢不詳者を除く。 

出典：国勢調査
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☆つぼ型に近い人口ピラミッドに 
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昭和 55年からの長崎市の「人口ピラミッド」の推移をみると、昭和 55年は、ピラミッドのすそ野の広

がりのない「つりがね型」に近く、平成 2年では 40～44歳世代（第 1次ベビーブーム世代）と 15～19歳

世代（第 2次ベビーブーム世代）が大きく膨らむ「ひょうたん型」のような形状となっており、平成 12年

以降は第 2次ベビーブーム世代の膨らみも小さくなり「つぼ型」に近くなっています。 

出典：国勢調査 

出典：国勢調査 
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☆夫婦と子供の一般世帯が減少、単独世帯と夫婦のみ世帯の合計が半数以上に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆65 歳以上の単独世帯、夫婦のみ世帯が右肩上がりに大幅増加 
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世帯の家族類型の推移に目を向けてみると、昭和 50 年までは、夫婦と子供のいわゆる一般世帯が、全体

の半数以上を占めていました。それが平成 22 年には、夫婦と子供世帯は 26.9％まで減少、かわって、単独

世帯が 33.7％、夫婦のみ世帯も 20.8％まで増加、合わせて半数以上となりました。 

その要因は、若年層では、非婚化や晩婚化による単独世帯や夫婦のみ世帯の増加、老年層では、子供の

自立による夫婦のみ世帯、単独世帯の増加等にあると考えられます。 

老年者（65 歳以上）の単独と夫婦のみ（夫 65 歳以上、妻 60 歳以上）の世帯数の推移を見てみると、右

肩上がりで増加を続け、昭和 45 年から 40 年後の平成 22 年には、老年単独世帯が約 11.0 倍、老年夫婦の

み世帯が約 7.1 倍に増加し、長崎市の単独世帯や夫婦のみ世帯の増加は、高齢化の影響が大きいことがう

かがえます。 

なかでも、老年単独世帯の増加は深刻で、老年者の世帯員がいる世帯のうち、老年単独世帯の占める割

合は、昭和 45 年では約 9.7％であったのが、平成 22 年には約 29.6％となり、実に老年者がいる 10 世帯の

うち 3世帯が一人暮らしであるという現実が浮き彫りになっています。 
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出典：国勢調査
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家族類型別世帯数の推移 〔各年 10 月 1日現在〕 

出典：国勢調査

65 歳以上の単独、夫婦のみ及び世帯員がいる世帯数の推移 
〔各年 10 月 1日現在〕 

出典：国勢調査
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☆社会動態、自然動態ともにマイナスで人口減少が進行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆合併による昼夜間人口比率の低下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405,479

427,083

450,194 446,900 449,266
444,147

438,347

423,021

442,458 443,766

416,613

440,515

463,752 464,243 466,044
462,523

457,466

442,757

457,149 457,780

102.7
103.1 103.0

103.9 103.7
104.1

104.4
104.7

103.3 103.2

100.0

102.0

104.0

106.0

108.0

110.0

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22

夜間(常住)人口 昼間人口 昼夜間人口比率

( 人 ) ( ％ )

( 年 )

第 

1 

章 

第 

2 

章 

第 

3 

章 

第 

4 

章 

第 

5 

章 

第 

6 

章 

第 

7 

章 

第 

8 

章 

第 

9 

章 

第 

10 

章 

第 

11 

章 

第 

12 

章 

第 

13 

章 

第 

14 

章 

長崎市の人口動態は、社会動態（転入、転出）では、昭和 42 年以降、周辺市町等への県内転出や、大都

市圏等への県外転出が転入を上回り、減少傾向が続いています。 

一方、自然動態（出生、死亡）では、出生が死亡を上回っていましたが、少子高齢化の影響により、平

成 15 年には出生が死亡を下回り、人口減少が進行しています。 

昼夜間人口の推移を見てみると、県庁所在地の長崎市には、地方中核都市としての機能が集中し、また、

地価が比較的安価な周辺自治体での宅地開発等に起因する「ドーナツ化現象」も進んだことにより、多く

の通勤、通学者の流入がありましたが、一方で、周辺町との合併の影響により、昼夜間人口比率は、平成

17 年より増加から減少に転じています。 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H25

人口動態の推移

出生 死亡 転入 転出

(人)

(年)

出典：住民基本台帳

〔各数値とも年間の動態数〕

昼夜間人口の推移 〔各年10月1日現在〕 

出典：国勢調査

 

☆県内は転入者、県外は転出者が上回る傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆市内での就業、通学者が約 9 割、市外からの流入が流出を上回る 
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転入、転出者の異動状況を見てみると、県内では、県庁所在地である長崎市には、地方中核都市として

の機能が集中していることから、大村市、諫早市など一部を除く、各市郡からの転入者が転出者を上回っ

ています。 

一方、県外では、大学進学、企業雇用の受け皿不足から、これらの受け入れ先が多い、大都市圏を中心

とした各都道府県への転出者が転入者を上回っており、全体では、市外への転出者が 841 人の超過となっ

ています。 

転入、転出者の異動状況 

通勤、通学者の流動状況を見てみると、平成 22 年の国勢調査では、長崎市内在住の全就業、通学者 257,949

人のうち、228,182 人の市民が市内での就業、通学者であり、88.5％を占めています。 

一方、長崎市への流入者は、長与町、諫早市、時津町の順、長崎市からの流出者は、諫早市、時津町、

長与町の順に多く、全体では県外を含め 14,014 人の流入超過となっています。 

〔平成 25 年の年間異動数〕

通勤、通学者の流動状況 〔平成 22 年 10 月 1 日現在〕
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【県内計】転入：5,561 人、転出：4,977 人 

【県外計】転入：8,614 人、転出：10,039 人

市内就業、通学者：228,182 人 

長崎市 

【県内計】流入：33,065 人、流出：18,538 人

【県外計】流入：1,046 人、流出：1,559 人 
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3 経済状況 

 長崎市は、異なる経済圏や異なる文化圏との交流の歴史の中で発展してきました。 

産業についても、近代の我が国最初の艦船修理工場に端を発する造船業、以西底曳網、

大中型まき網の拠点として発展してきた水産業を柱として成長してきた歴史があり、また、

長崎ならではの歴史的文化遺産と美しい自然に恵まれた国際観光都市としても発展してい

ます。 

近年は、造船造機産業においては、経済のグローバル化による国際競争の激化等の課題、

水産業においては、漁場規制、魚価の低迷、漁獲高の減少傾向、漁業就業者の高齢化、漁

場環境の変動等の課題を抱えており、観光においても、国際的な競合や観光ニーズ・形態

の多様化への対応等、多くの課題を抱えています。長崎市では、水産業、鉱業、造船業に

替わる外需獲得が可能な新産業が創造されず、長崎市は全国に比べ第 3 次産業への特化が

顕著であり、商業、サービス産業の割合が高い産業構造となっています。 

今後は、少子高齢化の影響で日本の人口減少が予測されるなか、域外から外貨を呼び込

み、域内で循環させることで経済を発展させることが必要です。そのためには、長崎に固

有の能力や強みである「船」「食」「観（光）」をさらに発展させ、また、将来へ向けた新分

野や新市場への進出をめざし、さらに、雇用創出に即効性の高い企業誘致を推進すること

が重要です。 

 

 

☆県内総生産額の約 1/3 を占める長崎県経済の中心地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,251 44,733 43,633 43,576 43,770

15,123 16,138 15,820 15,021 15,561

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22

長崎県 長崎市

（年）

（億円）

長崎県内の総生産額を見てみると、県庁所在地である長崎市には、地方中核都市としての機能が集中

し、その利便性から、多くの企業と就業者が集積し、県内総生産額の約 1/3 を占める長崎県経済の中心

地となっています。 
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出典：長崎県市町民経済計算 

長崎県と長崎市の地域内総生産の推移 
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☆第 1次、第 2次産業が少なく、第 3次産業が多い構造 
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☆小規模な事業所が大半を占める 
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長崎市の事業所数及び従業員数を産業分類別構成比で見てみると、どちらも全国値と比べて第２次産業

の占める割合が低く、第３次産業が多いという産業構造になっています。 

出典：平成 24 年度経済センサス活動調査 

出典：平成 24 年度経済センサス活動調査 

従業員規模別事業所数を見てみると、９人以下の小規模・零細事業所が全体の８割を占めており、長崎

市は小規模な事業所が大半であることがわかります。 

一方、事業所規模別従事者数においては 100 人以上の比較的規模が大きい事業所で全体の約３分の１を

占めていることなどが特徴となっています。 

出典：平成 24 年度経済センサス活動調査 

（％）（％）

従業員規模別事業所数 事業所規模別従事者数 
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☆第３次産業は非正規雇用の割合が高い 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業分類別に正規雇用の割合をみると、産業技術・技能が求められる第２次産業においては、正規雇用

の割合が高いことがわかります。第３次産業にあっては、「宿泊業・飲食サービス業」における非正規雇用

の割合が突出していますが、これは、主に「給仕の職業」においてアルバイトやパートが多くみられるこ

と等に起因していると思われます。 
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出典：平成 24 年度経済センサス活動調査 

産業分類別 雇用者における従業上の地位 
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正規雇用の割合を男女比で見てみると、男性に比べ女性は正規雇用の割合が低いことがわかります。 

その要因としては、正規雇用が多い第２次産業には男性労働者が多く、正規雇用が少ない第 3 次産業に

女性労働者が多いことが考えられます。 
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☆男性の正社員就業率は約 60％だが、女性は非正規が約 60％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆従業員数の約２割を占める卸・小売業 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業員数の構成比を見てみると、卸・小売業が約 20％を占めて最も多くなっています。また、観光と関

わりの強い飲食店・宿泊業、生活関連サービス業などが多いことが特徴です。 

女

出典：平成 24 年度経済センサス活動調査 

出典：平成 24 年度経済センサス活動調査 

長崎市の産業大分類別従業員数構成比 

正規・非正規雇用割合（性別） 

正規 非正規 
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4 財政状況 

 長崎市の財政の現況を見ると、収入においては市税収入などの市が独自に確保できる自主

財源が少なく、国から交付される地方交付税に大きく依存している一方、支出においては、

義務的な経費の割合が高くなっています。 

 また、今後の見通しにおいても、市税収入が総体的に減少する一方で、扶助費は引き続

き高い水準で推移することが見込まれます。さらに平成 27 年度以降は、市町合併後、一定

期間増額措置される地方交付税が、一部緩和されるものの段階的に縮減されるなど、厳し

い財政状況が続くことが見込まれます。 

 

☆収入に占める市税の割合が少なく、地方交付税への依存度が大きい 

 

                長崎市                    中核市平均 
   （H25 決算：総額 2,109 億円）           （H25 決算：総額 1,551 億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆市民 1 人当たりの市税収入は 121,876 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年度普通会計決算における収入の内訳 

長崎市は、収入に占める市税の割合が 25％で、人口や都市の機能が似ている中核市の平均と比較して割

合が小さくなっています。また、地方交付税の割合が 19％で、中核市平均の約 1.6 倍となっています。 

財政運営の自立性や安定性を高めるためにも、今後は市税など自主財源の比率を高める必要があります。
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他の中核市と比べると、法

人市民税、事業所税の法人関

係税や固定資産税及び個人市

民税が低いため、長崎市の市

民 1 人当たりの市税収入は

121,876 円と、中核市平均

(150,464 円)の約 8 割程度と

なっています。 

普通会計・・・自治体ごとに一般会計、特別会計など各会計で経理する事業の範囲が異なっているため、 

全国統一の基準で整理して比較できるようにした統計上の区分 

自主財源・・・市税、使用料及び手数料、財産収入など自治体が自主的に収入できる財源 

依存財源・・・地方交付税、国・県の支出金、市債など、国や県の意思決定に基づいて収入される財源 

出典：財政課資料

依存財源

49％ 
地方交付税 

19％ 

地方交付税 

12％ 

他の依存財源 

37％ 

市税 

39％ 
他の自主財源 

（使用料など） 

10％ 

市税 

25% 

他の 

自主財源 

13％ 

他の依存財源 

（国庫支出金、市債など） 

46% 

43,998 52,718

10,267
13,340

46,114

61,298
21,497

23,108

0

50,000

100,000

150,000

200,000

長崎市 中核市平均

（円)

その他

固定資産税

法人市民税

個人市民税

150,464

121,876 

市民１人当たりの市税収入（平成 25 年度） 

出典：収納課資料

依存財源

65％ 

自主財源 

35% 

自主財源 

51％ 

 

☆支出の 58％が義務的な経費 

 

 

                 長崎市                  中核市平均 
    （H25 決算：総額 2,067 億円）         （H25 決算：総額 1,505 億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】長崎市（原爆関係を除く） 

    （H25 決算：総額 1,858 億円） 
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人件費・・・職員の給与などに係る費用 

扶助費・・・生活保護、障害者支援などの福祉に係

る費用 

公債費・・・過去に借り入れた市債 (借金)の返済に

係る費用 

投資的経費・学校、道路、公園など公共施設の整備

に係る費用 

長崎市においては、原爆被爆者の方に対する医療

援護費などの原爆関係経費に多額の費用を支出して

いるという他都市にない特性があります。そのため、

中核市平均との比較にあたっては、原爆関係経費を

除いた歳出の内訳についても掲載しています。 

長崎市は、支出に占める義務的経費（人件費、扶助費、公債費）の割合が 58％と、中核市平均の 52％

を上回っています。義務的経費はすぐに削減することが困難な経費であるため、義務的経費が大きな割

合を占める長崎市では、支出における自由度が小さいといえます。 

出典：財政課資料

平成 25 年度普通会計決算における支出の内訳 

人件費

14%

扶助費

34%

公債費

10%

投資的経費

12%

その他

30%

人件費

16%

扶助費

25%

公債費

11%

投資的経費

13%

その他

35%

人件費

15%

扶助費

27%

公債費

12%

その他

33%

投資的経費

13%

義務的経費

58% 
義務的経費

52% 

義務的経費

54% 
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 ☆収支の状況は改善  
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11 

-6 

-36 

-13 

7 
12 

1 

9 

34 

6 6 5 
7 

11 11 11 10 

20 
12 10 

17 

34 

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

(億円)
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☆一般会計の貯金(基金)の残高は 375 億円 
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一般会計の実質収支の推移 

 

黒字 

赤字 

市税収入が伸び悩むとともに、地方交付税が削減されるなか、義務的経費（人件費、扶助費、公債費）

はすぐに縮減することができず、支出が収入を上回るという収支不足の状況が続いていましたが、平成 21

年度以降は臨時財政対策債を含む実質的な地方交付税が一定拡充されたことなどもあり、収支が好転して

います。また、平成 25 年度においては市税の若干の伸びや収支改善などもあり、貯金（基金）を全く取り

崩すことなく大幅な黒字となっています。 

出典：財政課資料 

実質収支・・・実質収支とは、決算上の形式収支（収入・支出の差引）から、さらに翌年度に繰越すべき 

        財源を引いたもので、その年度の実質的な黒字・赤字を示すものです。 

基金残高の推移（一般会計） 

296 304 313 318 
332 

375 

312 

346 334 

297 

（年度） 

市の貯金である基金は大きく分けて特定目的のための基金（こども基金や緑化基金など）と財政運営の

ための基金（財政調整基金及び減債基金）に分類されますが、財政運営のための基金がなくなると、年度

間の収支の変動に的確に対応できなくなり、安定的な財政運営ができなくなります。 

財政運営のための基金の平成 25 年度末の残高は 120 億円ですが、これは長崎市行財政改革プランに定

めた平成 27 年度末における目標 100 億円以上を上回っています。 

出典：財政課資料

（年度）

 ☆普通会計の借金(市債)の残高は約 2,400 億円 

2,464 2,478 2,432 2,398 2,337 2,317 2,316 2,310 2,341 2,412

0
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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000
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(億円)

 

 

 

 

 

 

☆財政はイエローカードに達していないものの楽観できる状況ではない 

 
 

◎健全化判断比率 
 早期健全化段階 

(イエローカード) 
再生段階 

(レッドカード)

実質赤字比率 
※一般会計等の実質的な赤字額に

関する指標 

0％ 11.25％ 20％ 

連結実質赤字比率 
※全会計(財産区特別会計を除く)

の実質的な赤字額に関する指標 

0％ 16.25％ 30％ 

実質公債費比率 
※一般会計等の実質的な借入金の

返済額に関する指標 

0％ 25％ 35％ 

将来負担比率 
※一般会計等が将来負担すべき実

質的な負債に関する指標 

0％ 350％ 
 

※1 財政健全化団体 ⇒ 財政健全化計画の策定・公表の義務付け           

※2 財政再生団体 ⇒ 財政再生計画の策定・公表の義務付け、再生計画に対する 

国の同意がなければ地方債の起債の制限 
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注：平成 16 年度については旧長崎市＋6町、平成 17 年度以降は旧長崎市＋7町 

 

市債残高の推移（普通会計） 

出典：財政課資料

市の借金である市債の残高は、平成 16 年度及び平成 17 年度の市町合併に伴い旧町分の市債を引き継い

だことにより大きく増加しました。しかし、過去に大型建設事業を実施した際に借り入れた市債の返済が

概ね終了したことから、平成 17 年度をピークとして市債残高は減少していました。ただし、平成 24 年度

以降においては、合併特例債や地方交付税の振り替わりである臨時財政対策債の残高が増加している影響

で、増加に転じています。 

財
政
健
全
化
団
体 

財
政
再
生
団
体

長崎市（赤字なし） 

長崎市（赤字なし） 

長崎市（7.6％） 

長崎市（80.5％） 

早期健全化基準 財政再生基準 

※１ 

※２ 

財政の早期健全化及び再生のための新たな制度として、財政健全化法（地方公共団体の財政の健全化に

関する法律）が制定され、平成 19 年度決算から健全化判断比率（財政が健全に運営されているかどうかを

判断するための指標）などを算定し公表することとなっています。 

また、平成 20 年度決算から健全化判断比率の 4つの指標のうちどれか一つでも早期健全化基準以上にな

ると、財政健全化計画の策定等が義務付けられ、財政再生基準以上になると、財政再生計画を策定すると

ともに、国の関与の下で財政再生に取り組まなければなりません。 

長崎市の平成 25 年度決算については、実質赤字比率及び連結実績赤字比率は赤字がなく、残り 2 つの指

標も早期健全化基準未満となっています。 

このように、長崎市の財政状況については今のところ、財政健全化計画の策定等が義務付けられるよう

な“イエローカード”には達していません。 

（年度）
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音楽関係

48.0%

演劇関係

19.0%

コンベン

ション関

係

17.0%

映画・展

示会等

16.0%

音楽関係

48.6%

演劇関係

23.8% 

コンベン

ション関係

13.3%

映画・展示

会等

14.3%

147
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1 芸術文化 

長崎市における芸術文化の振興の拠点施設である長崎ブリックホールを中心に、芸術文

化の創作発表や鑑賞が盛んに行われています。また、日頃ホールに足を運ぶ機会が少ない

方でも気軽に芸術文化に触れられる機会を増やし、より多くの市民に芸術文化に親しんで

いただけるように、市内の小･中学校やふれあいセンターなどでのアウトリーチコンサート、

ワークショップを実施するなど鑑賞型から普及啓発型への転換を図っています。 

今後の課題としては、市民が日常生活の中で芸術文化に触れられる機会を引き続き増や

すとともに、次世代を担っていく若い世代の育成を図っていく必要があります。 

 

☆長崎ブリックホールの利用者数は「約 35 万人」 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆チトセピアホールの利用者数は「約 5万人」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 文化・交流 
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ブリックホールの大ホールや国際会議場な

どの利用者数です。約 5.5 割は、大ホールを

利用しています。また、大ホールの利用者は

音楽関係での利用率が高くなっています。 

長崎ブリックホールの利用者数 「大ホール」ジャンル別利用状況（平成 25 年度） 

※コンベンションとは、各種会議や大会のこと

チトセピアホールの利用者数 

チトセピアホールの利用者は、音楽関係で

の利用が最も高く、約 5割占めています。 

チトセピアホールジャンル別利用状況（平成 25 年度） 

9
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芸術文化作品を鑑賞する市民の割合

芸術文化活動を行う市民の割合

☆半数の市民は芸術文化作品を鑑賞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆約 270 の市民文化団体が登録 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 回数 参加者数

演劇 

（市民参加舞台公演、ワークショップ） 
29 2,093 

音楽 

（アウトリーチ、ガラコンサート、ラ

ウンジコンサート、まちなか音楽会等） 

44 4,031 

伝統文化 

（親子着装、ジュニア箏・三絃、ジュ

ニア茶道） 

5 130 

美術 

（公開制作、展覧会、トークイベント、

ワークショップ） 

8 2,544 

合  計 86 8,798 

芸術文化作品に親しむ市民の割合 
芸術文化活動は、日常生活を豊かにする活動

のひとつとして重要です。半数の市民は、芸術

文化作品を鑑賞したことがありますが、近年減

少傾向にあります。 

一方、音楽や美術、演劇、舞踊などの芸術文

化活動を行ったことがある市民の割合は 18.4%

と前年度を上回りましたが、芸術文化作品を鑑

賞したことがある市民の割合と比較すると低

い水準です。 
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多くの市民が文化活動に熱心にかかわり、愛

好者の層が厚くなるほど、さらに充実した文化

活動がもたらされ、市民の日常生活はより潤い

のあるものになります。 

文化振興課主催の芸術文化公演や体験の 

実施回数及び参加者数 
舞台公演や芸術文化体験の内容（平成 25 年度） 

市民文化団体の登録者数及び団体数

長崎市では、市民文化活動の振興を図るた

め、市民文化団体の日常的な文化活動を支援

することを目的とした「市民文化団体登録制

度」を設けています。 

平成 25 年度、市民文化団体の登録者数は

31,959 人、団体数は 269 でした。 

☆市民が芸術文化に親しむ機会は？ 

全ての出典：文化振興課資料

2 文化・交流 
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2 文化遺産 

長崎市内には、国宝を含むたくさんの指定文化財が残されています。長崎歴史文化博物

館においては、近世・長崎における海外交流史の紹介や国内外の長崎学に関する資料や情

報の収集、保存、研究、活用の実施などにより、市民の歴史･文化に対する関心を深めると

ともに文化財の保存・継承に努めています。また、「九州・山口の近代化産業遺産群」や「長

崎の教会群とキリスト教関連遺産」が世界遺産暫定リスト入りし、今後ますます市民の歴

史･文化に対する関心や文化財の保存・継承の機運が高まっていくと思われます。 

重要な文化遺産の保存整備と活用を通じ、後世への継承に努めるとともに、文化財愛護

意識の高揚を図っています。 

 

☆指定文化財は「247 件」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指 定 区 分 件数 指 定 区 分 件数 

国指定（43） 

国宝 

重要文化財 

重要無形民俗文化財 

史跡 

天然記念物 

3 

30 

1 

7 

2 

県指定（69） 

有形文化財 

有形民俗文化財 

無形文化財 

無形民俗文化財 

史跡 

名勝 

天然記念物 

35 

1 

2 

5 

13 

1 

12 

国認定（4） 旧重要美術品 4 

市指定（131） 

有形文化財 

有形民俗文化財 

無形民俗文化財 

史跡 

名勝 

天然記念物 

52 

6 

7 

41 

1 

24 

国選定（3） 

重要伝統的建造物群

保存地区 

重要文化的景観 

2 

 

1 

合   計 250 

国指定の文化

財や史跡等

17%（43件）

国認定旧重要

美術品

2%（4件）

県指定の文化

財や史跡等

28%（69件）

市指定の文化

財や史跡等

53%（131件）
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文化財の数及び内訳（平成 26 年度）

平成 26 年度現在で、市内には大浦

天主堂、崇福寺（大雄宝殿・第一峰門）

の国宝3件を含む250件の指定文化財

が残されています。他の都市には類を

みない海外文化導入の門戸として栄

えた長崎は、独特な文化の香り高いま

ちです。市内には往時を偲ぶ歴史の跡

が多く残されており、文化財を通して

理解することができます。 

また、文化財を後世に保存・継承す

るために、身近な文化財の清掃活動な

どを行う文化財サポーターが23人（平

成 26 年度）登録されています。平成

25 年度は、国指定重要文化財の保護油

塗布作業や天然記念物の調査など、清

掃のほかにも幅広く活動しました。 

長崎市文化財一覧 

出典：文化財課資料

出典：文化財課資料

☆主要な歴史文化施設の訪問者数は微減傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆8 割の市民が文化財に関する施設を訪問 
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「長崎歴史文化博物館」及び「出島」訪問者数

主要な歴史文化施設とは、「長崎歴史

文化博物館」、「出島」、「シーボルト記念

館」、「歴史民俗史料館」、「サント･ドミ

ンゴ教会跡資料館」です。 

平成 25 年度時点で、8割を超える市民

がいずれかの施設への訪問経験があり

ます。なかでも、出島を訪問したことの

ある割合は 70.1％、長崎歴史文化博物館

を訪問したことのある割合は 52.9％と

高い割合となっています。 

◆２つの世界遺産があるまちへ 

いよいよ、長崎市に世界遺産が誕生しようとしています。平成 27 年には、「明治日本の産業

革命遺産 九州・山口と関連地域」の世界遺産登録の可否が決定します。さらにその翌年の登

録に向け、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」についてもイコモスの現地調査が予定されて

おり、「２つの世界遺産があるまち」の実現に向けて大きく前進しています。 
 

★「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」 

幕末から明治期（19 世紀後半から 20 世紀初期）の日本における重工業分野（造船、製鉄・

製鋼、石炭産業）の急速な産業化の道程を、時間軸に沿って証言する一連の産業遺産（現在も

使われている産業施設を含む。）により構成されており、全 23 資産のうち、長崎市には端島炭

坑（通称：軍艦島）など 8 つの資産があります。 

★「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」 

長崎におけるキリスト教の伝播
で ん ぱ

と普及、激しい弾圧と 250 年もの潜伏、そして奇跡の復活、

という世界に類を見ない布教の歴史を物語る資産です。全 14 資産のうち、長崎市には大浦天主

堂と関連施設など 3つの資産があります。 

市内の主要な歴史文化施設の訪問者数は、ここ数年微減傾向にあります。 

長崎歴史文化博物館の平成 22 年度の訪問者数が突出しているのは、NHK 大河ドラマ「龍馬伝」と連動

した企画展「長崎奉行所 龍馬伝館」が好評を博したことによるものです。 

主要な歴史文化施設の訪問者数 

主要な歴史文化施設を訪問したことのある市民の割合 
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出典：文化財課資料

出典：市民意識調査
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3 国際交流 

長崎市内に居住する外国人住民数は専門学校等の日本語学科留学生の増により増加傾向

にあり、国籍は、中国やベトナムをはじめ 75 ヶ国に広がっています。国際交流や多文化共

生の推進の一環事業として、国際交流員を活用した市民向け国際理解講座や小中学校対象

の外国文化体験出前講座などを開催しています。 

国際交流や多文化共生は、継続的で裾野が広い交流が重要であり、多くの市民の方に参

加してもらうことが必要です。 

 

 

☆外国人住民数は増加傾向 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  

 

 

 

 

☆国際交流の機会の充実を目指す 
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長崎市は、国際交流の機会の充実を図るた

めに、平成 13 年度から毎年、市民向け交流

イベントを開催しています。 

平成 22 年度までは中国や韓国文化の紹介

などアジアを中心としたイベントでしたが、

平成23年度からは、アジアの枠を超えた様々

な国の文化を紹介する「ながさき異文化ちゃ

んぽんフェスタ」を開催しています。 
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外国人住民数は、平成26年8月31日時点で3,285人にのぼり、国籍は、中国38.1％、ベトナム13.5％、

フィリピン 11.5％、韓国 10.8％など 75 ヶ国に広がっています。 

国際交流イベントへの参加者数 

外国人住民数 

出典：国際課資料

出典：国際課資料

国籍割合 
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◆姉妹都市・友好都市・市民友好都市交流
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎市は現在、海外 10 都市と国際交流の提携をしています。 

歴史的な交流や関わりをもとに、海外 6 都市との間で姉妹都市提携をしています。平成 27 年に

はアメリカ・セントポール市と提携 60 周年を迎え、平成 30 年にはポルトガル・ポルト市、フラン

ス・ヴォスロール村及びオランダ・ミデルブルフ市と提携 40 周年を迎えます。 

また、市民の方々や民間団体が主体となって実質的な交流を行うことを目的に、海外 4都市との

間で市民友好都市を提携しています。 

 

 

☆国際理解講座等を実施 
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国際理解講座等への参加者数 

国際交流員（英・中・韓）による国際理解講

座など市民向けの講座の参加者数は、学校向け

の講座内容等の見直しなどにより、増加傾向に

あります。     

国際社会となった現在では、異文化と接する

機会が多いと思います。 

国際交流員が日本語で行いますので、わかり

易く、また身近に国際交流をすることができま

す。 
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出典：国際課資料 

【姉妹都市・友好都市】    

①アメリカ・セントポール市 面積：約 145km2 人口：約 28.5 万人 提携：1955 年 12 月 7 日 

②ブラジル・サントス市 面積：約 725km2 人口：約 46 万人 提携：1972 年 7 月 6日 

③ポルトガル・ポルト市 面積：約 41.5km2 人口：約 26 万人 提携：1978 年 5 月 26 日 

④フランス・ヴォスロール村 面積：約 7.6km2 人口：約 350 人 提携：1978 年 5 月 28 日 

⑤オランダ・ミデルブルフ市 面積：約 53km2 人口：約 4.6 万人 提携：1978 年 10 月 17 日 

⑥中国・福州市 面積：約 12,000km2 人口：約 680 万人 提携：1980 年 10 月 20 日 

【市民友好都市】    

⑦イギリス・アバディーン市 面積：約 188.5 km2 人口：約 21 万人 提携：2010 年 7 月 12 日 

⑧中国・中山市 面積：約 1,800 km2 人口：約 312 万人 提携：2011 年 9 月 30 日 

⑨オランダ・ライデン市 面積：約 23.2 km2 人口：約 12 万人 提携：2013 年 2 月 4日 

⑩ドイツ・ヴュルツブルク市 面積：約 87.6 km2 人口：約 13 万人 提携：2013 年 4 月 17 日 
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4 游学 

長崎は、鎖国政策が行われていた江戸時代、西洋に開かれた我が国唯一の窓口として、

海外の進んだ文明を受け入れ、人・モノ・情報などが行き交う「交流都市」として発展し

てきました。特に、江戸時代後半には、高い志をもった多くの若い俊英が全国から長崎に

集い、蘭学や医学などの知識や技術、海外情勢などを学び、日本の国づくりをリードして

きました。このように、長崎を訪れて最先端の学問などを学ぶことは、「長崎游学」と呼ば

れるようになりました。 

交流によって栄えてきた長崎のまちには、若者が学ぶものも多く、また、まち全体に過

去からの交流のＤＮＡが脈々と引き継がれており、再び長崎のまち全体が貴重な学びの場

となるように、游学のまちとしての個性と魅力を高め、多くの人が交流するまちづくりを

進めています。 

そこで、游学のまちづくりに向けた積極的な取組みを展開するため、その中核的な役割

を担う大学と行政との連携・協議の場として、長崎地域の 6 つの大学と 1 つの短期大学の

学長と市長によって構成する「游学のまち長崎」推進協議会を設立し、新しい游学のまち

づくりに取り組んでいます。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

長崎市における移動人口（転入・転出）を年齢（5歳階級）別にみると、転入者・転出者ともに 20～

24 歳が最も多くなっています。また、転入・転出の超過数をみると、0～19 歳までの階級では、転入者

が転出者を上回っていますが、20 歳以上の階級では転出者が転入者を上回っており、全体では 4,272

人の転出超過となっています。特に、20～34 歳は 3,637 人の転出超過で転出超過全体の約 85%を占めて

おり、長崎市は若い世代の流出が多くなっています。 

☆若い世代の流出が多い 

出典：国勢調査 
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☆留学生も多く在籍 

長崎県は、九州では福岡県、大分県についで留学生が多く、平成 25 年 5月 1日現在で 1,445 人とな

っています。長崎県内の留学生は年々減少傾向にあることから、留学生が学びやすく暮らしやすくす

るための情報提供や支援を充実させるなど、留学生を取り巻く環境を整える必要があります。 

☆多くの学生が在籍 

出典：日本学生支援機構調べ 
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出典：学校基本調査、大学等提供資料 

平成 25 年 5 月 1 日現在で、長崎市とその周辺には大学 6 校、長崎市内には短期大学 1 校、専修学校

20 校、各種学校 2 校があり、学生数の合計は 17,998 人です。これは、長崎市の人口の約 4％に相当し

ます。 

学生数は横ばい又は減少傾向にあることから、若者を中心とした交流人口の拡大による長崎の活性

化を図るため、まち全体が貴重な学びの場となるような環境を整える必要があります。 

学生数の推移（各年 5月 1 日現在） 

九州内県別の留学生数の推移（各年 5月 1日現在） 

第 2 章 文化･交流
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1 観光地 

長崎市は、海外との交流の歴史やその中で培われてきた文化が醸し出す「異国情緒漂う

まち」「歴史と浪漫のまち」というイメージが定着し、多くの観光客が訪れる観光地です。

多彩な観光資源に、モナコ、香港と並ぶ「世界新三大夜景」の認定、２つの世界遺産候補

などの新たな魅力を加えて国内外に効果的に情報発信することにより、世界の交流拠点に

向けた賑わいの創出・交流人口の拡大に取り組んでいます。 

 

☆夜景観光の魅力向上により、観光客数は増加傾向「608 万人」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

☆アジアからの宿泊者が「70％」 
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3 観光 
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 長崎市の観光客数は、長崎「旅」

博覧会が開催された平成 2 年の 628

万人をピークに減少を続けました。 

 しかし、全国初のまち歩き博覧会

「長崎さるく博’06」の取組みによ

り、平成 18 年は 570 万人と回復。さ

らに平成22年にはＮＨＫ大河ドラマ

『龍馬伝』の放送を契機に過去 2 番

目となる 611 万人を記録しました。 

  

 外国人延べ宿泊者数については、

約 70％がアジア地区で占めていま

す。近年の東南アジア諸国に対する

ビザの緩和により今後も観光客の増

加が期待されます。 

国・地域別外国人延べ宿泊者数 

※H22 年に観光消費額計算方法の見直しを実施 

観光客数及び観光消費額の推移 

☆個人観光客が「85％」           ☆自動車を利用した観光客が「65％」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆コンベンション開催件数は約 1,000 件で推移   ☆グラバー園の入場者数は増加傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年

入港数（隻） 19 72 37 

乗客・乗務員数（人） 37,147 120,241 76,959 
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平成2年の観光客数に占める個人観光客の割合

は約 70％でしたが、平成 25 年には約 85％と個人

観光客数の割合が高まっており、観光形態が団体

型から個人･グループ型へ移行しています。 

グラバー園の入園者数は、世界遺産候補の構

成資産である旧グラバー住宅への注目の高ま

り等により増加傾向にあります。また、出島の

入場者数は、平成 28 年度の表門橋架橋及び 6

棟復元に向けてさらなる増加が見込まれます。

平成 25 年の観光客のうち、65％が自動車で長

崎を訪れており、そのうち 67％が自家用車を利用

しての来訪となっています。 

主な観光施設の入場者数 

個人・団体別観光客数 

コンベンション参加人員及び開催件数 

 コンベンション参加人員・件数ともに、平成 20

年頃まで増加傾向にありましたが、近年は 1,000

件程度で推移しています。 

交通機関別観光客数 

 国際クルーズ船の入港実績は平成 24 年

に大幅に増加しましたが、平成 25 年は外交

関係の影響もあり、前年を下回る結果とな

りました。しかし、平成 26 年以降は再び入

港が大幅に増える見込みとなっています。
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全ての出典：観光政策課資料 

※一部、端数処理の関係で合計と内訳が一致しません。

☆国際クルーズ客船の入港は増加見込 
国際クルーズ客船入港実績 
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3 観光 

 

第 

1 

章 

第 

2 

章 

第 

3 

章 

第 

4 

章 

第 

5 

章 

第 

6 

章 

第 

7 

章 

第 

8 

章 

第 

9 

章 

第 

10 

章 

第 

11 

章 

第 

12 

章 

第 

13 

章 

第 

14 

章  

 

第 

1 

章 

第 

2 

章 

第 

3 

章 

第 

4 

章 

第 

5 

章 

第 

6 

章 

第 

7 

章 

第 

8 

章 

第 

9 

章 

第 

10 

章 

第 

11 

章 

第 

12 

章 

第 

13 

章 

第 

14 

章 
30 31



2 まち歩き「長崎さるく」 

2006 年に日本ではじめてのまち歩き博覧会「長崎さるく博’06」が期間限定で開催され、

多くの方が参加しました。2007 年 4 月からは、「長崎さるく」として、1年を通してガイド

付きのまち歩きなどを楽しめます。まち歩き「長崎さるく」を通じて、市民一人ひとりが

長崎の魅力的な歴史や文化、自然などの魅力を掘り起こし、長崎の強みを市民や観光客に

伝えていく形で「まち活かし、ひと活かし」に取り組んでいます。これは、観光に結び付

けて地域活性化を図ることにより、「住みよいまち」と「観光客にとって魅力的なまち」と

の融合をめざすものです。 

 

 

☆爽やかな季節にまち歩き！ 
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長崎さるく（予約制）参加者数の推移 

長崎さるくは、大きく 3つのメニューがあります。 

①「通さるく」長崎名物・さるくガイドが案内するガイドツアー 

②「学さるく」まち歩きや講座、体験などを通じて深く探求するメニュー

③「食さるく」長崎ならではの食を満喫するメニュー 

 

上のグラフは、「通さるく」と「学さるく」、「食さるく」の参加者数を年

度別に表したグラフです。平成 25 年度の参加者数は、40,064 人です。平

成 18 年に開催された「長崎さるく博’06」で培われた人材やまち歩きのシ

ステムといった貴重な財産を活かしながら、平成 19 年以降、まち歩きの定

着に向けて取り組んでいます。爽やかな秋の季節（11 月）は、さるく推進

月間と位置づけて「通さるく」や「学さるく」のテーマ･実施回数を増やし

たり、まちなかでの特別な仕掛けがあったり、普段は味わえないまち歩き

を楽しめる 1 ヶ月となります。 
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ガイドツアー「通さるく」

☆女性の参加が 4割、50～60 歳代が約 4割 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆長崎県在住の方が約 5 割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性

12,538人

31%

女性

16,164人

40%

10歳未満

3%

10代

12%

20代

9%

30代

11%

40代

14%

50代

16%

60代

22%

70代

11%

80代

2%

都道府県別参加者比率（平成 25 年度） 

年齢別参加者比率（平成 25 年度） 

「長崎さるく」参加者の 4 割は女性です。また、年齢別で見てみると、50～60 歳代の参加が多く、約 4

割を占め、続いて 40 歳代の参加が多いことが分かります。 

 

男女別参加者比率（平成 25 年度） 
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全ての出典：観光推進課資料 

※どちらも不詳を除く。 

長崎県

47%

福岡県

12%

東京都 6%

大分県 3%

山口県 3%

愛知県 3%

神奈川県 2%

大阪府 2%

佐賀県 2%

千葉県 2%

熊本県 2%

兵庫県 1%

埼玉県 1%

その他

14%

「長崎さるく」参加者の約 5割は長崎県内の方で、長崎市内だけでも 24.0％を占めています。長崎県内

の内訳は、長崎市内が 83.5％、長崎市外が 16.5％となっています。 

 

※不詳を除く。 

学さるく「池島炭鉱さるく」 
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3 季節の催し 

長崎市では、1年を通して、長崎らしい特色あるイベントがたくさん開催されます。春の

「長崎ハタ揚げ大会」、「長崎帆船まつり」を皮切りに、「ながさきみなとまつり」「精霊流

し」「長崎くんち」「長崎ランタンフェスティバル」など、海外との交流から生まれたおま

つりをはじめ、四季折々のイベントを満喫できます。キリスト教伝来以来、貿易で栄え、

人々の知恵が加わり、華やかさを増しながら、進化し続けている点が、長崎のおまつりの

大きな特徴だといえます。 

 

 

☆海の貴婦人が共演する港の祭典 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆夏の一大イベント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「長崎帆船まつり」集客数 

平成27年に16回目を迎える

「長崎帆船まつり」。長崎港は、

1571 年にポルトガル商船 2 隻

が来航し、交易を求めたことか

ら開港し、その後も鎖国時代唯

一の海外の窓口として繁栄し

ました。この異国情緒豊かな長

崎港を舞台として、華麗な帆船

が国内外から集結・共演する優

雅な祭り、「長崎帆船まつり」

を毎年春に開催しています。 

出典：長崎商工会議所調査

「ながさきみなとまつり」集客数 

夏の一大イベントです。ステ

ージイベントをはじめ、クルー

ズ、花火大会などが行なわれま

す。長崎のまちが港から発展し

たことを知ることができ、港に

親しみを持てるイベントです。
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長崎港と帆船

花火大会

出典：観光推進課資料
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☆賑やかに故人を送る盆祭り 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

☆370 余年の伝統に輝く秋の大祭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆冬の長崎、灯の祭典 
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「長崎くんち」集客数 

「長崎ランタンフェスティバル」集客数

出典：長崎警察署調査

初盆を迎えた故人の霊を極

楽浄土へ送り出す長崎の夏の

伝統行事「精霊流し」は毎年 8

月 15 日に行われます。 

 
日本三大祭りの一つに数え

られる長崎くんちは、370 余年

の歴史と伝統を持つ、長崎市民

の氏神様である諏訪神社の秋

の大祭。旧暦 9 月 9日に行なっ

ていたことから、「くんち」と

呼ばれるようになったといわ

れています。 

 

「精霊流し」集客数 

出典：長崎警察署調査

もともと長崎在住の華僑の

人々が中国の旧正月を祝う行

事として長崎新地中華街を中

心に行っていたまつりでした

が、規模を拡大し、現在では市

内全体のまつりとして長崎の

冬を彩る一大風物詩となりま

した。市内中心部に約 15,000

個にも及ぶランタンや龍、獅子

などのオブジェが装飾され、幻

想的な中国独特の灯りが長崎

のまちを包み込みます。 
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出典：観光推進課資料

精霊流し 

ランタン 

龍踊（じゃおどり）
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1 平和推進 

長崎は、広島とともに原子爆弾により人類史上未曾有の大惨禍を経験した被爆都市です。 

「長崎を、人類史上最後の被爆地にしなければならない」との認識のもと、核兵器の廃

絶と恒久平和の実現に向けて、若い世代への被爆体験の継承を図るとともに、様々な行事

や国際会議の場などの機会を通じて、全世界に被爆の実相と戦争の悲惨さを訴え続けてい

ます。 

 

☆8 月 9 日（ながさき平和の日）をはじめ、様々な平和に関する行事が行われています 

 

 

 

 
 

ア 長崎市が主催する行事（長崎市教育委員会、 

（公財）長崎平和推進協会等との共催を含む） 

行      事 と   き と  こ  ろ 

少年平和と友情の翼 

事前研修 

7月24日～26日 

７月7日 

沖縄県 

長崎原爆資料館 

市長・市議会議長の施設 

慰問 
8月1日 

恵の丘原爆ホー

ム・長崎原爆病院 

長崎原爆資料館の夜間 

開館 (夜８時まで) 
8月7日～9日 長崎原爆資料館 

三菱兵器住吉トンネル工

場（跡）内部公開 

8月7日～10日 

10月24日～30日 

三菱兵器住吉トン

ネル工場（跡） 

ながさき原爆の写真展 8月7日～10日 平和公園 

青少年ピースフォーラム 8月8日～9日 
長崎原爆資料館 

平和会館 

長崎原爆犠牲者慰霊 

平和祈念式典 
8月9日 

平和公園 

（祈念像前） 

原爆資料館と永井隆記

念館の無料開放 
8月9日 

長崎原爆資料館 

永井隆記念館 

平和学習発表会 8月22日 平和会館 

国連軍縮フェローシプ 10月2日～3日 
長崎原爆資料館 

ほか 

国連軍縮週間 

市民の集い 
10月27日 

長崎原爆資料館

玄関前広場ほか 

第5回核兵器廃絶―地球

市民集会ナガサキ 
11月2日～4日 

長崎原爆資料館 

平和会館 

 

イ 国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館が主催する行事 

海外原爆展 
11月19日～12月12日、

1月24日～2月9日 

ニュージーランド

（オークランド、ウ

ェリントン） 

長崎原爆死没者追悼平和

祈念館の夜間開館 

（夜８時まで） 

8月7日～9日 
長崎原爆死没者 

追悼平和祈念館 

長崎国際平和映画フォー

ラム2013 

10月19日～20日 

11月26日～27日 

長崎原爆死没者 

追悼平和祈念館、 

長崎原爆資料館ホ

ール 

 

ウ （公財）長崎平和推進協会が主催する行事 

長崎原爆詩や進展「写真で

みる同心円」 
8月1日～31日 

長崎原爆死没

者追悼平和祈

念館交流ラウ

ンジ 

 

エ 日本非核宣言自治体協議会が主催する行事 

親子記者事業 8月8日～11日 平和会館ほか 

 

オ 平和の灯実行委員会が主催する行事 

平和の灯 8月8日 
平和公園内平和の

泉周辺 

 

カ 世界平和祈念行事実行委員会が主催する行事 

 

キ 民間等が主催する行事 

茂木地区原爆死没者 

慰霊式典 
8月2日  潮見崎公園（茂木町） 

第32回原爆殉難教え子

と教師の慰霊式 
8月2日  平和会館 

第51回原爆忌文芸大会 7月28日  長崎ブリックホール 

第24回長崎平和フォー

ラム 
8月7日～9日 長崎県立総合体育館ほか 

第 34 回ながさき 8・9

平和展 
7月24日～28日 

長崎県美術館県民ギャラ

リー 

建設労働者職人原爆 

殉難者慰霊祭 
8月8日  

平和公園内 

不戦平和の塔前 

第41回原爆殉難者慰霊

祭 
8月8日  原爆落下中心地 

原爆犠牲者慰霊献吟 8月9日  平和公園（祈念像前） 

行      事 と   き と  こ  ろ 

原爆犠牲者慰霊・世界 

平和祈念市民大行進 
10月26日  

平和祈念像前（出発式）

天主堂･国道コース（行

進） 

原爆落下中心地（集会）

世界平和祈念ポスタ

ー・標語展 

11月22日 

～12月15日 

12月18日 

～12月24日 

長崎原爆資料館 

浜屋百貨店ステップギャ

ラリー 

主な平和関連行事（平成 25 年度） 

長崎市では、被爆の悲惨さを忘れず、後世に語り伝え、あわせて世界恒久平和を念願するため 8月 9

日を「ながさき平和の日」と定め、長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典を開催しています。その他にも、

一年を通じてさまざまな行事を行っています。 

4 平和・人権 
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出典：原爆被爆者対策事業概要 

  
8月9日  平和公園（祈念像前） 

「被爆者歌う会・ひま

わり」合唱 
8月9日 平和公園（祈念像前） 

第41回国鉄原爆死没者

慰霊式 
8月9日  ＪＲ浦上駅構内 

学徒動員第七高等学校

生徒原爆死慰霊祭 
8月9日  長崎市白鳥公園 

原爆死没者慰霊 

平和祈念集会 
8月9日  浦上天主堂～平和公園 

原爆犠牲者慰霊 

万灯流し 
8月9日 

原爆落下中心地 

～簗橋付近 

国際フォーラム・核軍

縮と若者 
8月10日 長崎大学医学部良順会館 

 

☆平和首長会議には世界 6,000 都市が加盟しており、長崎市長が副会長を務める 

平和首長会議加盟都市        平成 26 年 4月 1日現在 

地域区分 加盟都市の国及び地域数 

アジア 30 カ国・地域、2,055 都市 

オセアニア 9 カ国・地域、128 都市 

アフリカ 45 カ国・地域、351 都市 

ヨーロッパ 46 カ国・地域、2,501 都市 

北アメリカ 3 カ国・地域、302 都市 

ラテンアメリカ・カリブ海地域 25 カ国・地域、663 都市 

合計 158 カ国・地域、6,000 都市 

 

 

☆原爆資料館は世界恒久平和を願う長崎の平和発信拠点施設 

 

 

 

 

 

原爆資料館入館状況                                （人） 

 

 

 

   

 

年 度 

個 人 団 体  

無料入館 

 

合 計 大人 小人 計 大人 小人 計 

21 221,482 32,338 253,820 84,385 243,442 327,827 92,969 674,616 

22 207,751 31,462 239,213 89,525 252,483 342,008 99,972 681,193 

23 187,286 29,885 217,171 69,222 273,073 342,295 95,037 654,503 

24 187,658 28,815 216,473 81,796 252,318 334,114 94,263 644,850 

25 215,307 30,434 245,741 78,331 248,564 326,895 94,743 667,379 

出典：原爆被爆者対策事業概要 

平和首長会議（事務局：広島市）

は 158 か国・地域、6,000 都市に

より組織されており、会長を広島

市長、副会長を長崎市長他海外 10

都市が務め、世界の都市が緊密な

連携を築くことにより、核兵器廃

絶の市民意識を国際的な規模で

喚起するとともに、世界恒久平和

の実現に向けて活動しています。

原爆資料館には約 20,000 点の資料が収蔵してあり、この中のうち 927 点（平成 26 年 4 月現在）の

原爆被災資料等を展示しています。今後は、インターネット等を通じてさらに多くの資料を公開し、

被爆の実相を多くの人に伝えるとともに、原爆被爆の悲惨さを世界へ向けて訴えています。 

入館者数は、ここ数年減少しており、若い世代への継承を大きな目的の一つとしていることから、

修学旅行生の誘致についても力を入れています。 

出典：原爆被爆者対策事業概要 

原爆犠牲者慰霊献茶式 
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4 平和・人権 
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2 男女共同参画 

 男女共同参画社会基本法の制定から 15 年が経ち、様々な領域で女性が活躍する場面が増

えるなど、男女共同参画社会の実現のための取組みは、着実に進められつつあります。一

方、地域においては、人口の減少、少子高齢化、社会的・経済的格差の広がり等、多くの

問題を抱えており、その対応は喫緊の課題でもあります。 

長崎市においても、平成 23 年に「第 2次長崎市男女共同参画計画」を策定し、各分野に

おいて男女共同参画を推進する様々な事業に取り組んでおり、市民の意識は少しずつ変化

していますが、未だ固定的役割意識は根強くあるのが現状です。 

一人ひとりの個性が尊重され、その能力が発揮できる男女共同参画社会の実現に向けて、

地域の実情に応じた実践的な事業に、引き続き取り組むこととしています。 

 

☆長崎市の女性の登用率は中核市平均と比べて低い水準 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

   

  

 

 

 

☆男女が平等になっていると思う市民の割合は 32.1％ 

 

 

 

 

 

 

 

毎年実施している長崎市の市民意

識調査の結果は、男女が平等になって

いると思う市民の割合は 30％強で推

移しています。また、平成 24 年度に

行われた男女共同参画に関する世論

調査では、平等であると感じている人

の割合は 24.6%となっており、長崎市

民の割合が高くなっています。 
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審議会等への女性の登用率（平成 25 年度） 
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（％） 

24.6

32.1

32.9

33.6

69.8

53.7

56.3

54.3

3.8

7.1

6.3

7.2

1.8

7.2

4.5

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国…

H25

H24

H23

平等になっている 男性のほうが優遇されている

女性のほうが優遇されている 不明

男女が平等になっていると思う市民の割合 

（％）

市職員の管理職に占める女性の割合（平成 25 年度） 

出典：内閣府男女共同参画局資料 

長崎市の地方自治法（第 202 条の 3）に基づく審議会等への女性の登用率、市職員の管理職に占める

女性の割合は、ともに中核市の平均よりも低い水準にあります（中核市 43 市のうち、審議会等への女性

の登用率は 25 位、市職員の管理職に占める女性の割合は 19 位となっています）。 

出典：市民意識調査 

内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」 

※端数処理により合計が 100％にならないものがあります。 

（年度） 

438 471 439 363 308
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☆平成 25 年度の相談件数は 1,357 件 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆男性の講座受講者率は徐々に増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講座名 
 

（人） 

内訳（人）  

（％）女性 男性

男女共同参画講座 758 669 89 11.7

ボランティア養成講座 53 49 4 7.5

就業支援講座 

（パソコン講座） 
885 796 89 10.1

派遣講座 528 274 254 48.1

市民企画講座 68 50 18 26.5

幼児室開放事業 18 16 2 11.1

デートＤＶ防止授業 1,367 679 688 50.3

ＤＶ対策推進事業 168 148 20 11.9

計 3,845 2,681 1,164 30.3 

418件

317件138件

129件

98件

75件

39件

12件
6件

125件

家庭紛争関係

離婚関係

金銭関係

異性関係

財産関係

職業関係

相隣関係

結婚関係

住宅関係

その他

出典：人権男女共同参画室資料 

男女共同参画推進センターでの相談実施件数の推移及び相談内容内訳 

男女共同参画推進センター講座実施状況（平成 25 年度） 

◆デートＤＶ（恋愛関係における暴力） 
ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）とは、配偶者や同居している交際相手など親密な関係に

ある、又はあった者の間に起こる暴力のことをいいます。「デートＤＶ」とは、交際相手からの暴

力のことで、暴力の形態などはＤＶと何ら変わりません。 

平成 24 年に内閣府が発表した調査によれば、10 代から 20 代の頃に約 10 人に 1 人が交際相手か

ら「身体的暴行」「心理的攻撃」又は「性的強要」のいずれかを受けたと回答しています。 

長崎市では、おもに市内の中学校を対象に、「デートＤＶ防止授業」の派遣講座を実施しており、

「デートＤＶ」に対する知識の普及と未然防止に努めています。 
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第 4 章 平和・人権

男女共同参画推進センター（愛称：アマランス）では家庭や職場などにおける性別による差別的取

扱、セクシュアルハラスメント、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）などの人権侵害や、家庭問

題などの悩みやトラブル解決にむけた相談窓口を設置しています。 

相談内容は家庭問題や離婚、金銭に関する内容が多くなっており、特に電話による相談が増加傾向

にあります。 

男女共同参画の推進に関しては、従来か

らの意識啓発だけでなく、現実に生じてい

る様々な課題に対し、男女共同参画の視点

を取り入れた課題解決型の実践的な活動を

行っていくことが必要となってきていま

す。身近な課題に対応し、内容の工夫を行

うことで、男性の受講率は微増傾向にあり

ます。 

男女共同参画推進センター講座 

受講者の男女比率 
（年度） 

相談件数

1,357 件 

（件） 

（年度）

出典：人権男女共同参画室資料 

 

受講者数 男性比率 

第 4 章 平和・人権
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1 商業 

 長崎市の商業を取り巻く環境は、少子高齢化による人口減少、ライフスタイルの変化、

通信販売やテレビショッピング、そしてインターネットなど新たな流通形態の出現により

大きく変化しており、その影響は中央卸売市場を含めた流通にも及んでいます。 

 また、九州では貿易の拠点が博多港・門司港へ集中していますが、長崎市は、韓国をは

じめ中国、東南アジア諸国と近接した位置にあり、西九州の貿易の拠点として長崎港の港

湾施設の拡充、輸出入貨物の増大に努める必要があります。 

 

☆大規模小売店舗の出店により売場面積は上昇する一方、厳しい環境にある小売業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  単位 H9 H11 H14 H16 H19 

売 場 面 積 ㎡ 416,364 414,008 448,396 460,768 468,132 

年 間 販 売 額 百万円 473,246 457,854 455,664 446,561 404,910 

従 業 者 数 人 28,380 30,727 30,803 28,755 27,952 

事 業 所 数 箇所 5,779 5,692 5,281 4,948 4,778 
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出典：長崎商工会議所調査

 長崎市では、大規模小売店舗の出店により売場面積が増加する一方、年間販売額、従業者数、事業所数は

全て減少しています。 

 一方で、地域商店街には、市民が安全かつ身近に買い物ができる場所として、また、「まち」の賑わいや地

域の祭りなどのコミュニティ維持等地域社会で担っている役割は依然として大きく活性化のための支援の必

要があります。 

 売場面積、年間販売

額、従業者数、事業所

数は、それぞれ平成 9

年を基準（100）とし

て相対値を設定して

います。 

出典：商業統計調査 

長崎商工会議所が、

市内の商店街区域等 23

箇所を対象に歩行者通

行量調査を実施してい

ます。 

長期的に平日・日曜

ともに歩行者数が減少

しており、安全な商業

環境等を整備し、回遊

性を高める必要があり

ます。 
（年度） 

商業統計調査に見る小売業の推移（Ｈ9＝100） 

商店街区域等の通行量の推移 （人） 

第 

5 

章 

第 

6 

章 

第 

7 

章 

第 

9 

章 

第 

10 

章 

第 

11 

章 

第 

12 

章 

第 

13 

章 

第 

14 

章 

第 

1 

章 

第 

2 

章 

第 

3 

章 

第 

4 

章 

第 

8 

章 

 

☆航路増便に伴い、外貿コンテナの取扱い実績は上昇傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆市場外流通の増加により中央卸売市場の売上高は減少 
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5,823

56,376

20,863

10,431

5,645 5,428

9,610

57,476

21,360

58,373

21,169

10,160

5,482

◆主にどこで貿易しているの？ 

長崎市小ヶ倉町にある小ヶ倉柳埠頭が長崎市内の貿易の拠点と

なっています。 

一般に長崎港の埠頭というと松ヶ枝国際観光船埠頭が有名です

が、これは大型クルーズ船などが寄港する、いわゆる観光埠頭で

す。 

国際定期コンテナ船は、長崎と釜山を結んでおり、週３回小ヶ

倉柳埠頭に寄港しています。 

長崎港外国貿易コンテナ取扱の年別推移 

小ヶ倉・柳埠頭 

中央卸売市場は、長崎市民

や近隣の住民に、青果物を適

正な価格で円滑かつ安定的

に供給するために、国の認可

を受けて、昭和 50 年に開設

しました。 

量販店の産地直結や直売

所の増加などの取引による、

いわゆる市場外流通の割合

が年々増加し、市場の売上高

も減少しており、今後の卸売

市場の役割についても明確

にする必要があります。 

2,863 2,798 2,920

3,613
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437

369
473

706
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5,000
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輸出 輸入

（年）

（TEU）実入りコンテナ実績

出典：長崎港活性化センター資料

長崎港は、わが国有数の国際

貿易港として発展してきた歴

史がありますが、現在でも長崎

の物流拠点港として重要な役

割を担っております。 

現在、長崎と釜山を結ぶ外貿

コンテナ船が定期就航し、平成

25 年 6 月には、週 3 便体制と

なり 9 年ぶりに増便が図られ

ました。 

また、平成 25 年のコンテナ

取扱実績は、長崎市内で建造さ

れている大型クルーズ客船用

資材を輸入する動きもあり、

4,268TEU と前年比で約 20.8％

増加し、3年連続のプラスにな

っております。 

 

※1TEU＝20 ﾌｨｰﾄｺﾝﾃﾅ 1 個分 

 20 ﾌｨｰﾄｺﾝﾃﾅ＝約 2m×2m×6m

中央卸売市場年度別総取扱高の推移 

出典：中央卸売市場資料 
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製造品出荷額等

従業者１人当たりの製造品出荷額等

2 中小企業支援 

 長崎市は造船・重機・電機を中心とした技術の歴史的な集積があり、地場製造業等の成長

を促すため、「長崎市中小企業サポート活動」として大手企業等の OB を活用した、ものづ

くりに関する技術指導や、経営安定化に資する金融相談、雇用に関する情報収集・提供等

などの支援を行っています。また、既存産業の育成と並行して、創業支援、産学官連携の

推進を促進するため、「ながさき出島インキュベータ（D-FLAG）」を核に支援環境を整えて

きました。さらに、中小企業が経営基盤の安定、強化を図るために必要な資金について、

融資制度を充実し、資金調達の不安解消を行っています。 

 このようななか、企業ニーズや経済情勢を的確に把握し、タイムリーで効果的な支援策

の充実や見直しが必要とされています。 

 

☆事業所数は徐々に減少傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆製造業の事業所数等は減少しているが、従業者 1人当たりの製造品出荷額等は横ばい 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：（～H18）事業所・企業統計調査

（H21～）経済センサス 

長崎市内の事業所

数は年々減少傾向に

あります。 
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 製造業の事業所数は徐々に減少傾向にありますが、製造品出荷額等及び従業者 1 人当たりの製造品出荷

額等については、ここ数年横ばいです。 

※調査の対象は従業員 4人以上の製造業事業所。 

製造品出荷額等の推移 

出典：工業統計調査

事業所数の推移 

製造業事業所数と従業者数の推移 

（年）

（人） 

（年） （年） 

（事業所） （万円） （億円） 

◆長崎市の造船業 
長崎の造船業は、1857 年（安政 4年）に徳川幕府が、わが国最初の艦船修理 

工場「徳川幕府 長崎鎔鉄所」を設立したのがはじまりです。 

以後、現在の三菱重工業㈱が工場施設を借用し事業を継承しました。長い年 

月をかけて培われた技術により、わが国を代表する数多くの船舶の建造を手掛けてきました。 

近年では厳しいグローバル競争に勝ち抜くため、客船・新型 LNG 船など高技術・高付加価値で差別化

を図る動きがみられるほか、省エネ技術等によるエンジニアリング事業への進出や、海外造船事業への

展開といった動きがみられます。 
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長崎県立大学 長崎総合科学大学 長崎大学

☆大学による共同研究の受入実績は増加傾向 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆中小企業者への新規融資件数は減少傾向から増加の兆し 

 

 H21 H22 H23 H24 H25 

小企業振興資金 40 36 57 44 65

中小企業経営安定資金 1 0 0 0 29

中小企業短期資金 246 154 130 138 184

中小企業開業資金 13 17 13 12 13

中小企業災害復旧等支援資金 0 0 2 0 0

中小企業連鎖倒産防止資金 0 2 1 1 0

中小企業エコ資金 3 7 37 19 36

中小企業いきいき企業者支援資金 2 8 4 3 4

中小企業いきいき労働環境整備資金 1 1 2 2 1

合計 306 225 246 219 332
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出典：文部科学省資料 

 ながさき出島インキュベータ（D-FLAG）は、長崎 3 大学（長崎大学、長崎総合科学大学、長

崎県立大学）との連携型起業家育成施設です。 

長崎 3大学の共同研究の受入総数は近年増加傾向にあります。 

 

共同研究の受入実績 

長崎市制度融資資金別新規件数の推移 

長崎市中小企業融資

制度は、低金利、及び信

用保証料の補助といっ

た中小企業の負担軽減

などを目的とした融資

制度です。 

当制度における新規

件数の推移は、平成 24

年度まで減少傾向でし

たが、平成 25 年度は設

備への投資などから前

年度よりも増加しまし

た。 

 

年度 

出典：商業振興課資料 

（年度） 

（件） 

第 5 章 産業

 

第 

1 

章 

第 

2 

章 

第 

3 

章 

第 

4 

章 

第 

5 

章 

第 

6 

章 

第 

7 

章 

第 

8 

章 

第 

9 

章 

第 

10 

章 

第 

11 

章 

第 

12 

章 

第 

13 

章 

第 

14 

章  

 

第 

1 

章 

第 

2 

章 

第 

3 

章 

第 

4 

章 

第 

5 

章 

第 

6 

章 

第 

7 

章 

第 

8 

章 

第 

9 

章 

第 

10 

章 

第 

11 

章 

第 

12 

章 

第 

13 

章 

第 

14 

章 
42 43



764
664

869
780 819

712 664

780

677

888

800
838

727 677

0

200

400

600

800

1,000

全国 長崎 東京 愛知 大阪 福岡 沖縄

（円）

Ｈ25年度 Ｈ26年度

3 雇用と企業立地 

長崎公共職業安定所館内の年間有効求人倍率は、平成 20 年のリーマンショックにより平

成 21 年度には 0.45 倍まで落ち込みましたが、平成 25 年度は、0.74 倍まで回復し、平成 5

年度以降、最も高い数値となっています。さらに、平成 25 年 10 月以降、毎月の有効求人

倍率が 4か月連続で 0.8 倍を超えるなど、改善の傾向が見られています。 

雇用機会の拡大を図るため、企業誘致活動も行っており、近年では災害等における事業

継続計画(ＢＣＰ)の観点などから、オフィス系（コールセンターを含む）事務処理業務の

企業進出が進んでいます。今後は賃借オフィスの確保や、地場産業の振興に直結する製造

業の誘致に努める必要があります。 

 

 

☆雇用情勢は改善傾向だが、全国平均と比較すると依然として低い状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆最低賃金の引き上げはあるが、全国的には低い水準 
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全国 長崎県 長崎市 出典：長崎労働局調査 

有効求人倍率の推移 

 長崎市の有効求人倍率は

平成 21 年度 0.41 倍を底に

除々に回復し、改善の傾向

が見られます。 

 しかし、全国平均値と比

べ依然低い状況が続いてい

ます。 

 

※長崎市、長与町及び時津

町のデータ。 
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地域別（都道府県別）最低賃金の比較 

 平成 25年度と平成26

年度を比べて、全国的に

最低賃金が引き上げら

れています。 

 しかし、長崎県は、沖

縄県と並んで、東京都な

どと比較すると、未だ低

い水準にあります。 

出典：厚生労働省資料 

（倍） 

（年度） 

製造業

21

情報サービ

ス業

10

その他

4

☆一番多く長崎市内へ立地した業種は製造業 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

☆奨励交付金額は増加傾向 

 

（件数） （35 件）  

（雇用奨励対象者） （787 人）

雇用奨励金 225,800 千円

施設等整備奨励金 1,117,436 千円 奨励金 

建物等賃借奨励金 195,733 千円 計 1,538,969 千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内

20
市外

4

県外

11

◆仕事探しに悩んだら・・・ 
長崎労働局が、平成 26 年 3 月に卒業予定の高校生のうち就職希望者に対して行った調査によると、長

崎県内全体では、県内希望者が 53.0％であったのに対して、長崎・西彼地区では、県内希望者が 62.6％

との結果が出ました。 

 長崎市には地元で働きたいと希望されている方が多い傾向にあるようです。 

このような就職希望者に対して、長崎市内には就職に関するさまざまな相談機関があります。 

「なかなか就職口が見つからない・・・」「自分にあった仕事は何か？」など、一人で悩むよりも専門家

のアドバイスを受けてみませんか。新たな可能性が広がるかもしれません。 

 

◎若年者の方：ヤングハローワーク長崎（TEL：095-818-3011） 

 フレッシュワーク長崎（TEL：095-829-0491） 

 長崎若者サポートステーション（TEL：095-823-8248） 

◎45 歳以上の方：長崎県再就職支援センター（TEL：095-818-8789） 

◎主に女性の方：マザーズサロン長崎（TEL：095-829-5254）
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長崎市企業立地奨励制度指定事業者数（業種別） 長崎市企業立地奨励制度指定事業者数（立地元別）

平成 16 年度から平成 25 年度における長崎市企業立地奨励制度の指定事業者は合計 35 件です。 

業種別に見ると、製造業が最も多く 21 件が長崎市内に立地しています。次いで情報サービス業 10

件、その他 4 件の内訳は、倉庫業、保険業、物品賃貸業及び学術・開発研究機関のそれぞれ 1 件とな

っています。 

立地元別に見ると、市内が最も多く 20 件、長崎県内の他市からの立地が 4 件、県外からの立地が

11 件となっています。 

奨励金は、雇用に対

するもの、設備投資に

対するもの、オフィス

等の賃借に対するもの

の 3種類があります。 

左の表のうち、市外

から進出した企業 15件

に対し、交付した長崎

市企業立地奨励金の 10

年間の交付総額は、

1,143,107 千円となっ

ています。 

長崎市企業立地奨励金交付金額及び新規雇用者数の実績（H16～H25）[市内・市外]

出典：産業雇用政策課資料 

出典：産業雇用政策課資料

（件） （件） 
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 農家数は、農林業センサスの

数値によると、平成7年で4,315

経営体、平成 12 年で 3,796 経営

体、平成 17 年で 3,625 経営体、

平成 22 年で 3,374 経営体と、

年々減少しています。 

 平成 22 年の農林業センサス

による農家の形態は、専業

18％、第 1 種兼業 8％、第 2 種

兼業 18％、自給的農家 56％とな

っています。 

※専業農家･･･世帯員の中に兼業従事者がいない農家 

兼業農家･･･世帯員の中に一人以上いる農家 

第 1 種兼業･･･農業を主とする兼業農家 

第 2 種兼業･･･農業を従とする兼業農家 

自給的農家･･･耕地面積が 3,000 ㎡未満かつ販売金額が年間 50 万円未満の農家 

露地びわの袋かけ作業中 

4 農林業 

長崎市の農業は、経営規模が零細で耕地は分散し、その大半は急傾斜の山腹に階段状に

展開しており、営農形態としては、主に水稲、びわ・みかんを主体とした果樹、イチゴ・

ねぎ・ほうれんそう等の野菜、花き・花木類、肉用牛・養豚・養鶏を主体とした畜産に大

別されます。 

長崎市においても、農産物の価格低迷等社会情勢の変化に伴い、後継者不足及び農業従

事者の高齢化により、農地の荒廃化が進行していますが、農業経営意欲のある農家も少な

くありません。 

一方、林業については､林業を取り巻く情勢が木材価格の低迷、林業従事者の高齢化、さ

らに、若年者の山村離れによる後継者不足により厳しい状況にあり、維持管理の行われな

い森林が増加しています。 

森林は木材生産のほか、水資源の確保、大気の浄化、土砂流出防止等の多大な公益的機

能を有するなど、地域住民の生活環境の向上に大きく貢献しています。このような森林の

持つ多面的機能を将来にわたって発揮していくために、森林資源の整備、林道の整備など

林業基盤の整備を図っていく必要があります。 

また、長崎市が率先して公共建築物等に地域産材を活用することで需要の拡大につなげ、

併せて市民への啓発を行うことで森林整備を促進する必要があります。 

 

☆農家数は年々減少傾向 
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1,295
1,073
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621

1,783

1,633
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1,893
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2,000

3,000

4,000

5,000

H7 H12 H17 H22

（人）

（年度）

専業 第1種兼業 第2種兼業 自給的農家

4,315
3,796

3,625
3,374
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農家数の推移 

出典：2010 農林業センサス

☆販売農家の年間農産物販売金額は、約 35％が 50 万円未満 

 

                                 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆市内全森林面積は、市域面積の約半分 
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54.5 

54.7 

54.3 

53.9 

53.6 

53.0

53.5

54.0

54.5

55.0

H5 H10 H15 H20 H25

（％）

（年度）

市域面積に対する森林面積の割合

年間の販売金額が 300 万円

以上の農家は、全体の 19％を

占め、1,000 万円以上の販売が

ある農家は全体の 4.5%を占め

ています。 

長 崎 市 の 市 域 面 積 は 、

40,646ha で、森林面積総数

21,798ha となっており、左記割

合のとおり、平成 10 年度以降減

少傾向にあります。 

◆日本一の「びわ産地」継続に向けて 

長崎市を代表する、全国に誇る農産物である『長崎びわ』は、平成 18 年

台風や平成 24 年寒害などの重なる大きな気象災害に遭いながらも、生産者

と関係機関とが連携し、懸命に努力した結果、日本一の産地を維持していま

す。 

現在、びわ優良品種「なつたより」植栽や省力化・高品質化の推進及び有

害鳥獣対策等による生産面の強化に取り組むとともに、関係者と一体となっ

て販売の強化を進めています。 

今後は、質・量ともに日本一の産地として、さらに地域ブランド化を図り

ます。 

出典：平成 25 年度長崎県の森林・林業統計

販売金額規模別農家数の割合 

出典：2010 農林業センサス
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5 水産業 

長崎市の水産物（生鮮魚介類）の生産量は、長期の減少傾向から持ち直しが見られ、平

成 20 年まで増加傾向にありましたが、平成 20 年をピークに減少傾向にあります。 

また、長崎市の水産業を取り巻く環境は、漁業就業者の高齢化、後継者不足や近年の燃

油価格等の高騰、魚価の低迷により厳しい漁家経営を強いられるなど、依然厳しい状況に

あります。 

そこで、「地産地消」の推進とともに県外への販路拡大、水産資源の維持・増大を図るこ

とで、資源の持続利用をさらに推進し、新たな担い手を育成するなど、経営安定のための

支援を続けていく必要があります。 

 

 

☆漁業就業者数は、特に 54 歳以下の世代で減少 
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年齢別漁業就業者数の推移

34歳以下 35～44歳 45～54歳 55～64歳 65歳以上

1,140

1,778 
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長崎市の平成 25 年の漁業就業者

数は、平成 15 年に比べると 638 人

(35.9％)減少しました。 

年齢層別に見ると、65 歳以上が

全体の 35.6％を占めています。 

 54 歳以下の世代が全体に占める

割合は 35.3％で、平成 15 年に比べ

ると、就業者数が 727 人から 325

人（44.7％）減少しています。 

出典：漁業センサス

1,360 

 漁業の様子 

☆水産物価格は下落傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆長崎市における漁業生産量は、平成 20 年をピークに減少 
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30,000

35,000

40,000

45,000
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（年）

漁業生産量

385
410
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長崎魚市場の水産物価格(平均単価の推移）

出典：農林水産統計

◆たくさんあります、「○○○まつり」             

はもまつり、伊勢エビまつり、水いかまつり等々。 

長崎市内には 8 つの漁協があり、「○○○まつり」では、それぞれの地区

で獲れた旬の魚介類をお買い得なお値段で提供しています。 

水産物の平均単価は、下落し

てきています。これは、近年、

水産物の小売りにおいて、スー

パーマーケット等の量販店が増

えていること等を背景に、小売

価格を前提として産地価格が決

定される傾向が強まっているこ

とが要因であり、産地価格の低

迷の一因ともなっています。 

（円/kg） 

出典：長崎魚市場の概要 

長崎市の平成 24 年におけ

る漁業生産量（37,999ｔ）は、

全国の 1.4％、長崎県の

15.5％を占めています。 

 長崎市の漁業生産量は、平

成 20 年まで増加傾向にあり

ましたが、平成 20 年をピー

クに、減少傾向にあります。
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6 環境 

1 地球温暖化 

地球温暖化問題は、二酸化炭素を主とする温室効果ガスの増加を原因とした気温上昇

にともなう気候変動による、海面水位の上昇、干ばつ、異常気象の増加、感染症のリス

ク拡大などが懸念されています。このまま気温が上昇していくと、これまで築き上げて

きた社会資本や生態系全体に深刻な事態を引き起こすことが予想され、21 世紀における

人類共通の最も重要な環境問題の一つとなっています。 

このような中、長崎市では、市域における温室効果ガスの排出を総合的かつ計画的に

削減するため、平成 21 年 3 月に、二酸化炭素を平成 24 年度までに平成 2年度比 6％削減

する目標を掲げた「長崎市地球温暖化対策実行計画」を策定しました。 

さらに、持続可能な低炭素社会をめざし、実効性のある地球温暖化対策を進めるうえ

からは、短期的な目標や取組みだけではなく、中長期的な視点に立った戦略が大変重要

となることから、中長期目標値の設定や中期削減戦略を示す、「長崎市地球温暖化対策実

行計画（区域施策編）」へ平成 23 年 3 月に改訂しました。また、長崎市役所の全ての事

務及び事業から排出される温室効果ガスを削減するための計画を、平成 25 年 3 月に「長

崎市役所地球温暖化防止率先行動計画（事務事業編）」として整理しました。 

 

☆長崎市の気温は年々上昇 
世界の年平均気温は、長期的には 100 年あたり約 0.69℃の割合で上昇しています。特に 1990 年代半

ば以降、高温となる年が多くなっています。 
長崎市の平均気温では、100 年間で 1.6℃上昇しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☆長崎市域からの温室効果ガス排出量は増加傾向 
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平成24年度の温室効果ガス
排出量（速報値）は、基準年
である平成19年度と比較する
と 17.1％増加しています。 
増加の主な要因としては、

平成 23年 3月に発生した東日
本大震災以降、原子力発電所
の稼働率が低下したため、電
力使用量当りの二酸化炭素排
出量を示す排出係数が増加し
たことによるものと考えられ
ます。 
なお、東日本大震災前の平

成22年度の排出係数を使用し
て算出したところ、基準年度
の平成 19 年度比 4.5％削減し
ている結果となっています。 

出典：長崎海洋気象台提供資料 
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長崎市域からの温室効果ガス排出量 
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Ｈ19
【基準年度】

2,269千

－4.5％

＋17.1％

2,167

（千トン-CO2 /年）

2,6572,4882,226
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Ｈ42
【目標年度】

1,293千
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－43％
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※電力排出係数

0.000385

※電力排出係数

0.000525

※電力排出係数

0.000612

※2010電力排出係数を使用

した推計値

（年度）

出典：平成 26 年度版 長崎市地球温暖化対策実行計画年次報告書 

☆長崎市域のエネルギー消費量は減少傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆長崎市役所からの温室効果ガス排出量は増加傾向 
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平成 25 年度の温室効果ガ
ス排出量（速報値）は、基準
年の平成 19 年度と比較する
と 15.6％増加しています。 
増加の主な要因としては、

長崎市域からの温室効果ガ
ス排出量と同様に、排出係数
が増加したことによるもの
と考えられます。 
なお、東日本大震災前の平

成 22 年度の排出係数を使用
して算出したところ、基準年
度の平成 19 年度比 15.2％削
減している結果となってい
ます。 
また、電力使用量について

は、全庁的な節電への取組み
等により着実に減少してき
ています。 

長崎市役所からの温室効果ガス排出量 

長崎市全体のエネルギー
消費量（TJ／年）の推移をみ
ると、平成 7 年度から概ね減
少傾向を示しています。 
なお、平成 24 年度のエネ

ルギー消費量は 24,627TJ／
年でした。これは平成 2年度
比 7.2％削減している結果と
なっていることから、温室効
果ガスの削減対策は順調に
進んでいるものと考えられ
ます。 

長崎市域のエネルギー消費量の推移 

◆地球温暖化防止のために私たちにできること 
「地球温暖化とは？」「私たちはどうすればいいの？」と聞かれたら、あなたは答えることができ

ますか？知っている人もたくさんいると思いますが、二酸化炭素などの温室効果ガスは、家庭のさ

まざまなところから排出されています。 

温暖化防止のため、私たちにできることはたくさんあります。二酸化炭素削減のための行動とし

て、①温度調節で減らす（設定温度は、冷房 28℃、暖房 20℃にしよう）②水道の使い方で減らす（蛇

口はこまめにしめよう）③自動車の使い方で減らす（エコドライブをしよう）④商品の選び方で減

らす（エコ製品を選んで買おう）⑤買い物とごみで減らす（過剰包装を断ろう）⑥電気の使い方で

減らす（コンセントからこまめに抜こう）等して家庭や地域・職場などで身のまわりの小さなこと

から実践しましょう。 

110,000

120,000

130,000

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25

（千kWh/年）

（年度）

長崎市役所の電力使用量 

0

30,000

60,000

90,000

Ｈ19

【基準年度】

86,515

Ｈ42

【目標年度】

46,689

＋11.5％
＋18.0％

81,192 96,503 102,058

（トン-CO2/年） ＋15.6％

－6.2％

削減目標

－46％

99,989 73,398

－15.2％

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ25

2010【確定値】 2011【確定値】 2012【確定値】 2013【速報値】 2013【速報値】

※電力排出係数

0.000385

※電力排出係数

0.000525

※電力排出係数

0.000612

※電力排出係数

0.000612

※2010電力排出係数を使

用した推計値

（年度）

26,552 

29,664 
28,990 

26,765 

26,104 
26,634 

25,931 
25,439 

25,532 

24,913 24,627 

20,000

25,000

30,000

H2 H7 H12 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

（TJ/年）

－7.2％
平成2年度比

（年度）

出典：平成 26 年度版 長崎市地球温暖化対策実行計画年次報告書

出典：平成 26 年度版 長崎市地球温暖化対策実行計画年次報告書 

6 環境 
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2 ごみ 

 長崎市から排出されるごみは、燃やせるごみ、燃やせないごみ、資源ごみ、プラスチッ

ク製容器包装など 10 種類に分別されています。 

 これらのごみの処理として、燃やせるごみは、東工場と西工場において焼却処理を行っ

ており、燃やせないごみや焼却処理で発生した焼却灰は、三京クリーンランド埋立処分場

で最終処分を行っています。また、資源ごみ、古紙類、有害ごみ等については、従前から

資源化を実施しており、平成 15 年 6 月からはプラスチック製容器包装の分別が新たに開始

され、東工場プラスチック製容器包装選別施設及び三京リサイクルプラザで選別、梱包さ

れ資源化が行われています。 

現在の大量生産・大量消費・大量廃棄の社会状況のもとで、環境は一段と悪化するおそ

れがあるため、廃棄物の効率的処理を行うことはもちろん、さらに地球的視野に立ち、環

境への負荷を減らすとともに、廃棄物の資源化を図る必要があります。 

 

 

☆ごみ種類別排出量・・・排出抑制により近年減少傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136,146 135,085 134,146 133,081 131,598

12,922 12,487 12,766 12,201 12,331

19,199 18,882 18,369 18,277 18,419

187 243 159 164 182

0

50,000

100,000

150,000

200,000

H21 H22 H23 H24 H25

（ｔ）

（年度）

燃やせるごみ 燃やせないごみ･粗大ごみ 資源ごみ等 有害ごみ
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長崎市において排出されるごみ量は、上記の表に示されているように減少傾向にあるものの、ごみの

減量の推進や環境負荷の少ない「資源循環型社会」の実現に向けて、市民及び事業者に対し、ライフス

タイルの見直しや容器包装の簡素化を働きかけ、廃棄物の排出抑制を図るとともに、資源物の集団回収

や資源ごみ、プラスチック容器包装等の分別収集によって、廃棄物の減量・資源化を促進している状況

です。 

ごみ種類別排出量の推移 

全ての出典：長崎市環境白書 

 

☆ごみの処分量・・・集団回収や資源の有効利用により減少傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆埋立処分量・・・各種施策によりごみの減量化・資源化が行われた結果、減少傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

中間処理とは、廃棄物を減容化、安定化、無公害化することを目的として、焼却、破砕、圧縮その他

の物理的、化学的変化等を行わせる手段で、最終処分に至る前に行う一連の処理をいいます。 

最終処分（埋立処分）とは、埋立の方法で、廃棄物を自然界に還元することをいいます。 

資源回収は資源ごみ（缶、びん、ペットボトル）、古紙類（新聞、雑誌、ダンボール等）、プラスチッ

ク製容器包装、有害ごみ（廃乾電池、廃蛍光管）、鉄分回収（燃やせないごみから廃家電等の鉄分を回

収）を回収し資源化することをいいます。 

長崎市の最終処分場は三京クリーンランド埋立処分場の 1箇所であり、現在第 2期埋立地を埋立ててお

り、第 2期及び第 3期埋立地を含めて平成 25 年度から概ね 54 年間の埋立容量を確保しています。 

しかしながら、周辺地域の市街地化等により、今後は最終処分場として適地を取得することは非常に困

難なため、ごみの減量やリサイクル事業の推進等により、できる限り排出量を抑制し延命化を図ることが

必要です。 
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145,179 143,083 141,783 139,817 139,578

30,397 30,076 30,373 29,809 29,392

19,549 19,190 18,691 18,601 18,734

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H21 H22 H23 H24 H25

（ｔ）

（年度）

中間処理 埋立処分 資源回収

12,682 12,277 12,532 11,964 12,102

16,880 17,089 16,864 16,793 16,241

835 710 977 1,052 1,049

0

10,000

20,000
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40,000
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燃やせないごみ 焼却灰 資源等残渣

ごみ処分量の推移 

埋立処分量の推移 
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3 リサイクル 

近年における大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済システムは、廃棄物の増大、

廃棄物の質の多様化、最終処分場の残余容量の逼迫など、様々な問題を深刻化させていま

す。 

これらの問題を解決するためには、第一に廃棄物の発生抑制・減量（リフューズ・リデ

ュース）、第二に使用済み製品の再使用（リユース）、第三に原材料としての再生利用（リ

サイクル）、最後に発生した廃棄物の適正処理を行うという考えのもとに、ダイオキシン類

対策も含めた総合的な廃棄物対策を進める必要があります。 

 

☆リサイクル率等は全国平均より若干低い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆リサイクル率は横ばい状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2

79.4

20.617.0

86.7

13.320.6

86.1

13.9

0
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リサイクル率*1 減量化率*2 埋立率*3

長崎市（平成23年度） 長崎県平均（平成23年度）

全国平均（平成23年度）
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リサイクル率と減量化率 
リサイクル率や減量化率は、廃棄

物がどれだけ有効利用されたかを

示しています。長崎市は、全国平均

に比べると若干低い状況ではあり

ますが、年々上昇してきています。

また長崎市では、廃プラスチック

を埋め立てているため、埋立率は全

国平均に比べて高い状況となって

います。 

*1リサイクル率………ごみ処理量全体の中で、どれだけリサイクルできたかを示す数値 

（直接資源化量＋中間処理に伴う資源化量＋集団回収量）／（ごみ処理量合計＋集団回収量）×100％ 
 
*2減量化率……………ごみ処理量全体に対して、リサイクルなどで減量できた割合（100％－埋立率） 
 
*3埋立率………………ごみ処理量全体の中で埋め立てた割合（最終処分量／ごみ処理量合計×100％） 

16.116.2
17.117.2

16.3

0

5

10

15

20

H20 H21 H22 H23 H24

リサイクル率の年次推移 

長崎市では一般廃棄物のうち、古

紙類、アルミ缶・スチール缶・空き

びん・ペットボトルなどの資源ごみ

を再資源化しています。 

リサイクル率は 16～17％台で推

移しています。 

長崎市は、平成 27 年度までにリ

サイクル率 21％をめざして取り組

んでいます。 

（年度） 

 

（％） 

（％） 

☆資源ごみの選別処理量は減少傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆古紙選別処理量は減少傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆プラスチック製容器包装選別処理量はおおむね増加傾向 
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◆私たちにもできることから実行しましょう！ 
 

○Refuse（リフューズ）･･･断る（いらないものや不要なものは断りましょう） 

○Reduce（リデュース）･･･減らす（過剰包装や使い捨てのものを買わず、ごみとなるものを減らし

ましょう） 

○Reuse （リユース）･････再使用する（「もういらない」と思ったものをもうひと工夫、もう一度

使ってみましょう） 
○Recycle（リサイクル）･･再利用する（ごみを分別し、資源化にご協力ください） 

7,006.37,057.6
7,349.47,596.97,340.9

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H20 H21 H22 H23 H24

資源ごみの選別処理量の推移

資源ごみの選別処理量は平成 21 年

度までは増加傾向にありましたが、平

成 22 年度からは減少に転じていま

す。 

容器包装類がスチールなど重量の

大きな材質からアルミやペットボト

ルなど軽量の材質に変更されている

ことなどが考えられます。 

4,074.3 3,952.3
4,527.24,562.6

4,073.9

0

2,000

4,000

6,000

H20 H21 H22 H23 H24

古紙の選別処理量の推移 

古紙は平成21年度までは増加傾

向にありましたが、平成 22 年度か

ら減少に転じています。 

様々な原因が考えられますが、

インターネットの普及による新聞

や雑誌の減少などが一因として考

えられます。 

 

6,462.46,477.16,373.06,293.96,220.0
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4,000
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8,000
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プラスチック製容器包装収集量の推移 

プラスチック製容器包装の選別

処理量は平成 23 年度までは増加傾

向にありましたが、平成 24 年度は

減少しています。 

様々な原因が考えられますが、平

成 16 年度から分別収集が始まり、

周知啓発により市民の適正な分別

がされるようになったことなどが

一因として考えられます。 

全ての出典：長崎市清掃事業概要
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4 生態系 

長崎市は、九州本土の西端部、長崎県の南部に位置し、東は橘湾、西は五島灘に面してい

ます。 

まちを取り囲む緑豊かな山々や美しい海、そこに生息する多様な生き物は、市民にとって

誇るべき財産であり、自然や生き物は、私たち人間の健全な身体や精神を育むうえでも大

切なものです。 

長崎市の豊かな自然と共生し、将来に引き継いでいくために健全な生態系と生物の多様

性を確保していくことが重要であり、長崎市の自然環境の継続的な把握と希少動植物の保

護育成が課題となっています。 

 

☆保全することが望ましい地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

☆長崎市の希少生物例 

 

 
 
 
            

 

 

 

 

 

  
 

 

 

植物 

①岩背戸渓谷 ②飯盛山東ドブ池 ③矢筈岳山頂部および東部湿地

群 ④岩屋山 ⑤本河内高部・低部ダム周辺の森 ⑥甑岩付近 ⑦稲

佐山 ⑧市民の森 ⑨川原大池と周辺植生 ⑩権現山 

水生生物 

①相川川 ②式見川 ③浦上川 上・中流域 ④宮摺川 ⑤神浦川 上

流域⑥多以良川 汽水域 ⑦田原川（地下ダム） ⑧八郎川 汽水域 

⑨西海川 汽水域 ⑩大江川 汽水域 ⑪藤原川 上流部（ドブ池） 

両生類・

爬虫類・

哺乳類 

①岩屋山全域 ②相川ビオトープとその周辺 ③神浦川上流域 

鳥類 ①三重田の湿地 ②樺島 ③川原大池 ④神浦ダム ⑤県民の森 

昆虫類 

①岩屋山 ②稲佐山 ③金比羅山 ④甑岩 ⑤愛宕山 ⑥野母崎権現

山一帯 ⑦川原大池 ⑧樫の久保湿地（休耕田） ⑨黒崎永田湿地

自然公園 ⑩県民の森 ⑪弁天白浜 ⑫岩背戸渓谷 ⑬新戸町の小

川 ⑭宮摺川 ⑮神浦川上流域 ⑯相川町馬乗川平休耕田 
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長崎市内で希少な動

植物の生息又は存在が

確認された地域のう

ち、特に保全すること

が望ましい地域を分野

ごとに示しています。 

これらの地域又は地

域の近くで開発等が計

画される場合、自然環

境の保全に配慮するよ

う求めていくことにな

ります。 

ドジョウ（長崎市絶滅危惧ⅠＢ類） 

全長 10 ㎝で河川の

下流域、水田、用水路

などに生息していま

す。長崎市内では、ほ

とんど見られなくな

りましたが、一部の河

川で生息が確認され

ています。 

アカウミガメ（長崎市絶滅危惧ⅠＡ類） 

太平洋全域を広く

回遊し、長崎県を含む

九州で夏季に繁殖し

ます。夏季の夜の砂浜

が産卵場所となり、産

卵には、満潮時でも海

水に浸からない砂浜

が必要です。しかし、

護岸工事により産卵

可能な砂浜が減少し

ています。 

ハッチョウトンボ（長崎市絶滅危惧ⅠＡ類） 

成虫の体長は 2 ㎝程

度で極めて小さく、日

本一小さなトンボとし

て知られ、世界的にも

最小の部類に属しま

す。平地から低山地に

かけての水が滲出する

湿地や休耕田などに生

息し、オスは鮮やかな

赤色で、メスは茶褐色

で腹部に黄色や黒色の

横縞があります。 

 

キエビネ（長崎市絶滅危惧ⅠＡ類） 

落葉樹林の林床に生

育する常緑の多年草

で、エビネよりも全体

に大型で葉は幅 5～7

㎝、長さ 20～25 ㎝と細

長く葉脈が隆起してい

ます。減少の原因は、

栽培のための採取等で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ホタルの飛翔状況 

 Ｈ20 年度 Ｈ21 年度 Ｈ22 年度 Ｈ23 年度 Ｈ24 年度 Ｈ25 年度 Ｈ26 年度

調査地点数 81 84 83 

確認地点数 75 81 74 81 78 77 80 

                               ※Ｈ22 年度から定点調査に変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絶滅 長崎市ですでに絶滅したと考えられる種 

野生絶滅 飼育・栽培下でのみ存続している種 

絶

滅

危

惧 

絶滅危惧 

Ⅰ類 

絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅の危惧に瀕している種 

 現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作

用する場合、野生での存続が困難なもの 絶滅危惧ⅠＢ類 

絶滅危惧Ⅱ類 

絶滅の危険が増大している種 

 現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作

用する場合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のランク

に移行することが確実と考えられるもの 

準絶滅危惧 

存続基盤が脆弱な種 

 現時点での絶滅危惧度は小さいが、生息条件の

変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに

移行する要素を有するもの 

情報不足 評価するだけの情報が不足している種 
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第 6 章 環境

シマアオジ（長崎市絶滅危惧ⅠＡ類） 

全長 14 ㎝で体側面に

は褐色の縦縞が入って

います。日本では、北海

道のオホーツク沿岸の

湿原で繁殖しています

が、日本本土では、繁殖

地の環境変化により著

しく個体数が減り絶滅

が憂慮されています。 

出典：長崎市環境白書（概要版） 

長崎市における自然環境の最新データを把

握するため、自然環境の調査を実施していま

す。調査委員は、地元の専門家によって構成し、

調査対象を植物、水生生物、両生類、爬虫類、

哺乳類、鳥類、昆虫類としています。 

これらの調査の結果、市内で生息や存在が確

認された長崎市内の希少生物の種数は、平成

24 年 2 月現在で、各分野合わせて 498 種とな

っています。ここに挙げられている希少生物

は、その一例です。種名の次のカッコ書きは、

絶滅のおそれの度合に応じて設定されたカテ

ゴリー区分です。国の希少生物カテゴリー区分

に合わせ、長崎の希少生物に当てはめたもので

す。 

  ホタルの飛翔が盛んになる 5月下旬頃に、市内の河川でホタル飛翔調査をながさきホタルの会と協働

で実施していますが、平成 18 年度からは、新たに河川流域の自治会も含めた調査としています。 

◆ミドリガメは外来種です 

自然環境を守ることの第一歩は、自然に関心を持つことです。縁日などで売っているミドリガメ

は、ミシシッピーアカミミガメという外来種です。買って来たら、飽きたからと川に放したりせず

に最後まで飼いましょう。川に放されるとそこに元々生息していた生き物の餌を捕食し、その生き

物は食べるものがなくなり、生きていけなくなります。 

希少生物カテゴリー区分 

大 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

絶
滅
危
惧
の
度
合 

出典：環境政策課資料 
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5 大気・水質 

 長崎市の大気の現状は、微小粒子状物質（PM2.5）や光化学オキシダントが、全国の測定

局と同様に環境基準を達成できない厳しい状況が続いています。また最近は、『光化学オ

キシダント注意報』発令基準に迫る値が確認されていて注意が必要です。原因としては、

人為的、自然的な要因に加え、黄砂など大陸からの影響も一因ではないかと指摘されてい

ます。 

長崎市の河川や海域の水質については、市中心部に位置する浦上川や長崎港を含むすべ

ての地点において、汚染の指標となるＢＯＤ値やＣＯＤ値が環境基準を達成しており、良

好な状況にあるといえます。しかしながら、一部の地点においては、ｐＨや大腸菌群数が

環境基準を上回って観測されることがあり、今後とも慎重に見守っていく必要があります。 

※環境基準値とは、人の健康を保護するうえで維持していくことが望ましい基準のことです。 

 

☆光化学オキシダントはほぼ横ばい若しくは微増の状況 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ☆ＢＯＤ７５％値は横ばいで推移しています 
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環境基準の達成状況は、全測定局において達成されていません。長崎市では、春と秋に高い値を観

測しています。また近年、昼間の 1時間値の最高値についても、大気汚染注意報発令基準の 0.120ppm

に迫っており注意が必要です。原因については、原因物質の大陸からの影響や成層圏オゾンの影響が

示唆されていますが、原因を特定するに至っていません。 

経年変化は、ここ数年ほぼ横ばい若しくは微増の状況にあります。 
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大気中の光化学オキシダント濃度の経年変化

（年度） 
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☆BOD75％値は横ばいで推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆COD75％値は横ばいで推移 
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（年度） 

（浦上川）

（中島川）

浦上川・中島川 BOD75％値の経年変化 

※BOD（生物化学的酸素要求量）

とは、水の汚濁の状況を、水中

の汚濁物質（有機物）が微生物

によって分解されるときに必要

とされる酸素の量で表し、河川

の代表的有機汚濁の指標とされ

ています。数値が高いほど、汚

濁が進んでいることを示してい

ます。 

※COD（化学的酸素要求量）とは、

水の汚濁の状況を、水中の汚濁物

質（主として有機物）を酸化剤で

分解するときに消費される酸素

の量で表し、海域及び湖沼の代表

的有機汚濁の指標とされていま

す。数値が高いほど、汚濁が進ん

でいることを示しています。 

※BOD 及び COD の 75％値 

年間の日平均値の全てのデータをその値の小さいものから順に並べたとき、75％番目にあたる値をもって

表します（データが 12 個の場合は 9 番目）。 

したがって、この値がそれぞれの河川や海域の環境基準値を満足している場合に、その水域が環境基準を

達成していると見なすこととしています。 

全ての出典：環境政策課資料 

（年度） 

環境基準値は、川により値が異なり、浦上川水系の大橋堰における BOD75％値は、環境基準値の

5.0mg/L を下回っており低下傾向にあります。また、中島川水系の東新橋（市民会館裏）の BOD75％

値は、環境基準値の 2.0mg/L を下回っており、横ばいで推移しています。 

環境基準値は水域によって値が異なり、長崎港の港奥にあたる突堤間の環境基準値の 3.0mg/L

及び、長崎港入口にあたる港口の環境基準値の 2.0mg/L はそれぞれ達成されています。 

突堤間・港口 COD75％値の経年変化 

（mg/L） 

（mg/L） 
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アダプトプログラム参加団体数の内訳 

6 環境美化 

環境美化対策として、公共空間の清掃活動を行う個人・団体に対し、ボランティア清掃

用ごみ袋の配布やごみ収集車の配車の支援、アダプトプログラムを活用した市民協働環境

美化推進事業、市内小中学生を対象とした「環境ポスター展」を行っています。 

平成 21 年 4 月には、「長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例」（通称：ポ

イ捨て・喫煙禁止条例）を施行し、ごみのポイ捨てと屋外の公共の空間での喫煙を制限す

ることで、環境美化を進めるとともに、快適な生活環境づくりを図っています。しかしな

がら依然として違反者が見受けられることから、今後は、ポイ捨て・喫煙禁止条例の更な

る周知徹底に向けて、巡回指導等を継続するとともに、周囲の景観に十分に配慮しながら

看板・路面シート等の表示を増設するなど、市民や観光客に更なる働きかけを行っていき

ます。 

 

☆ボランティア清掃は、自治会・企業を中心に多くの団体が実施 
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☆アダプトプログラムの参加団体は、企業の割合が増加 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企業

71

自治会

25

サークル・

職場仲間

24

環境ボラン

ティア団体

6

学校 4

福祉施設5 商店会3 その他2

企業 自治会

サークル・職場仲間 環境ボランティア団体

学校 福祉施設

商店会 その他

ボランティア清掃団体数の推移 

第 

1 

章 

第 

2 

章 

第 

3 

章 

第 

4 

章 

第 

5 

章 

第 

6 

章 

第 

7 

章 

第 

8 

章 

第 

9 

章 

第 

10 

章 

第 

11 

章 

第 

12 

章 

第 

13 

章 

第 

14 

章 

 アダプトプログラムとは、道路、公園、河川、

文化財などの公共空間を養子とし、自治会、企

業など団体が公共空間の里親となり環境美化を

行う制度です。 

 長崎市では、ごみ袋、その他の清掃用具の支

給、ボランティア活動傷害保険の加入、ごみ収

集車の配車、管理区域等を示した表示板（アダ

プトサイン）の設置などを行い里親の活動の支

援を行っています。 

平成 13 年度から実施し、平成 25 年度末現在

で140団体もの方々が里親として活動しており、

随時新しい里親を募集しています。 

（年度）

（団体） 

（団体） 

 

☆ポイ捨て・喫煙禁止地区（※）における指導件数は年々減少 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ポイ捨て・喫煙禁止キャンペーンを毎年実施 

 
 
年度 実施地区 参加人数

H25 
佐古小学校区 

(新地・十善寺地区) 
265 人

H24 
西坂地区 

(日本二十六聖人殉教地) 
307 人

H22 
山里地区 

(平和公園周辺) 
362 人

H21 
浜んまち商店街、中通り商店街、

新大工町商店街、中島川公園周辺
480 人

 

☆環境ポスター展への応募者数は 645 人 
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長崎県では、毎年 6 月第 1 日曜日を空きかん回

収キャンペーン県下統一行動日としています。長

崎市では、「ポイ捨て・喫煙禁止キャンペーン」と

して、「ポイ捨て・喫煙禁止地区」において散乱ご

みを回収しながら、「ポイ捨て・喫煙禁止条例」の

周知啓発を行っています。 

 

※Ｈ23 は雨天により中止。Ｈ26 は「長崎がんばらんば

国体クリーンアップキャンペーン」として、国体会場周

辺を清掃。 

環境ポスター展応募者数 

環境衛生週間中（9 月 24 日～10

月 1日）の啓発行事として、市内の

小中学生を対象に、ポイ捨て・喫煙

禁止及び地球環境保全をテーマに

したポスターを募集しています。平

成 26 年度は、645 点の応募があり、

計 56 点の入賞作品を決定しまし

た。うち、最優秀賞作品をもとに、

周知ポスターを作成し、自治会や市

内小中学校等に配布しています。 

全ての出典：廃棄物対策課資料  

（年度） 

ポイ捨て・喫煙禁止条例では、市内全域でポイ捨て

を禁止するとともに、道路・公園等の屋外の公共の場

所では、喫煙をしないように努めるよう規定していま

す。 

なかでも、人通りの多い商店街や観光地など市が指

定する「ポイ捨て・喫煙禁止地区」においては、ポイ

捨てや喫煙を重点的に規制しており、市職員が巡回し

て、条例の周知及び違反者への指導をしています。指

導件数は、減少してきていますが、ごみの散乱の防止

に向けて、さらなる徹底が必要です。 

 

（※）ポイ捨て・喫煙禁止地区 

大浦天主堂・旧羅典神学校・グラバー園／日本二十六聖人殉教

地／サント・ドミンゴ教会跡／旧出津救助院、出津教会、ド・

ロ神父遺跡／大野教会堂／出島和蘭商館跡／崇福寺／浜んま

ち商店街／中通り商店街／新大工町商店街／平和公園周辺／

中島川公園周辺／東山手・南山手地区／新地・十善寺地区 

（件） 

（年度）

（人） 

254 269 242
145

289

138 171 292

233

356

0
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H22 H23 H24 H25 H26

小学生応募者数 中学生応募者数

ポイ捨て・喫煙禁止地区における指導件数 

ポイ捨て・喫煙禁止キャンペーン実施状況 

第 6 章 環境
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斜面地が全体の7割

を占める長崎市は、が

け崩れなどの災害が

発生しやすくなって

います。 

特に、平成 24 年の

台風 16 号では多くの

浸水被害が発生しま

した。 

 

1 自然災害 

長崎市は、斜面地が多いという地理的条件と、降水量が多いという気候的な要因から、

山崩れやがけ崩れが発生しやすい傾向にあります。 

昭和 57 年 7 月 23 日の「長崎大水害」においては、長崎県内で死者・行方不明者 299 人

（長崎市内では死者・行方不明者 262 人）を出し、その後も負傷者や建物の被害をもたら

す災害が度々発生しています。 

また、自治会等を単位とし、防災啓発や災害時における情報の収集及び伝達、救出・援

護等を行う自主防災組織の結成率については年々向上しているものの、全国平均と比べる

と約半数の状況にあります。 

被害を最小限に留めるためにも、災害を未然に防ぐための基盤整備はもとより、被害の

拡大を防ぐため、災害発生時における迅速な避難や救援体制の構築が求められています。 

 

☆災害の危険箇所は、平成 19 年以降増減なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆平成 24 年度は台風接近による高潮の為、多くの浸水被害や道路冠水が発生 
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災害の発生状況
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（発生なし）

（年）

7 安全安心 

 山崩れ、がけ崩れの

危険箇所は、合併によ

る増加後は、増減はあ

りません。 

 崩壊防止工事の促進

など、ハード面の整備

が重要です。 

 また、土砂災害防止

法に基づく土砂災害警

戒区域等の指定を行

い、住民への周知を行

うなどのソフト面の対

策を行っています。 
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（件） 

出典：長崎市統計年鑑 

1,028
1,254 1,289 1,289 1,289 1,289

452

589 617 617 617 61787

159 171 171 171 171

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H15 H17 H19 H21 H23 H25

急傾斜地崩壊危険箇所 土石流危険渓流箇所 地すべり危険箇所

(年)

（箇所）
山崩れ、がけ崩れの危険箇所の推移（各年 4月現在） 

出典：長崎市地域防災計画 

 降水量が多いこと

に加え、本州の最西端

という地理的要因か

ら台風が接近するこ

とも多く、警報・注意

報は頻繁に発表され

ています。 

 主に自治会を単位

とする自主防災組織

の結成率は、平成 22

年から向上している

ものの、全国平均と比

べると約半数の状況

にあり、結成促進を図

る必要があります。 

 

※結成率全国平均 

(H25.4 77.9％） 

 

☆自主防災組織の結成率は全国平均の約半数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

☆毎年多くの警報・注意報が発表される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：○○○○○○○○

◆長崎大水害 
 

昭和 57 年 7月 23 日に長崎市を襲った集中豪雨は、降り始め 

から 3日間で 573 ㎜を記録するという未曾有の降水量をもたら 

し、特に 23 日午後 7時から 8時までの時間雨量は 111.5 ㎜に 

達し、市内全域で多くの尊い人命と財産を奪うとともに経済活 

動、都市機能に甚大な被害をもたらしました。 

 （当時の長崎市の被害状況） 

●人的被害：死者 258 人 行方不明 4人 負傷者 758 人 

●家屋の被害：全壊 447 棟 半壊 746 棟 一部壊 335 棟 

床上浸水 14,704 棟 床下浸水 8,642 棟 

●その他の被害：農林関係 420 億円、土木関係 240 億円、商工関係 856 億円など被害総額 2,119 億円
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出典：長崎市地域防災計画 
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出典：長崎地方気象台資料 

自主防災組織の結成状況（各年 4月現在） 

警報・注意報の発表状況 

7 安全安心 
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2 火災・救急 

長崎市は、市域のほとんどを山に囲まれ、平坦地が少ないため市街は斜面地まで広がり、

道も狭く車が通れない地域が多数存在しています。 

この特殊な地形において、いったん火災が発生すると消防隊の現場到着に時間を要し、

消火活動も困難なため、火災が拡大するおそれがあります。このことは、近年の高齢化の

進展に伴い年々増加の一途をたどっている救急活動も同様です。これらを踏まえ、初期消

火や応急処置など、市民自らによる初動体制の強化を図る必要があります。 

 

☆火災は平成 16 年をピークに減少傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆長崎市の火災発生率は全国平均より低い 
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火災件数は、平成 16 年の 190 件をピー

クに減少傾向にあります。 

平成 25 年の出火原因 1位は「たき火」、

2位は「電気器具・配線」、3 位は「たばこ」

となっています。 

最近では、種類が増え、利用も多くなっ

たことから、家電製品の「電気器具・配線」

による出火原因の割合が高くなっていま

す。 

また、全国における出火原因の 1 位は

「放火」となっていますので、家の周りに

燃えやすいものを置かないなど、家庭では

もちろん地域ぐるみで注意が必要です。 

過去 10 年間の火災発生率（人口 1万人当たり）

長崎市と全国の状況を比較すると、火災

発生の指標となる出火率（人口１万人当た

りの火災発生率）をみても、全国平均と比

べると長崎市は低い状況が続いています。

また、平成 25 年の長崎県の出火率は、

4.06 となっており、県内においても長崎

市の火災発生率が低いことが分かります。

◆住宅用火災警報器の維持・管理について 

 長崎市では、平成 21 年 6 月からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化され、これまでに、

設置していた警報器が鳴り、早く気付いて火災に至らなかった事例が多数寄せられています。 

 今後は、取替え時期を迎える機器が出てきますので、住宅用火災警報器のテストボタン等で機器が正

常であるかを確認し、適正な維持・管理を行うとともに、早期の交換をお願いします。 

出典：消防局予防課資料 

出典：消防局予防課資料 

火災発生状況 

☆救急出場件数は、増加傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆搬送者のうち軽症者の割合が増加 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆救急サポートステーションの数は増加 
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（％）
救急搬送のうち軽症者の割合

長崎市消防局管内（時津町、長与町

含む）における、救急出場のうち入院

を必要としない軽症者の割合が増えて

います。 

ちょっとしたことで救急車を呼んで

しまうと、一刻を争う生命の危険な状

態の人が必要となったときに、迅速に

かけつけることができなくなってしま

います。 

自分で病院に行ける、あるいは家族

が連れていけるような場合は、救急車

の利用は避け、本当に救急車が必要な

方のために、適正に利用しましょう。

救急出場件数は、毎年増加しており、

平成 25 年中の出場件数は 21,374 件、

搬送人員 19,418 人で、過去最高となっ

ています。 

これを人口割でみると、長崎市民の

約 21 人に 1人が救急車を要請し、約 23

人に 1 人が搬送され、1 日平均 58.6 件

出場、53.2 人を搬送したことになりま

す。 

 長崎市と同じく中核市である大分市

と比較すると、1日当たりの平均出場件

数は、大分市 46.4 件、長崎市 58.6 件。

人口 1 万人当たりの出場件数は、大分

市 355 件、長崎市 486 件となっており、

長崎市の救急要請が多いことがわかり

ます。 

出典：消防年報 

出典：消防年報

救急搬送人員及び出場件数 

救急サポートステーション登録施設数 

救急サポートステーションとは、事

業所内やその付近でけが人や病人が発

生した場合に、119 番通報や救急隊到

着までの間の応急手当、安全確保の実

施などに協力できる従業員等を有する

事業所のことです。 

 消防局では、平成 19 年から救急サポ

ートステーションの登録制度を開始

し、平成 25 年までに 321 施設が登録し

ています。 

出典：消防局警防課資料 
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3 交通安全 

長崎市の交通事故の状況は、ここ数年死者数が減少傾向にあり、平成 23 年度に作成した

第９次長崎市交通安全計画の目標（平成 27 年までに年間死者数 11 人以下）を達成してい

ます。発生件数や負傷者数は減少傾向といえますが、少子高齢化に伴い、高齢者について

は引き続き増加傾向で、高齢者が加害者・被害者にならないよう、交通安全思想を普及啓

発していくことが課題です。 
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長崎県のシートベルト着用率の推移
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出典：長崎県警察本部交通白書 

出典：警察庁/JAF 調査報告書 

☆長崎市内の交通事故死者数は減少傾向 

☆長崎県内の運転者・助手席のシートベルト着用率は高い水準で推移 

（人） （件）

（％） 

長崎市内の交通事故

発生件数や負傷者、死

者数については、年々

減少傾向にあります

が、発生件数と負傷者

数は平成25年は増加し

ました。 

前部座席のシートベルト

の着用率は高い水準を維持

していますが、後部座席の

着用率は着用が義務化され

たものの、まだまだ低い状

況です。また、幼児のチャ

イルドシートの利用率につ

いても 6 割程度にとどまっ

ています。死者の中ではシ

ートベルトを着用していれ

ば助かったと思われる事故

もあり、更なる広報啓発が

必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飲酒運転事故件数の推移
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◆二輪車関連事故率と高齢者関連事故率が高い 

長崎市では平成 25 年末で全人口の 58.0％が運転免許を取得しています。また、乗用車の登録台

数は 169,975 台で年々増加しているところです。長崎市内の乗用車登録台数は県全体の 25％ほどで

すが、二輪車では 43％となっており、県内でも特に二輪車の密度が高く、二輪車の事故率も高くな

っています。 

また、市内の交通事故件数に占める 65 才以上の高齢者の事故件数割合は 27.6％となっており、

年々増加傾向にあります。さらに、交通事故死亡者に占める高齢者の割合は 70％と高く、高齢者に

対する交通安全運動の普及啓発等を行うなど、高齢者の交通死亡事故の抑止対策を図る必要があり

ます。 

高齢者と子どもの交通事故割合

11
10

4

1

7

27.6

21.823.0
20.9 22.7

1.81.72.12.6 2.4
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高齢者死者数 高齢者事故比率 子ども事故比率

出典：長崎県警察本部交通白書 

出典：長崎県警察本部交通白書 

☆長崎市における飲酒運転事故件数は横ばい状況 

☆長崎市内の事故に占める高齢者の割合は年々増加 

（％） （人）
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長崎市での飲酒運転事故は、罰

則強化されたもののいまだに 20

件程度発生しており、横ばい状況

にあります。平成 25 年は死者 1

名負傷者 31 名を出しています。 

飲酒運転はそれ自体が犯罪で

あり、殺人につながる行為である

ことなどの交通安全思想やモラ

ルの向上に努める必要がありま

す。 

長崎市の高齢者交通事故

の件数が全交通事故に占め

る比率は年々増加傾向にあ

り、平成 25 年は死亡者が 7

名で27.6％となっています。

子供の事故の比率は横ばい

にあり、ここ数年死亡者は出

ていません。 

高齢者に対しては、運動能

力の衰退などの自覚を促す

ことにより、交通事故の加害

者・被害者とならないための

指導や運動に努める必要が

あります。 

（件数・人） 

第 7 章 安全安心

 

第 

1 

章 

第 

2 

章 

第 

3 

章 

第 

4 

章 

第 

5 

章 

第 

6 

章 

第 

7 

章 

第 

8 

章 

第 

9 

章 

第 

10 

章 

第 

11 

章 

第 

12 

章 

第 

13 

章 

第 

14 

章  

 

第 

1 

章 

第 

2 

章 

第 

3 

章 

第 

4 

章 

第 

5 

章 

第 

6 

章 

第 

7 

章 

第 

8 

章 

第 

9 

章 

第 

10 

章 

第 

11 

章 

第 

12 

章 

第 

13 

章 

第 

14 

章 
66 67



4 防犯 

長崎県における平成 25 年の犯罪発生率は 4番目の低さであるとともに検挙率も全国 5位

であり、長崎県の治安は全国的に見て比較的安定しています。長崎市内も犯罪発生件数は

低い水準にありますが、全国的には犯罪の凶悪化、低年齢化、振り込め詐欺等の特殊詐欺

の多発など状況は複雑・悪化傾向にあり、防犯啓発活動の推進や防犯諸団体との連携等の

更なる強化や地域コミュニティの重要度が増しています。 

長崎市においては、平成 16 年 10 月に制定した「長崎市安全・安心まちづくり推進条例」

に基づき、平成 21 年 3月に「長崎市安全・安心まちづくり行動計画」を策定し、安全で安

心なまちづくりの実現のため、市と市民、地域団体、事業者、関係機関等が連携・協力し

て、自主防犯意識の高揚を図る「意識づくり」、自主防犯活動の推進を図る「地域づくり」、

防犯に配慮した施設等の整備を図る「環境づくり」の３つの基本方針に沿った施策を行っ

ています。 

 

☆長崎市の犯罪発生件数は減少傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆刑法犯のうち窃盗犯の占める割合は 65％超 

 

 

233 

261 

29 

19 

1,469 

1,653 

173 

154 

38 

57 

381 

453 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

H25

H24

粗暴犯 凶悪犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他

出典：長崎県警察統計資料 

長崎県は、犯罪発生件数が少

ないうえ、検挙率も高いなど安

全で安心して住みやすい県とし

て、全国的にも知られています。

長崎市における犯罪発生件数

は県内の約 3 割を占めますが、

全国的な傾向と同様に減少傾向

にあります。 

犯罪発生件数（刑法犯認知件数） 

長崎市の犯罪傾向としては、

刑法犯のうち、万引き、自動車

盗、空き巣などの窃盗犯が全体

の約 65％を占めています。刑法

犯の犯罪発生状況は、全国的な

傾向と同様に逓減傾向にありま

す。 
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（件） 

（年） 

（年） 

（人）

罪種別発生件数 

※毎年 1～12 月の累計数値 
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☆社会全体で子どもたちを守る取組みを実施 

 

 

年度 H21 H22 H23 H24 H25 

団体数 74 71 71 71 71

パトロール 
回数 4,638 4,782 5,942 6,148 6,127

延べ参加人数 38,853 36,557 36,893 38,128 38,666

情報交換会 
回数 883 800 864 838 788

延べ参加人数 13,363 13,490 13,409 15,424 14,136

 

 

 

 

年度 H21 H22 H23 H24 H25 

補導委員人数（人） 262 261 262 264 265

補導実施回数（回） 1,669 1,633 1,593 1,596 1,651

活動延人数（人） 5,145 5,194 5,107 4,852 4,955

補導（声かけ）件数（件） 4,523 3,566 3,658 3,979 4,792

 

 

 

☆青色防犯パトロール登録団体は 20 団体に 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 H21 H22 H23 H24 H25 

登録団体数（団体） 16  17 18 20 20

延べパトロール日数（日） 2,293 2,277 2,444 2,355 2,385

自主防犯パトロール団体によるパトロール実施状況 

出典：こどもみらい課資料

子どもを守るネットワークのパトロール等の状況 
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◆「いのちの碑」 
平成 19 年 4月に伊藤一長前市長が銃撃され死亡した事件などを受けて 

長崎市公会堂前広場に暴力追放の決意を示すモニュメント「いのちの碑」 

が平成 20 年 4 月 26 日に建立されました。 

モニュメントは高さ 3.2 メートルで「安全・安心」のアルファベット 

「Ａ」がデザインされています。 

毎年 4月を暴力追放強調月間として市民、関係団体、行政が連携して 

暴力追放に取り組みます。 

少年センター補導活動の状況 

出典：こどもみらい課資料

長崎市は、子どもたちが、安

全にかつ安心して過ごすことの

できる住みよいまちづくりのた

めに、地域の力を結集してネッ

トワーク(※)を作り、社会全体

で子どもたちを守っています。

各小学校区で定期的に実施さ

れている日常的パトロールや、

７月を強調月間として実施され

ている啓発的パトロールによ

り、広く地域の方々にネットワ

ークへの参加と理解を呼びかけ

ています。パトロールなどの活

動を通じて得た情報は、情報交

換会でネットワークのメンバー

で共有されています。 

また、長崎市は、少年補導委

員による街頭補導や相談活動を

行い、少年の健全育成と非行防

止を図っています。 

 

※小学校、中学校、青少年育成協議

会、自治会、老人会、民生委員・児

童委員、少年補導委員 など 

青色防犯パトロールとは、自動車に青色回転灯を装着して地域の自主防犯パトロールを行う活動です。 

警察から自主防犯パトロールを適正に行うことができると認定を受けた団体は、青色回転灯を装着した 

車両でパトロールを行うことが可能となりました。 

 

長崎市内には現在 20 団体が

長崎県警察から青色回転灯装備

車の運用団体として認定を受

け、安全・安心のために活動し

ており、長崎市はその活動を支

援しています。 

出典：安全安心課資料
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5 消費生活 

消費生活に関する相談件数は依然として高水準で推移しており、また、詐欺まがいの新

たな手口が発生するなど悪質・巧妙化していることから、あっせんや助言等の消費者セン

ターの具体的支援が必要な相談が増加しています。こうした相談に対しては、専門の「消

費生活相談員」が対処するとともに、長崎市消費生活条例を厳正に運用しながら、庁内外

の関係機関との連携を図ることで被害者の救済に努めています。 

また、消費者被害の未然防止等の観点から「出前講座」や「暮らしの講座」の実施、民

生委員や福祉関係団体等とも連携し、情報ネットワーク網を構築しています。 

 

 

☆相談は微増傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆相談件数のうち約 4割は 60 歳以上の方からの相談 
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出典：消費者センター資料

消費生活の相談件数 

全相談件数が増加した要因は、

60 歳以上の高齢者の相談件数が

大幅に増加したことによります。

（H24 年度 1,326 件 

→ H25 年度 1,603 件）

手口は年々悪質・巧妙化してお

り、専門的な助言や具体的支援が

必要な複雑な相談件数は増加傾

向にあります。 

相談件数の年代別構成（平成 25 年度） 

出典：消費者センター資料

（件） 

（年度） 

（件） 

高齢者を狙った悪質商法が依然

として多く、平成 25 年度の相談件

数3,640件のうち60歳以上の相談

は 1,603 件と全体の約 4割となっ

ています。 

年代別では、60 歳代まではオン

ライン関連サービス、70 歳代以上

は健康食品の相談が多くなってい

ます。また、30～60 歳代ではフリ

ーローン・サラ金の相談も多く、

70 歳以上では、ファンド型投資商

品や新聞に関する相談も多く見受

けられます。 
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☆ 3 年連続で「オンライン関連サービス」に関する相談がワースト 1 位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆被害の未然・拡大防止のため、講座やホームページを活用 

 

 

 出前講座 暮らしの講座 ホームページ 

アクセス件数 

(件) 
開催回数 

（回） 

受講者数 

（人） 

開催回数

（回） 

受講者数 

（人） 

H23 77 6,884 7 308 105,802 

H24 71 7,040 8 455 115,408 

H25 106 7,779 7 446 62,770 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

546件

247件
234件

150件

104件

98件

69件

60件
59件 52件

オンライン関連サービス

健康食品

フリーローン・サラ金

不動産貸借

インターネット接続回線

工事・建築

ファンド型投資商品

他の行政サービス

新聞

役務その他サービス

出典：消費者センター資料 

商品・役務の種類別ワースト 10（平成 25 年度） 

消費者被害の未然・拡大防止のために悪徳商法の手口や対処方法を紹介する「出前講座」や外部講師

を招いての「暮らしの講座」を実施しています。また、ホームページでは相談事例や物価情報など、市

民へ消費生活に関する情報を提供しています。 

（http://www.city.nagasaki.lg.jp/syouhi/） 
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講座の開催状況及びホームページアクセス件数 

オンライン関連サービスに関する相談は、前年度より減少（H24 578 件 → H25 546 件）したものの、

平成 23 年度から 3年連続で商品・役務の種類別ワースト 1位となっています。携帯電話を悪用した架空

請求や有料サイト利用料の不当請求が増加しています。 

公的機関を装って個人情報を聞き出そうとしたり、「税の還付がある」と還付金詐欺が疑われる不審電

話などが多かったため「他の行政サービス」がワースト 10 入りしました。また、「役務その他サービス」

に関する相談が急増していますが、「あなたの個人情報が出回っているため削除してあげる」という不審

電話が多かったためです。 

◆消費者センターメールマガジンにご登録ください 

市内・県内で発生した消費者トラブルをメールでお知らせしています。 

 下記アドレスにアクセス、または、ＱＲコードを読み取って、長崎市 

メールマガジン登録画面より、登録手続きにお進みください。 

（分類「くらし」の中の「消費生活」を選択してください） 

 

URL：http://www.city.nagasaki.lg.jp/m/mailmag/index.html 

 

出典：消費者センター資料 
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1 土地利用 

 長崎市においては、今後の人口減少と超高齢社会に向け、行財政効果の高い、まとまりの

ある持続発展可能な市街地の形成や既存の都市基盤の有効活用を行うことが必要です。 

長崎市は市域のほとんどが山に囲まれており、平地が少ないという地理的制限から、他

の都市に比べ、大規模集客施設の郊外立地があまり進まなかったというメリットもありま

したが、狭い平地から斜面に住宅スペースを求め、斜面市街地が発達したために、都市基

盤である道路、公園等の不足や老朽危険家屋の存在などが問題となっています。 

 

☆都市的な土地利用ができる土地は約 3割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆緩やかになりつつある地価の下落傾向 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

自然的土地

利用 75%

都市的土地

利用 25%

田

1% 畑

11%

森林

59%

水面

1%

その他の

自然地3%

住宅用地

8%

商業用地1%
工業用地2%

公益施設

用地2% 道路用地

7%

公共空地2%

その他

空地3%
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土地利用現況 

出典：平成 18 年度 都市計画基礎調査 

長崎市は、長崎半島と西彼杵半島の一部

を占めています。これらの半島の中央部は

山地であり、森林が広がっています。また、

長崎港内港部の造成地とそこに注ぐ中島

川周辺や浦上川沿いに南北に細く連なる

比較的平坦な地域に、商業・業務機能が集

積し、平坦地が少ないため、周辺の斜面地

の宅地化により、住宅が丘陵をはうような

独特な景観を呈しています。 

地価公示地点の土地利用別 1㎡当たりの平均地価の変遷

平成 10 年から下落が続いていま

したが、下落傾向が緩やかになり、

一部では上昇も見られ、下げ止まり

に近づいた状況です。 

※商業系用途地域（商業地域、近隣商業

地域）、住居系用途地域（第 1･2 種低

層住居専用地域、第 1･2 種中高層住居

専用地域、第 1･2 種住居地域、準住居

地域）、工業系用途地域（工業専用地

域、工業地域、準工業地域）について

の平均値を示しています。 

※グラフは、過去の地価及び公表されて

いる地価の変動率を基に作成した値。

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H22 H23 H24 H25 H26

商業系用途地域 住居系用途地域

工業系用途地域 全平均

（円）

（年度）

☆長崎市には 5つの都市計画区域があり、コンパクトな都市構造をめざしています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧市町名
都市計画

区域名称
区域区分 

用途地域

有無 

長崎 

長崎 

市街化区域 ○ 

香焼 
市街化 

調整区域 
× 

伊王島 伊王島 非線引き × 

高島 高島 非線引き × 

三和 
三和 非線引き × 

区域外 

琴海 
琴海 非線引き × 

区域外 

野母崎 区域外 

外海 区域外 
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長崎市にある都市計画区域図 

将来都市構造図 

長崎市の都市構造について

は、多核構造になっており、こ

れらの核については、長崎都市

圏を支える核もあれば、日常的

な生活を支える核もあり、核の

規模や機能も違っていますが、

それぞれの規模や機能に応じて

都市基盤も充実しています。こ

のようなことから、今後の人口

減少や超高齢社会に対応するた

め、旧長崎市の中心部だけに市

街地を集約するのではなく、そ

れぞれの核ごとにまとまりのあ

る市街地を形成する集約型多核

都市構造の実現をめざします。

このような都市構造は、高齢

者や子どもにも優しい「歩いて

暮らせるまちづくり」へ転換す

ることができ、都市全体として

の暮らしやすさの向上にも繋が

ります。また、都市全体として

効率的な都市が構築できるだけ

でなく、地球環境に優しい持続

発展可能な都市の構築も可能と

なります。 

長崎市には2市2町(長崎市、諫早市、時津町、長与町)にまたがる

広域の長崎都市計画区域、旧伊王島町に指定されている伊王島都市

計画区域、旧高島町に指定されている高島都市計画区域、旧三和町

の一部に指定されている三和都市計画区域、旧琴海町の一部に指定

されている琴海都市計画区域があり、長崎市域(40,651ha)のうち、

28,241haが都市計画区域となっています。 

出典：長崎市都市計画マスタープラン

また、長崎市の都市計画区域のうち、唯一区域区分がある

長崎都市計画区域は、市街化区域(6,518ha)と、市街化を抑制

すべき市街化調整区域(18,088ha)に区分されています。 

出典：長崎市都市計画マスタープラン

8 都市・生活基盤 
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2 住宅 

長崎市の住宅事情は、住宅数が 1世帯あたり 1.18 戸と住宅ストックは総世帯数を上回り、

空き家率も年々増加傾向にあります。また、10 年後の長崎市人口は 5 万人前後減少する見

込みの一方で、高齢化率はさらに増加することが予測されていること、昭和 55 年以前に建

てられた十分な耐震性を備えていない住宅が一定割合存在することなどから、今後は、耐

震性の改善など住宅ストックの質を高めていく住宅供給とともに、既存の住宅を有効に活

用していくことが必要であると考えられます。 

また、公的住宅においては、長崎市の人口動向や住宅の募集倍率が減少していくなか、

今後は新規での住宅建設は行わず、既存の公的住宅の更新と有効活用を推進していきます。 

 

☆長崎市の住宅数は充足 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆近年は空き家戸数、空き家率ともに増加傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆新耐震基準以前の住宅が一定割合存在 
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213,310
186,830178,030167,070160,330

147,740

161,300
181,400

157,860151,910143,110137,270

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

S58 S63 H5 H10 H15 H20

総住宅数 総世帯数

出典：住宅・土地統計調査

住宅所有関係別世帯割合 

長崎市の総住宅数、総世帯数は共に

増加傾向にあり、平成 20 年時点で長

崎市の住宅数 213,310 戸に対し世帯

数 181,400 世帯で、1世帯あたり 1.18

戸と住宅数が充足していることが判

ります。 

また、長崎市の将来の人口予測も減

少傾向にあることから、今後は住宅ス

トックの質を高める住宅供給が必要

です。 

31,980
25,67020,220

13,950

15,870
10,100

13.7

9.9
11.4

8.3

6.8

15.0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

S58 S63 H5 H10 H15 H20

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

空き家数 空き家率

出典：住宅・土地統計調査

空き家戸数と空き家率の推移

市内の住宅のうち、昭和 55 年以前

に建築された建物は 39.2％ありま

す。これらの建物は、昭和 56 年から

の新耐震基準以前の基準で建設され

ているため、十分な耐震性能を備え

ていない住宅が含まれています。 

空き家戸数、空き家率ともに平成

5 年から上昇しており、市内の人口

動向推移が反映された結果となって

います。なお、平成 20 年の空き家率

15.0％は、長崎県の平均を 0.9％程

度上回っています。 

したがって、空き家等を含めた既

存住宅の有効活用が必要です。 

建築時期別住宅割合 

39.2%
60.8%

Ｓ55以前　　63,280戸

Ｓ56～H21　 97,980戸

（戸） （％）

（年度）

（年度）

（戸） 

出典：住宅・土地統計調査

 

☆老朽化が進む市営住宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆人口減少、総世帯数増加により市営住宅の応募倍率は減少傾向 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆応募倍率の高い市営住宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住宅課資料 

 

 

 

 

 住宅名 応募者数（人） 募集戸数（戸） 応募倍率（倍）

１ 若 葉 28 1 28.0

２ チトセピア 155 7 22.1

３ 滑 石 435 20 21.8

４ 清 水 76 4 19.0

５ 大 園 61 4 15.3

６ 二 本 松 97 7 13.9

全体 1,509 345 4.4

200,710
205,513

206,858

202,854
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170,000

180,000
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第 8 章 都市・生活基盤

◆市営住宅入居にかかる所得制限！？ 

市営住宅を申し込むことができる条件の一つとして収入基準があります。通常の市営住宅は月額収

入が 15 万 8千円までの方が対象となりますが、長崎市の場合は、月額収入が 15 万 8 千円以上の方で

も申込みができる特定公共賃貸住宅があります。対象住宅は、三芳住宅や城山台住宅などです。 

出典：住宅課資料

（倍） （戸） （人） （世帯）

（年度） （年度）

5.9%
12.6%

22.4%
59.0%

～S59

S60～H6

H7～H16

H17～H26

市営住宅管理開始年度別管理戸数割合（平成 26 年度） 長崎市営住宅においては、総管理戸

数 9,456 戸に対し、平成 6年までに管

理開始された住宅が7,678戸と約8割

に達しており、今後は、このような住

宅の計画的な維持・管理が必要となっ

てきます。 

また、将来の人口推移や市営住宅の

建替え計画等を考慮し、戸数の適正化

を図る必要があります。 

出典：住宅課資料               出典：長崎市住民基本台帳

市営住宅管理戸数と応募倍率の推移           市内の人口と総世帯数の推移 

市内の人口が年々減少しているにも関わらず、総世帯数が増加しているのは、単身者世帯が増加し

ていることが考えられます。市営住宅は、単身者向け住宅もありますが、本来、ファミリー向け住宅

として整備されているため、応募倍率減少の要因の一つと考えられます。 

市営住宅平均応募倍率上位 6住宅（平成 25 年度）

交通の便など利便性の

高いところに応募が集中

する傾向にある反面、市

街地から離れているとこ

ろや合併地区の特に離島

地域においては、入居希

望者がいないなど常に平

均倍率を下回っている状

況にあります。 

第 8 章 都市・生活基盤
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3 道路 

長崎市の幹線道路は都心部に路線が集中する一点集中型の道路網となっていることから、

都心部では交通渋滞を引き起こしています。このため、国県道を中心に放射環状道路網を

構築し、渋滞の緩和をめざしています。また、生活道路については、生活幹線道路のほか、

バス通りや通学路となっている市道について狭小部の拡幅が必要な状況です。 

 

☆長崎市内の道路延長は着実に増加 

 

 総延長 市 道 県 道 一般国道 高速自動車

平成 20 年度 2,202,184 1,843,172 196,786 149,969 12,257

平成 21 年度 2,204,521 1,845,499 197,252 149,512 12,257

平成 22 年度 2,221,884 1,852,696 206,967 149,964 12,257

平成 23 年度 2,232,545 1,861,791 206,500 152,054 12,200

平成 24 年度 2,240,335 1,863,964 206,397 157,717 12,257

 

長崎市内の道路は、整備により着実に延長を伸ばしています。 

 しかしながら、斜面地などでは、階段や狭さにより車が通れない道路も多い

ため、平成 25 年度から現道を活用しながら車が通れるようにする「車みち整

備事業」にも取り組んでいます。 

 

☆長崎市内には 2ｍ以上の橋梁が 1,100 橋超存在 
 

 総 数 市 道 県 道 一般国道 高速自動車

平成 20 年度 1,140 888 122 121 9

平成 21 年度 1,146 889 128 120 9

平成 22 年度 1,161 891 142 119 9

平成 23 年度 1,175 897 141 124 15

平成 24 年度 1,186 897 141 133 15

 
 

☆橋梁の長寿命化が必要 
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（ｍ）道路種別と延長 

（橋）道路種別と 2ｍ以上の橋梁数 
管理する橋梁数は、道

路整備と比例して伸び

ています。 

昨今、社会資本、特に橋梁

の老朽化への対応が問題と

なっています。 

橋梁は一般的には 50 年か

ら 60 年程度が耐用年数とさ

れていますが、わが国におい

ては高度成長期に作られた

橋梁が多くあり、それがここ

数年で 50 年の耐用年数を迎

えることとなります。 

長崎市においては、長崎大

水害後の架設橋梁が多く、ま

だ若い橋梁が多い状況です

が、古い橋梁もあり、コスト

を抑えた橋梁の予防保全に

より、長寿命化を図ることが

必要な状況です。 

出典：長崎市統計年鑑

出典：長崎市統計年鑑 

車みち整備事業 
（階段のスロープ化）

整備前 

整備後 

3 橋 3 橋 
3 橋 

11 橋 
6 橋 

14 橋 

34 橋 

32 橋 

16 橋 

10 橋 

4 橋 

1 橋 

高度成長期 

長崎大水害（1982） 

出典：土木維持課資料 

架設年度別橋梁の内訳（橋長 15ｍ以上） 

（㎡） 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆依然として多い自動車交通量 

主要地点の交通量の推移 

  平成9年度 平成11年度 平成17年度 平成22年度 H22/H17(%) 

国道 34 号（田中町） 12,649 13,233 13,495 11,494 85% 

国道 34 号（新大工町） 29,360 31,126 34,171 27,947 82% 

国道 202 号（長崎駅前） 56,736 55,636 54,768 48,820 89% 

国道 206 号（松山町） 35,571 40,249 39,439 39,870 101% 

国道 324 号（愛宕 3丁目） 11,765 12,120 10,487 8,432 80% 

国道 499 号（松が枝町） 27,693 36,909 37,133 30,213 81% 

国道 499 号（竿の浦町） 15,621 16,007 17,335 16,708 96% 

(主)長崎畝刈線（滑石2丁目） 16,739 16,660 16,766 14,552 87% 

(主)野母崎宿線（宿町） 7,489 7,043 7,793 6,925 89% 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

九州横断自動車道は、長崎南

環状線が完成し、市南部地区か

らのアクセスが向上したことか

ら、交通量が増加してきていま

す。 

長崎バイパスの交通量は、無

料化社会実験により、平成 22 年

は大幅に増加したものの、国道

34 号（日見バイパス）の整備が

進んだことなどにより、減少傾

向となっています。 

◆橋梁の長寿命化のための維持管理が重要 

わが国では一般道における 15ｍ以上の橋梁は約 14 万橋にのぼりますが、高度成長期に架設され

たものが多く、今後急速に高齢化します。米国では日本より 30 年早く橋梁の高齢化が起こり、1980

年代には『荒廃するアメリカ』と言われました。高齢化する橋梁を架け替えることは、さらに多額

の財源を必要とすることから、長崎市においては国の指導のもと、橋梁のライフサイクルコスト縮

減のため長寿命化を図ることとしています。 

平成 22 年 2 月に策定した長崎市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、老朽化する橋梁の安全性の確

保と補修費用の低コスト化を図るため、予防保全に重点をおいた維持管理に取り組んでいます。 

（台/12 時間） 

有料道路利用状況の推移
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33,440

43,640

14,30013,50012,60011,77012,320
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長崎バイパス 九州横断自動車道

※九州横断自動車道は、長崎芒塚ＩＣから長崎多良見ＩＣ間の交通量で、

長崎バイパスは、川平ＩＣから間の瀬ＩＣ間の交通量です。 

※平成 22 年 6月から平成 23 年 6月までの 1年間は、有料道路の無料化社

会実験が実施されています。 

※ (主)：主要地方道                                    出典：道路交通センサス 

（台／日） 

出典：西日本高速道路株式会社資料

☆交通量は、九州横断自動車道は年々増加、長崎バイパスは減少 
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この表は、長崎市内の幹線道路主要地点での交通量です。平成 17 年度までは、微増又は横ばいで推

移してきましたが、平成 17 年度以降は、ほとんどの箇所で減少傾向に転じています。 

これは、浦上川線や小ヶ倉蛍茶屋線をはじめとする幹線道路の整備が進んだことによるものと考えら

れますが、依然として交通量が多く、改善を要する路線も多いことから、今後とも幹線道路網の整備を

進めて行く必要があります。 

（年） 

第 8 章 都市・生活基盤
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4 交通 

 長崎市の公共交通機関は全国的にも発達しており、料金もかなり低く設定されています

が、輸送人員は年々減少しています。同時に自動車の保有台数も平成 17 年をピークに減少

に転じていますが、依然として高い自動車保有状況であり、自家用自動車が生活必需品と

して普及している状態であるといえます。したがって、公共交通機能の維持はもとより環

境的にも優れている公共交通機関の利用促進が大きな課題です。 

 

☆公共交通機関の利用者減少が継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆減少に転じた自動車保有台数 
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しかし、モータリゼーションの進行により、自動車への依存割合が高くなるに連れ、公共交通機関の利

用者は減少し続けています。この中でも鉄道だけは、利用者が若干の増加傾向であり、これは通勤・通学

など定期券を利用している人が増えていることが原因と考えられます。 

出典：都市計画課資料

長崎市は、特に乗合バスの路線網が非常に発

達しており、中心部だけではありますが、路面

電車も運行しているなど、全国的にも公共交通

機関が発達している都市である一方、特徴とも

言える斜面市街地には、バス路線の空白地など

が存在しています。このような問題に対応する

ため、コミュニティバスや乗合タクシーなどを

運行しています。 

公共交通機関別輸送人員の推移 

※鉄道は、市内 6 駅（長崎、浦上、西浦上、道ノ尾、

現川、肥前古賀）の乗降客の合計です。 

※バスは、一般乗合のみで貸切を除いています。 

※鉄道は各年度末の集計、路面電車・バス・タクシ

ーは各年 12 月末の集計です。 

車種別自動車保有台数の推移 

全体の自動車保有台数は減少に転じてい

ますが、軽四輪自動車だけは増加傾向が続

いています。また、長崎市の地形的理由か

ら、他都市に比べ二輪車が多いことは、実

感するところですが、近年の傾向では、軽

四輪自動車の保有台数が二輪車の保有台数

を上回っています。 

全体の自動車保有台数が減少に転じたと

はいえ、人口の減少にもかかわらず、保有

台数自体は高い水準で推移していることか

ら、1 人当たりの保有台数は逆に増加して

いるといえます。 

これは全国的な傾向ですが、低炭素社会

の構築などへの課題でもあり、カーシェア

リングなどの新しい車の所有と利用の考え

方が試行あるいは実施されています。 

出典：長崎市統計年鑑

◆九州新幹線西九州ルート建設計画 
九州新幹線西九州ルートは、全国新幹線鉄道整備法に基づく整備計画路線として位置付けられて

います。全国を結ぶ高速交通ネットワークの一端を担い、わが国本土の西端に至る国土軸の骨格を

なし、国土の均衡ある発展と九州地域の一体的浮揚のため、必要不可欠な高速交通手段です。 

・建設主体：(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

・経  過：昭和 48 年 11 月 整備計画路線として決定 

平成 04 年 11 月 新ルート案（短絡ルート）を地元案として決定 

平成 14 年 01 月 工事実施計画認可申請（武雄温泉・長崎間）（スーパー特急方式）

平成 20 年 03 月 工事実施計画認可（武雄温泉・諫早間）（スーパー特急方式） 

平成 24 年 06 月 工事実施計画認可申請（武雄温泉・長崎間）（軌間可変電車方式）

平成 24 年 06 月 工事実施計画認可（武雄温泉・長崎間）（軌間可変電車方式）  

・ルート概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆長崎市は他の地方都市よりも自動車分担率が低い都市 
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長崎都市圏の交通機関分担率の推移 

出典: 長崎都市圏パーソントリップ調査（S49～H8）、 

全国都市圏パーソントリップ調査（H11～H22） 

 

※鉄道には路面電車を含みます。 

※自動車には自家用車とタクシーを含みます。 

※二輪車には自転車とバイクを含みます。 

※三大都市圏については、地下鉄等公共交通機関が

発達しており、地方都市圏と同様に比較すること

ができないため、全国平均ではなく地方都市圏で

の比較をしています。 

長崎市の斜面市街地は、狭い道路が多く、

自動車を利用できない所も多いため、他の地

方都市と比較して、自動車の分担率が低くな

っています。 

第 8 章 都市・生活基盤
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5 緑と公園 

 緑の現況量は平成 25 年度現在、市全域で 78.0％、市街化区域では 25.4％となっており、

グラフを見ると近年は、ほぼ横ばいで推移しています。しかし、市街化区域の緑の現況量

は、国が推進している「緑の政策大網」に掲げられた 30％には満たない状況にあります。 

 また、1人当たりの都市公園面積は平成 26 年 4 月現在で 9.78 ㎡となり、都市公園の技術

的基準にある 10 ㎡に満たない状況であり、また、市街化区域においても 3.88 ㎡となって

おり、同基準の 5㎡に満たない数値となっています。 

  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

1人当たりの公園面積
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出典：みどりの課資料 

緑の現況量の推移
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☆緑の量は、ほぼ横ばいで推移

（％） 

☆1 人当たりの公園面積は、市全域 10 ㎡/人、市街化区域 5㎡/人の基準を未達成 

出典：みどりの課資料 
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（㎡／人） 

緑の現況量は、市全域、

都市計画区域とも、近年

は横ばいの傾向にあり

ます。 

緑は温室効果ガスの吸

収源ともなることから、

今後は緑を増やす対策

が必要です。 

また、森林等の持つ多

様な機能を今後は維持

保全する活動も必要で

す。 

公園は市民のレクリエ

ーション活動の場となる

ほか、良好な景観の形成、

生活環境の改善、防災機

能の向上、生物多様性の

確保、豊かな地域づくり

に資する交流空間など多

様な機能を有する都市の

根幹的な施設であること

から、公園皆無地区の解

消を図る必要がありま

す。 

 

☆公園の箇所数及び総面積は徐々に増加 

 

 
H20 H23 H26 

箇所数 面積（ha) 箇所数 面積（ha) 箇所数 面積（ha)

街区公園 411 67.73 429 72.00 438 74.49

近隣公園 28 48.56 30 55.11 30 55.18

地区公園 6 32.43 6 32.43 6 32.43

総合公園 7 174.08 7 174.08 7 174.16

運動公園 1 43.8 1 43.80 1 43.80

特殊公園 2 10.51 2 10.51 2 10.51

緑地 17 6.00 17 6.00 17 6.00

都市林 1 15.22 1 15.22 1 15.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑化基金を活用した民有地の緑化件数
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◆身近なところから緑を増やそう！ 

 長崎市では毎年 3 月に緑化啓発のイベントとして『ながさきグリーンキャンペーン』を市営松

山陸上競技場で開催しています。植木・鉢花等の即売のほか、県産品の販売コーナーもあり、延

べ 10 万人の来場者が訪れる春の恒例行事として親しまれています。 

 緑化基金を活用した屋上緑化の補助限度額が、平成 20 年度より 20 万円から 100 万円に拡大さ

れました。屋上緑化にかぎらず、住宅や事業所の緑化も景観や地球温暖化防止を含めてご検討さ

れてはいかがでしょうか。 

出典：みどりの課資料 

出典：みどりの課資料 

☆住宅地生垣等への補助は年間 100 件程度 

※公園の種類は、以下のような目的から大別されています。                  

街区公園：主として街区内居住者の利用が目的、近隣公園：主として近隣居住者の利用が目的、 

地区公園：主として徒歩圏内の者の利用が目的、総合公園：市内居住者の総合的利用が目的、 

運動公園：主として運動の利用が目的、特殊公園：特殊な利用が目的、緑地：緑の確保が目的 
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長崎市では緑化基金を

活用し、住宅地の生垣植栽

や樹木植栽、事業所の植

栽、ビル等の屋上緑化に対

し、事業費の補助を行って

います。 

住宅の緑化は概ね100件

前後で推移していますが、

屋上緑化は、まだまだ少な

い状況です。これは屋上緑

化の工事費が高額となる

ことにも原因があるもの

と推測されます。 

地球温暖化が世界的環

境問題として関心が高ま

っている昨今、市街地に新

たな緑を創出する手法と

して屋上緑化に大きな期

待が寄せられ、今後、より

安価な屋上緑化技術の開

発が望まれます。 

公園種別ごとの公園面積の推移 

（件） 

 これからは人口の減少

が進むことから、公園の

新設のみでなく、今ある

公園の維持・補修及び再

整備を重点的に行って

いく必要があります。 

第 8 章 都市・生活基盤
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6 まちづくり 

 長崎市の都市の特徴の 1つとして、歴史につちかわれた古くからの市街地（まちなか）と

既成市街地の約 7 割を占める斜面市街地があげられます。今後の人口減少や超高齢社会に

対応するため、斜面市街地の住環境整備とまちなかの再生を図る必要があります。 

 

☆長崎市では 8年間で 41 件の老朽危険空き家を除却 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆条例に違反している屋外広告物は減少傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆まちなか人口は回復、斜面市街地人口は減少 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 計

申し込み件数 32 77 50 49 66 29 48 53 404

除却件数 6 7 8 7 3 4 4 2 41

不採択件数 26 70 42 42 63 25 44 51 363

1.61

0.57

0.81

0.47
0.27 0.25 0.27 0.23
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長崎市老朽危険空き家対策事業実施件数の推移 

※主な不採択の理由については、老

朽した家屋でない・寄附不同意・

抵当権解除困難・接道なし・事業

区域外等でした。 

※長崎市老朽危険空き家対策事業

の事業期間は、平成 18 年度～平

成 27 年度の予定ですが、交付金

の次期５箇年整備計画に掲載し、

引き続き事業実施予定です。 

長年にわたって使用されず、適正に管理されていない老朽危険空き家のうち、その建物・土地を長崎市に

寄附されたものを除却し跡地を公共空間として整備することで、住環境整備を推進しています。 

違反広告物の除却実績の推移

長崎市は屋外広告物条例を制定してお

り、屋外の広告物に制限を行っています。

条例に違反している広告物の除却件数は、

増加した年もありますが、概して減少傾向

です。これは周知や除却・指導活動等を進

めていることにより、違反している広告物

自体が減少しているためです。 

出典：まちづくり推進室資料 

出典：長崎市住民基本台帳

まちなか人口と対全市人口比の推移 斜面市街地人口と対全市人口比の推移 

出典：長崎市住民基本台帳

出典：まちづくり推進室資料
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☆少子高齢化について、まちなかでは回復傾向だが、斜面市街地では進行 
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第 8 章 都市・生活基盤

◆年少人口、生産年齢人口、老年人口とは 
年少人口、生産年齢人口、老年人口とはそれぞれ、0～14 歳人口、15～64 歳人口、65 歳以上人口

を指します。 

一般に、高齢化率が 7％を超えた社会を「高齢化社会」、14％を超えた社会を「高齢社会」と呼ん

でいます。最近では 21％を超えた社会を「超高齢社会」と呼ぶこともあります。これらの境となる

パーセンテージの数値ははっきりと定められた定義があるわけでなく、場合により異なる数値を採

用している場合があるので注意が必要です。 

全市的な人口減少が続いているなか、近年の地価下落等により、民間マンションの建設が盛んになり、

まちなか人口については、年々増加しています。 

対して、斜面市街地人口は減少を続けており、全市的な減少の速度を上回っています。世帯数について

も同様の傾向が見られます。 
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H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25（年度）

長崎市全体 まちなか 斜面市街地

（万人）
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H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25（年度）

長崎市全体 まちなか 斜面市街地

（万人）

全市、まちなか、斜面市街地での 

老年人口、老年人口率(高齢化率)の推移 

出典：長崎市住民基本台帳 出典：長崎市住民基本台帳

 まちなかについては人口の総数だけでなく、その人口構成にも回復傾向が見られます。年少人口につい

ては、平成 15 年 2,337 人（10.6％）から年々回復してきています。老年人口については、全市的な傾向

や斜面市街地の傾向とは異なり、増加の速度は緩やかであり、平成 16 年に斜面市街地の老年人口割合(=

高齢化率)を下回りました。 

 また、まちなかは、長崎市の平均よりも、少子高齢化が進んだ区域でしたが、近年は老年人口の増加の

速度は緩やかであり、平成 21 年には長崎市の老齢人口割合(=高齢化率)を下回りました。斜面市街地につ

いては、まちなかと同じく、市の平均よりも少子高齢化が進んだ区域でしたが、少子高齢化がさらに進ん

でおり、人口総数も減少しているといえます。これは、斜面市街地よりも、まちなかのほうが交通網の整

備や都市福利施設の配置を含め市街地の住環境が充実しており、住みやすいという結果が数字となってい

ます。 

このような結果から、まちなかの再生による魅力ある住環境の整備を今後とも推進し、斜面市街地につ

いては、老朽危険空き家対策事業や斜面市街地再生事業などといったハード的な事業を進めることによ

り、住環境や防災性を向上させるだけでなく、コミュニティー機能の維持・増進などのソフト的な施策も

併せて進めていく必要があります。 

人口 
人口

全市、まちなか、斜面市街地での

年少人口、年少人口率の推移 

率 率 長崎市全体 まちなか 斜面市街地 長崎市全体 まちなか 斜面市街地 

第 8 章 都市・生活基盤
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7 水道 

長崎市は、大きな河川に乏しく、地下水にも恵まれず、かつては「長崎砂漠」と呼ばれ

た苦い経験から、市域はもとより市域外へも新たな水源を求めて、長崎県をはじめ関係市

町の協力のもと、市域外に 3 つのダム（大村市の萱瀬ダム、大瀬戸町（現西海市）の雪浦

ダム、外海町（現長崎市）の神浦ダム）を建設するなど 7回の拡張事業を行ってきました。

しかしながら、近年、人口減少の進行や節水意識の高まり等に伴い、給水量及び給水収益

が減少傾向にあります。また、地形的制約から、他都市と比べ多くの施設が広範囲に点在

し、その維持管理には多くの費用がかかるとともに、今後は、更新時期を迎える施設も増

えてくることが予測されます。 

 

☆年間給水量は減少傾向 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

☆長崎市の水は安全で安心して飲める水 

 

 

そう思う 37.9％ 

どちらかというとそう思う 41.3％ 

どちらかというとそう思わない 12.3％ 

そう思わない 6.8％ 

不明 1.7％ 

合計 100.0％ 

 

35,000

39,000

43,000

47,000

51,000

55,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

年間給水量 (㎥) 給水人口 (人)

平成 16 年度及び平成 17 年度の市町村合併により、一時的に給水人口及び年間給水量は増加しました

が、近年では、給水人口の減少に伴い年間給水量も減少しています。 

出典：市民意識調査 
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水道水の安全性及びおいしさに

対するニーズが強くなってきてお

り、水道水をおいしく飲んでいただ

くためにも、異臭味、カルキ臭対策

などを充実強化するとともに、配水

経路における水質を常時監視する

必要があります。 

水道水が安全で安心して飲めると思う人の割合 

給水人口 

（人） 

年間給水量 

（千㎥） 

（年度） 

給水人口と年間給水量 

出典：平成 25 年度長崎市公営企業会計決算審査意見書

☆必要な費用（給水原価）と、得られる収入（供給単価）は、ほぼ同じですが・・・ 

費用と収入の内訳 

区分 

25 年度 24 年度 24 年度全国平均 

金額 

(円/㎥) 

構成比率 

(％) 

金額 

(円/㎥) 

構成比率 

(％) 

金額 

(円/㎥) 

給
水
原
価 

人件費 37.38 16.5 38.86 17.3 23.42 

委託料 27.57 12.2 27.00 12.0 14.93 

修繕費 13.89 6.1 16.94 7.5 9.33 

動力費 12.73 5.6 11.45 5.1 5.21 

減価償却費 101.86 45.1 101.79 45.4 53.42 

支払利息 10.31 4.6 11.04 4.9 12.66 

その他 22.27 9.9 17.35 7.8 47.64 

計 226.01 100 224.43  100 166.61 

供給単価 234.62 100 234.98 100 167.32 

 

 

☆水源が乏しいことに加え、斜面都市であることから、多くの施設が必要 
施設の比較 

 長崎市 
 

中核市平均 
中核市における順位 

取水能力 204,252 ㎥／日 22 位／37 市 （高能力＝上位） 217,214 ㎥／日 

管延長 2415.06ｋｍ 14 位／37 市 （長い＝上位） 2,016.29ｋｍ 

浄水場設置数 45 箇所 1 位／37 市 （多＝上位） 10 箇所 

配水池設置数 247 箇所 2 位／37 市 （多＝上位） 67 箇所 

  
 
☆施設が多いことから、職員数も多い 

職員数の比較 

 長崎市 
 

中核市平均 
中核市における順位 

職員数 198 人 37 位／40 市 （少＝上位） 141 人 

損益勘定所属職員１人あたり給水人口 2,613 人 31 位／40 市 （多＝上位） 3,594 人 

損益勘定所属職員１人あたり有収水量 251 千㎥ 35 位／40 市 （多＝上位） 395 千㎥ 

損益勘定所属職員１人あたり営業収益 60,713 千円 24 位／40 市 （多＝上位） 66,695 千円 

 

 

  

 

◆長崎市民の高い節水意識について 
 

長崎市 
中核市平均 

302 リットル 

市民 1人 1日当たりの平均使用水量【有収

水量（料金の対象となった水量）】は、中核

市平均の約 87％となっています。 263 リットル 
2 位／40 市 

（少＝上位） 

出典：地方公営企業年鑑（県営水道の船橋市を除く） 

出典：地方公営企業年鑑(県営水道の船橋市を除く)

出典：地方公営企業年鑑（県営水道の船橋市を除く）

安心して飲める安全な水の供給を、健全な経営のもと続けていくためには、常時安定した水源を確保

するとともに、業務を見直し、施設の統廃合、民間委託等を推進する必要があります。 
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維持管理費に多くの費用がかかることなどから、全国平均と比べ、給水原価が高くなっています。 

第 8 章 都市・生活基盤
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8 下水道 

平成 25 年度末の下水道（公共下水道事業）普及率は、92.6％となり類似都市及び県庁所

在都市より比較的高い水準にありますが、市街地の地形は、平坦地が少なく起伏の多い斜

面地に住宅地が形成されているため、道路幅員が狭い空き地や私道、汚水を自然流下の方

法では流せない低地地区等を含めた未整備地区が点在しています。下水道が整備された区

域の未水洗家屋に対しては、戸別訪問や文書による水洗化の勧奨を日常的に行うとともに、

強化期間を設けて集中的に訪問するなど積極的な勧奨を行っています。また、水洗化のた

めの水洗便所改築資金貸付制度等も設けており、平成 25 年度末の下水道水洗化率は 94.9％

となっています。 

 

☆汚水管整備は順調に進行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆普及率は九州内の主な他都市と比べ高水準 

普及率の比較 

 長崎市 大分市 宮崎市 鹿児島市 全国 

行政人口（人） 437,315 477,640 404,776 607,311 － 

普及率（％） 92.6 59.9 85.1 78.7 77.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普及率及び水洗化率の推移 

85.9
82.3

84.4 85.1 86.2
87.7

89.2 90.2 90.9 91.4 92.6

90.5 89.9 90.0 90.9 91.4
93.2

94.9

83.5

76.3
73.872.2

89.3 89.7

94.694.493.893.393.6 93.3

60
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100

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
（年度末）

（％）

普及率（処理人口/行政人口）

水洗化率（水洗化人口/処理人口）

平成 25 年度までに公道

における汚水管布設が概ね

完了しています。更なる普

及率の向上を図るうえで、

私道における汚水管布設に

ついて布設範囲の拡大を図

っています。また、水洗化

率向上のため、補助金交付

制度の拡充を行っています

が、更なる向上のためには、

勧奨業務の推進が必要で

す。 

◆下水道の資源について 

下水道の資源としては、下水処理場から出る下水汚泥（脱水ケーキ）と処理水があります。平成

25 年度実績で、下水汚泥は年間約 31,000ｔ発生し、その全量を民間委託により処理を行い、全て

がコンポスト（下水汚泥中の有機物を微生物により分解させて、緑農地に利用可能な形態・性状ま

で安定化させたもの）や建設資材等として有効に利用されています。また、処理水の再利用は流入

下水量の約 2.8％にあたる約 135 万㎥を処理場内の再利用水として有効に利用しています。 

 

 流入下水量 

（千㎥） 

発生汚泥量 

（㎥） 

脱水ｹｰｷ量 

（ｔ） 

場内再利用水

（㎥） 

水道水使用量 

（㎥） 

平成 25 年度 47,850 372,793 31,081 1,350,426 21,450 

出典：長崎市上下水道事業概要 

出典：長崎市上下水道事業概要 
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出典：平成 25 年度長崎市公営企業会計決算審査意見書

長崎市の汚水処理は、市街化区域全域と水質保全の観点から市街化調整区域の一部を公共下水道事業

として整備を行っているほか、農業・漁業集落排水事業としても整備を行っています。これら以外の区

域については、合併処理浄化槽で整備を行っています。 

☆必要な費用（汚水処理原価）と得られる収入（使用料単価）の比較 
費用と収入の内訳 

区分 

25 年度 24 年度 

金額 

(円/㎥) 

構成比率 

(％) 

金額 

(円/㎥) 

構成比率

(％) 

汚
水
処
理
原
価 

人件費 14.73 8.7 15.43 8.4 

委託料 46.01 27.2 46.12 25.3 

修繕費 12.06 7.1 13.64 7.5 

動力費 1.08 0.6 0.95 0.5 

薬品費 0.50 0.3 0.39 0.2 

減価償却費 50.90 30.1 50.43 27.6 

資産減耗費 0.23 0.1 7.15 3.9 

支払利息 31.13 18.4 34.90 19.1 

その他 12.71 7.5 13.67 7.5 

計 169.35 100 182.68 100 

使用料単価 209.88 100 209.77 100 

  

☆公共下水道事業以外にもある、さまざまな整備方法 

 

 

汚水処理の概要 

地区名 行政人口（人） 整備手法 整備済人口（人） 普及率（％） 

旧長崎市 399,189 
公共下水道事業 380,531 95.3 

95.4 
農業集落排水事業 426 0.1 

香焼地区 3,905 公共下水道事業 3,897 99.8 99.8 

伊王島地区 737 公共下水道事業 696 94.4 94.4 

高島地区 437 
公共下水道事業 242 55.4 

99.3 
漁業集落排水事業 192 43.9 

野母崎地区 5,866 

公共下水道事業 1,444 24.6 

95.5 農業集落排水事業 1,316 22.4 

漁業集落排水事業 2,840 48.4 

外海地区 4,049 公共下水道事業 1,903 47.0 47.0 

三和地区 10,680 公共下水道事業 9,062 84.9 84.9 

琴海地区 12,452 
公共下水道事業 7,356 59.1 

86.0 
農業集落排水事業 3,358 27.0 

小計 437,315 
公共下水道事業 405,131 92.6 

94.5 
集落排水事業 8,132 1.9 

合計 437,315 

公共下水道事業 

集落排水事業 
413,263 94.5 

96.3 

合併浄化槽 7,772 1.8 

単独浄化槽、汲取り 16,280 3.7 3.7 

 

【24 年度全国平均】 

〔汚水処理原価〕 

139.3 円/㎥ 

〔使用量単価〕 

135.5 円/㎥ 

 

維持管理費に多くの費

用がかかる事などから、

全国平均と比べ、汚水処

理原価、使用料単価とも

に高くなっています。 

出典：長崎市上下水道事業概要 
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第 8 章 都市・生活基盤

※端数処理により合計が一致しない場合があります。 

第 8 章 都市・生活基盤
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1 高齢者 

  我が国では、平均寿命の伸長と出生率の低下による高齢化が大きな問題となっています

が、長崎市における高齢化は全国平均よりも進んでおり、平成 26 年 8 月末現在で 27.6％

となっています。 

  長崎市では、このような状況のなか、高齢者ができる限り自立した生活を送ることが

できるような支援を行うこと、また、安心して生活できる地域づくりをすることが重要

な課題となっています。 

 

☆高齢者数は増加し、高齢化率は上昇 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

☆認知症の高齢者数も増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,319 8,226 7,797 

5,918 6,437 6,549 

0 
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15,000 

20,000 

H23 H24 H25

施設で生活している65歳以上の方

居宅で生活している65歳以上の方

9 社会福祉 
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人口・高齢者人口の推移 

 このデータは介護・支援が必要だ

と判断された方（介護保険の要介

護・要支援認定を受けられた方）（平

成 26 年 3 月 31 日時点では、長崎市

内で総数が 29,552 人）のうち、認知

症に該当すると判断される方の数で

す。 

つまり、要介護・要支援高齢者の

半数が認知症であるということにな

ります。 

また、今後も高齢者が増加するに

つれ、認知症の方も増加する見込み

です。 

認知症高齢者数の推移 

（年度）

14,237 14,663 14,346 

出典：要介護認定のデータ（長崎市福祉部資料）から抜粋。 

この数値は要介護認定に用いられる「認知症高齢者の日常生

活自立度」においてランクⅡ以上と判断される高齢者数です。

（人） 
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10.3
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26.8
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20.0

25.0

30.0
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長 崎 市

全 国

（年）

高齢化率の推移 

出典：福祉部の事業概要
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総 人 口（千人） （千人）

（年)

（Ｈ27 は推計）

（％）

 このような状況のなか、長崎市において高齢者の方に対し、主に次のような施策を行っ

ています。 

☆高齢者の方への長崎市独自のサービス：移送支援サービス 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆高齢者の生活を支える「ふれあい訪問収集」事業の登録者数は年々増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆一人暮らしの高齢者のため「友愛訪問」事業も積極的に実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆地域包括支援センターとは 

平成 18 年度の介護保険制度の改正において、「地域包括支援センター」という高齢者の皆さんの

ための総合相談窓口を設置しています。（平成 26 年 9月 1日時点で長崎市内で 19 か所。所在地等詳

しい情報は高齢者すこやか支援課まで） 

 このセンターは、介護保険が必要となる前の予防事業のことや介護保険のサービスのこと、高齢

者の相談内容に応じて関係機関への橋渡しをするなど様々な機能を持っています。お困りの際は、

近くの地域包括支援センターにご相談ください。
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 斜面地や車の横付けが困難な路

地奥及びエレベーターが設置され

ていない中高層住宅等にお住まい

の概ね 65 歳以上の高齢者に対し

て、通院や買い物などの際に自宅

から車までの移動介助を行うこと

で外出を支援するサービスです。

利用料は 1回 100 円です。 

 斜面地や路地奥及びエレベータ

ーが設置されていない中高層住宅

等にお住まいの概ね 65 歳以上の

高齢者でごみ出しが困難な方に戸

別収集を実施し、併せて安否確認

を行っています。 

利用料は無料です。 

 65 歳以上の一人暮らしの高齢

者及び高齢者世帯を月 1～2回友

愛訪問員（民生委員）が訪問し、

相談・助言等を行っています。 

 長崎市民生委員・児童委員協

議会への委託により実施してい

ます。 

「移送支援サービス」の実績 

「ふれあい訪問収集」の実績 

「友愛訪問」の実績 

出典：福祉部の事業概要 

出典：福祉部の事業概要 
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8,753 8,589 8,322

174,741 175,161

186,801 183,937
182,472
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世帯数

年間訪問回数

（世帯） （回）

（年度） 

142 179 183 139 194
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446

348

283
369
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延利用人数

事業費

（人） （千円）

（年度） 

出典：福祉部の事業概要 

1,340 1,499
1,661 1,622

1,713

0

500

1,000
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登録者数

（人）

（年度）

9 社会福祉 
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2 介護保険 

超高齢社会を迎え、長崎市においても、全国平均よりも高齢化が進んでいるところです

が、このようななか、高齢者が介護が必要な状態になっても、生き生きとして、住み慣れ

た地域で安心して生活ができるようにするため介護保険制度を運営していく必要がありま

す。 

そのための方策として、次の 5つの基本方針を掲げ、介護保険の運営を行っていくことと 

しています。 

   1 介護予防の推進 

   2 地域における包括的・継続的なケアマネジメントの推進 

   3 地域における支援体制の整備 

   4 高齢者の尊厳を支えるケアの充実 

   5 サービスの質の確保・向上 

 

☆認定者数及び認定率は増加傾向 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆介護保険事業に係る費用が増加しているため、介護保険料は上昇 
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高齢者人口、認定者数、認定率の推移 

高齢者人口の増加とと

もに、認定者も増加してい

ます。 

認定者が増加するに伴

い、介護保険に係る費用も

増加しています。 
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379
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計画 決算

[第3期事業計画期間]

第1号被保険者の基準

月額保険料：4,957円

[第4期事業計画期間]

第1号被保険者の基準

月額保険料：4,957円

[第5期事業計画期間]

第1号被保険者の基準

月額保険料：5,492円

（見込） 

介護保険財政の状況 

（年度） 

（年度） 

出典：介護保険課資料 

出典：介護保険課資料 

（億円） 

（千人） （％） 

☆介護保険の給付費用も制度開始から比較すると約３倍に 
 

 
☆介護が必要になる前から予防する事業（介護予防事業）を今後も積極的に実施 

 

  H24 目標値 H24 実績 H25 目標値 H25 実績 

運動機能向上事業 1,000 回 819 回 1,050 回 841 回

認知機能向上事業 850 回 729 回 950 回 732 回

口腔ケア指導事業 90 回 51 回 100 回 64 回

生涯元気事業 1,200 回 1,186 回 1,225 回 1,269 回

 

 
☆長崎市独自のサービス「移送支援サービス（要支援・要介護認定者）愛称：いこーで」

を実施 

 高齢者、障害者に対するものとは別に、介護保険の市町村特別給付として、要介護・要支援認定を受け

た方が通院、買物等、日常生活で外出したり、通所・短期入所サービスなどを利用する際に斜面地等にお

住まいの方で自宅から車までの移動に介助が必要な場合に移送介護員（ホームヘルパー2 級以上で市が主

催する研修を終了した者）が移送支援の介助を行うサービスを行っています。 

・ 30 分未満を 1 回 

・ 移送介護員一人につき 1回あたり 100 円 

・ 回数は 30 分を増すごとに 1 回加算 
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25,933
27,240

28,176 30,051
31,600

33,404
34,828 36,055

◆「地域密着型サービス」ってなに 

従来からあるグループホームなどもこのサービスに位置付けられますが、介護が必要になっても、

できるだけ住み慣れた地域で生活を続けることができるよう、平成 18 年度から新たに作られた介護

保険のサービスです。認知症の方を対象にしたデイサービスである「認知症対応型通所介護」、通い・

訪問・泊まりを組み合わせて利用できる「小規模多機能型居宅介護」などです。 

長崎市は、地域での生活を支えるサービスとして整備を進めていくこととしています。 

介護保険給付の状況 

（年度）

出典：福祉部の事業概要（福祉編）

介護予防事業の目標と実績 
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第 9 章 社会福祉

出典：介護保険課資料 

（百万円） 

 

第 9 章 社会福祉
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3 障害者 

平成 15 年度に、障害者の自己決定を尊重するため、行政が障害者に必要なサービスの内

容等を決定する措置制度から、障害者が自ら事業者と契約し、サービスを選択できる支援

費制度へ転換が図られました。 

また、平成 18 年度には障害者自立支援法が施行され、精神障害者も含めた一元的な制度

が確立し、地域生活への移行や就労支援などの課題に対応するとともに、福祉施設や事業

体系の抜本的な見直しが行われました。 

 さらに、平成 25 年度からは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（障害者総合支援法）が施行され、障害者等に対する支援は、次に掲げる事項に資す

るよう総合的かつ計画的に行うこととされました。 
① 共生社会を実現するため、社会参加の機会が確保されること 
② どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会における共生を妨げ

られないこと 
③ 日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観

念その他一切のものの除去 
 

☆障害がある方の数は増加傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,015 1,940 1,889 1,845 1,808

2,894 2,893 2,879 2,839 2,864

232 239 244 244 247

10,845 10,936 11,041 11,074 11,350
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3,368 3,482 3,551 3,619 3,763
2,639 3,034 3,330 3,607 3,348
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2,144 2,119 2,063 2,015 1,971

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H21 H22 H23 H24 H25

1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級（人）

628 552 140 115
206

167

198 449
347 707

16
1,147

6 8
123

110

0

0

1,774
2,216

2,403

2,986

1,314

657

3,953

116
1,807

1,589

0
0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

1級 2級 3級 4級 5級 6級

視覚 聴覚・平衡機能 音声・言語・そしゃく機能 肢体 内部

身体障害者数の推移 障害別身体障害者手帳所持者数（平成 25 年度） 

障害者数の推移 

（年度） 

（年度） 

（人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆障害の早期発見、早期支援に努めています 

 平成 24 年度 平成 25 年度 

障害福祉センター診療所（小児科） 

利用者数 
3,288 人 4,099 人

 

☆相談支援の充実に努めています 

 平成 24 年度 平成 25 年度 

相談支援事業利用者数 11,047 人 16,070 人

 

☆就労及び授産工賃アップを支援しています 

 平成 24 年度 平成 25 年度 

民間企業に雇用されている障害者数 921 人 1,016 人

授産施設等の工賃（月額） 16,838 円 17,843 円

 

☆グループホームの整備を進めています 

 平成 24 年度 平成 25 年度 

グループホーム定員数※ 221 人 281 人

※ケアホームを含む。 
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知的障害者数の推移 精神障害者数の推移 

このように障害のある方が増加している状況を踏まえ、障害があっても地域で共に生活できるように、 

① 個々の障害に合った療育・サービス提供の充実 

② 障害者の就労や生活の安定支援 

③ 障害者が地域で安心して暮らせる環境づくりの推進 

を個別施策に掲げ、「障害者が暮らしやすいまちづくり」を進めています。 

出典：福祉部の事業概要 

（年度） （年度） 

（人） （人） 

出典：障害福祉課資料 

1,518 1,549 1,580 1,607 1,669

1,850 1,933 1,971 2,012 2,094
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4 生きがい 

  我が国では、平均寿命の伸長と出生率の低下による少子高齢化が非常に大きな問題とな

っています。長崎市においては、昭和 50 年に 7.5％であった高齢化率が、昭和 60 年には

10.5％、平成17年には22.3％、さらに合併後の長崎市では、平成26年8月末現在で27.6％

となっています。そのようななか、高齢者になっても生きがいのある生活を送ることがで

きるよう様々な施策を行っています。 

 

☆老人クラブの活動に助成を実施 

老人クラブは、高齢者の方が長年培ってこられた豊かな経験や知識を生かし、生きがいと健康づくりの

ための様々な社会活動を通じて、老後の生活を豊かなものにするとともに、明るい長寿社会づくりに貢献

しようとするための組織です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆シルバー人材センターに助成を行い、高齢者の積極的な社会参加を促進 

長崎市シルバー人材センターは、原則 60 歳以上の方で、培ってきた経験や技能を生かし働くことを通し

て、生きがいづくりや社会参加をしたいと思っている方の会員組織です。 

自主的な会員組織であり、県知事認可の公益社団法人で、長崎市や国の補助を受ける公共的な団体です。

就業や収入の保証はありませんが、各人の希望と能力に応じて働いた場合は、「配分金」が支払われます。

主な仕事としては、植木の剪定、障子・襖・網戸張替え、塗装、賞状書き、除草、家事援助などがありま

す。 
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クラブ数 加入総員数
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（人） （クラブ） 

シルバー人材センターの年度別事業実績 シルバー人材センター受託事業別内訳 
（平成 25 年度） 

☆老人福祉センター・老人憩の家をご利用いただけます 

健康の増進、教養の向上、レクリエーション等のための施設として、「老人福祉センター」、「老人憩の家」

が長崎市内に設置されています。 

趣味・教養講座への参加やくつろぎ、入浴等にご利用いただけます。 

 

 名称 
利用定員 

（人） 

1 日平均利用 

（平成 25 年度）（人） 

老

人

福

祉

セ

ン

タ

ー 

あじさい荘（上銭座町） 200 79 

わかな荘（茂木町） 120 44 

もみじ荘（木鉢町２丁目） 120 55 

すみれ荘（中園町） 160 189 

しらゆり荘（鶴見台 1丁目） 120 60 

開陽山荘（西出津町） 80 5 

老

人

憩

の

家 

ひまわり荘（丸尾町） 120 70 

つばき荘（浪の平町） 120 49 

東望荘（田中町） 120 73 

さくら荘（立山 1丁目） 120 37 

おみず荘（小ヶ倉町 2丁目） 60 28 

つつじ荘（白鳥町） 60 42 

舞の浜荘（三京町） 90 25 

舞岳荘（手熊町） 60 17 

式見荘（式見町） 90 45 

香焼ひまわり（香焼町） 200 46 

池島荘（池島町） 60 12 

◆シルバー作品展について 

昭和 48 年度から、高齢者の方の手による創作品を一般市民に展示し、高齢者の生きがいと一般

市民の敬老精神の高揚を図ろうとするもので、敬老行事の一環として、毎年 9 月に行われていま

す。（詳しくは高齢者すこやか支援課まで） 

 高齢者の方が作られた作品を是非ご覧になってみてください。 

 来場者数 
出展数 

手工芸 書 絵画 写真 その他 

H23 1,092 人 263 60 83 17 35

H24 1,210 人 317 52 83 20 43

H25 1,105 人 412 47 80 29 55

第 

1 

章 

第 

2 

章 

第 

3 

章 

第 

4 

章 

第 

5 

章 

第 

6 

章 

第 

7 

章 

第 

8 

章 

第 

9 

章 

第 

10 

章 

第 

11 

章 

第 

12 

章 

第 

13 

章 

第 

14 

章 

第 9 章 社会福祉

全ての出典：福祉部の事業概要 

老人福祉センター、老人憩の家の利用実績 
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5 原爆被爆者対策 

原子爆弾が投下されてから 69 年が経ちました。しかしながら、今日においてもなお被爆

者の方々は原子爆弾の影響により、精神的・肉体的な後障害に苦しんでおられます。 

現在、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、保健、医療及び福祉にわ

たる総合的な援護対策が講じられているところですが、国の内外を問わず被爆者の実態に

即したさらなる援護施策の改善・充実を図るため、長崎県や議員の皆様他、関係機関と連

携し国に強く要望しています。 

 

☆年々高齢化するとともに、減少している被爆者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被爆者数の推移（被爆者健康手帳長崎市交付者数） 

◎被爆者健康手帳交付者数            ◎被爆者健康手帳交付者平均年齢 

男性：13,149 人（36.67％）           男性：76.96 歳 

女性：22,708 人（63.33％）           女性：80.06 歳 
合計：35,857 人 平均：78.93 歳 
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被爆者の方々は年々高齢化するとともに、減少しています。被爆者にとっては一刻の猶予もないこ

とから、少しでも早く被爆者の実態に即した援護施策の充実が求められています。 

性別・年齢階層別被爆者数（平成 26 年 3 月 31 日現在） 

90 歳～
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4,380 9,125 
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出典：原爆被爆者対策事業概要 

出典：原爆被爆者対策事業概要 

◆『特別な犠牲』を余儀なくされた被爆者への交付金 

平成 26 年度の原爆被爆者対策費の予算額は 209 億 9113 万 7 千円です。このお

金の財源はどこから捻出されているのでしょうか。    

実はこの予算の約 95.4％、200 億 3554 万円 6千円は国庫支出金といって、国か

ら地方公共団体へ使い道が決められて交付されるお金を財源としています。 

つまり、「特別の犠牲」を余儀なくされた被爆者には救済措置として国よりお金

が交付されているのです。 
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その他 被爆者の子 原爆関係諸手続 医療 ホーム入所 生活福祉 健康

出典：原爆被爆対策部調査課資料 

☆原爆死没者名簿登載者は 165,409 人（平成 26 年 8 月 9日現在） 

 

年度 男 女 合計 ※削除 累計 

H22 1,517 1,597 3,114 △104 152,276 

H23 1,504 1,784 3,288 △18 155,546 

H24 1,542 1,763 3,305 △97 158,754 

H25 1,603 1,801 3,404 △75 162,083 

H26 1,538 1,817 3,355 △29 165,409 

 

 

☆被爆者の相談件数は増加するとともに、多岐にわたる相談内容 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 43 年から毎年、長崎市に投下

された原爆により直接死亡された

方々や、被爆者でその後死亡された

方々の氏名等を記帳した「原爆死没

者名簿」を作成し、8 月 9 日の長崎

原爆犠牲者慰霊平和祈念式典におい

て奉安しています。 

被爆者が高齢化するなか、被爆者の方の相談件数も増加するとともに、相談内容も多岐にわたっていま

す。 

長崎市では、原爆被爆者の健康の保持及び福祉の向上を図るため、相談員（保健師）を配置し、被爆者

の健康、生活福祉、ホーム入所相談等、医療、その他総合的な相談事業を実施しています。 

また、被爆者の相談に応じるだけではなく、健康づくり事業を行うなど広範な活動を行っています。 

被爆者保健相談の実施状況 

出典：原爆被爆者対策事業概要

被爆者保健相談内容の内訳（平成 25 年度） 

6,180 

7,762 

6,266 

7,138 

6,045 

※削除は、生存・重複等の判明により、名簿から削除した人数を表します。

原爆死没者名の奉安 （人）

健康

1,796件

29.7%

生活福祉

898件

14.9%

ホーム入所

1,413件

23.4%

医療

842件

13.9%

原爆関係

諸手続

170件

2.8%

被爆者の子

1件

0%
その他

925件

15.3%
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被保険者数は減少傾向にあるものの、高齢化の進展や医療の高度化等に伴い、1 人当たりの医療費が増

加しており、医療費の総額は横ばいの状況です。 

6 社会保障 

（１）国民健康保険 

高齢化の進展や医療の高度化等に伴う１人当たり医療費の増加や、景気の低迷による所

得の伸び悩みから、財政基盤が脆弱な国民健康保険財政にとっては厳しい状況が続いてい

ます。このようななか、国の社会保障・税一体改革による社会保障改革で、平成 30 年度を

目途に国民健康保険の財政運営を都道府県が担うことが示されており、国民健康保険を取

り巻く環境は急激な変革の時期を迎えています。 

 

☆国民健康保険被保険者数は減少傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆医療費は横ばいだが、１人当たり医療費は年々増加 
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国保被保険者数 全市人口 出典：長崎市の国保 

国民健康保険被保険者数の推移 

国民健康保険の被保険

者数は、全市人口の約 3割

を占めています。 

被保険者数は、長崎市の

人口の減少と同様に年々

減少傾向にあります。 

出典：長崎市の国保
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年間医療費の推移 1 人当たり医療費の推移 

（人） 

（年度） 

（億円） （千円） 

（年度） （年度） 

出典：長崎市の国保

（人） 

☆国民健康保険税の収納率は上昇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）後期高齢者医療保険 

75 歳以上（65 歳以上の障害認定者を含む。）の被保険者を対象として平成 20 年 4 月に創

設された後期高齢者医療制度については、被保険者数の増加等に伴う医療費の増大が年々

続いており、医療費の一定の割合を負担することとなる市の財政的負担も大変厳しい状況

に直面しています。今後の後期高齢者医療制度については、十分定着している現状を踏ま

え、現行制度を基本としつつも実施状況等を見極めながら必要な改善を行うことが適当で

あるとの方向性が示されており、医療費の適正化に向けた効果的な取組み及び適切な費用

負担のあり方が今後の当面の課題となっています。 

 

☆後期高齢者医療被保険者数は増加傾向 
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出典：長崎市の国保 

収納率の推移（現年分） 

収納率(課税総額に対する収納割

合)は、年々上昇しています。 

（年度） 

後期高齢者医療被保険者数の推移

出典：長崎県後期高齢者医療広域連合資料

（年度） 

（人） （人） 

（％） 

後期高齢者医療保険の被保険

者数は、平成 25 年度で全市人口

の約 14％を占めています。 

被保険者数は、高齢化の進展

により、長崎市の人口減少に相

反して年々増加傾向にありま

す。 

このため、全市人口に対する

被保険者数の割合も当分の間は

年々上昇していくものと予想し

ています。 
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被保険者数が増加傾向にあることに加え、医療の高度化等に伴う 1 人当たりの医療費が増加しており、

医療費の総額は今後も増大していくものと予想しています。 

☆医療費は年々増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆後期高齢者医療保険料の収納率は高率で推移 
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年間医療費の推移 
（億円） 

（年度）

出典：長崎県後期高齢者医療広域連合資料

（千円） 

1 人当たり医療費の推移 

出典：長崎県後期高齢者医療広域連合資料

（％） 
収納率の推移（現年分） 

後期高齢者医療保険料について

は、年金天引きが優先となってい

るため、平成 20 年度の制度創設以

来、総じて高い収納率を維持して

おり、今後も同様の傾向が続くも

のと予想しています。 

（年度） 

出典：後期高齢者医療室資料 

（年度） 

 

（３）生活保護 

長崎県の景気が緩やかに回復していることを背景に、生活保護を受給する世帯及び人員

の伸びは鈍化傾向がみられるものの、増加している状況です。このような生活保護が必要

な世帯に対しては、最低生活を保障するとともに自立助長のための生活相談の充実を図っ

ています。 

 

 

☆生活保護世帯・人員は増加 
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被保護世帯及び人員の推移 保護率の推移（長崎県・全国平均との比較） 

（人） 

（年度） （年度）

出典：福祉部の事業概要

合計 9,609 世帯（停止を除く）

世帯類型別構成（平成 25 年度）

（世帯） 

出典：福祉部の事業概要 出典：福祉部の事業概要

長崎市の生活保護の状況は、被保

護世帯及び人員ともに毎年増加して

おり、保護率は全国平均を大きく上

回っています。 

また、世帯類型別に見ると、保護

世帯の約 70％が高齢者、傷病・障害

者世帯で占められており、高齢化社

会、核家族化を反映しています。 
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7 子育て 

子どもの数が減少するなか、夫婦共働きの一般化や就労形態の多様化など家庭を取り巻

く環境の変化により、幼稚園入園の希望者は減少し、保育所入所の希望者が増加していま

す。また、家庭での「子育て力」が低下してきていると言われており、社会・地域への子

育て支援へのニーズが高まってきている状況です。 

このような状況のなか、待機児童の解消を図るため、保育所の整備や認定こども園の設

置により保育所定員の拡大を進めています。さらに子育てと就労の両立支援として、延長

保育、放課後児童クラブ、病児・病後児保育などの充実に努め、利用者のニーズに沿った

柔軟なサービスの提供を行っていきます。 

また、乳幼児医療等による経済的な支援を行っていくとともに、在宅で育児をしている

保護者、特に母親の子育て負担を軽減するため、地域に密着した子育て支援センターやお

遊び教室を通して、母親同士の交流・育児相談を行います。 

 

☆保育所入所へのニーズは増加 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

年 度 

既存保育所の増改築 私立幼稚園内設置 

設備数 

（箇所） 

定員増数

（人） 

設備数 

（箇所）

定員増数

（人） 

平成 20 年度 3 100 0 0

平成 21 年度 0 0 0 0

平成 22 年度 3 45 0 0

平成 23 年度 0 0 1 30

平成 24 年度 3 45 0 0

平成 25 年度 4 80 1 24
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 保育所待機児童を解消するた

めの方策として、既存保育所の

増改築による定員の増や、私立

幼稚園の空き教室等を活用した

認可保育所の設置に取り組んで

います。 

 また、平成 20 年 4月 1日以後、

認定こども園を 12箇所開設しま

した。 

 

※認定こども園とは、幼稚園や保育

所等がその機能を維持したまま認定

を受け、就学前の子どもに幼児教

育・保育を提供する施設です。 
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保育所定員 保育所入所申込者数 保育所入所児童数

幼稚園児童数 保育所待機児童数

保育所の入所状況 

保育所施設整備状況 

集団保育が困難な病気回復

期の児童等の一時預かりを実

施し、保護者の子育てと就労の

両立支援の推進を図るもので

す。 

平成 24 年度に南部地区に１

箇所新設、平成 25 年度に北部

地区に１箇所増設され、現在医

療機関 5箇所、認可保育所併設

型 1箇所において病児・病後児

保育を実施しています。 

 

共働き世帯の増加等によ

り、放課後児童クラブの利用

者数は増加し続けており、子

どもたちが安全で健やかに生

活する場を確保する必要があ

ります。 
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☆延長・一時保育実施施設は増加 

 

 

 

 

 

    

 
 
 
 
 

 

☆放課後児童クラブの利用者は増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
☆病児・病後児保育の利用状況は増加傾向 
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☆乳幼児医療の助成を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆こども総合相談において、相談援助活動を実施 
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 小学校就学前の乳幼児を対象に、その保護者に対し、保険診療に係る一部負担金を助成しています。

平成 19 年 4 月から現物給付による助成を実施したことで、支給件数及び支給額は増加傾向にあり

ましたが、対象者数の減少により、平成 24 年度以降は減少しています。 

子どもや子育てに関する全般の問題について、家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題又

は子どものニーズ、子どもの置かれた環境等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を

行い、子どもの福祉の増進を図るとともに、その権利を養護し相談援助活動を行っています。 

・養護相談：保護者の問題による養育困難児、虐待児の相談。 

・育成相談：子どもの発達上の問題、不登校及び育児しつけの相談。 

乳幼児医療支給の状況 
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☆子育て支援センター利用者は増加 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆お遊び教室を開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お遊び教室 

 在宅で育児をしている保護者等の子育ての負担感の軽減や、母親同士の交流・育児相談の機会を

広げるため、「いつでも・どこでも・だれでも」気軽に利用できる地域に密着した「子育て支援セ

ンター」を設置しています。また、民生委員・児童委員、主任児童委員、ボランティア等と協力し

ながら 0歳児から就学前の親子を対象に「お遊び教室」を行っています。 

◆育児の援助を受けたい時は？ 
 

一時預かりなどの子育ての援助を受けたい人（おねがい会員）と子育ての援助を 

行いたい人（まかせて会員）が、お互いに子育ての助け合いを行う会員組織である 

「ファミリー・サポート・センターながさき」を設置し、地域の中で子育てを行う 

環境の整備を行っています。 

 例えば、①保育園及び幼稚園等までの送迎や保育時間終了後の預かり、②学校の 

放課後や放課後児童クラブ終了後の預かり、③冠婚葬祭や保護者の外出時等の預か 

りです。（お問い合わせ先：子育て支援課） 

子育て支援センター 
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子育て支援センター利用状況 

お遊び教室利用状況 

全ての出典：こども部の事業概要

第 9 章 社会福祉
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1 保健 

心身ともに健康でいきいきと生活している市民の割合を高めるとの施策の最終的な目的

の実現にあたっては、市民がそのように実感できる市民自らの意識の高まりが何よりも重

要です。 

母子保健事業については目標達成に向け一定進んでいますが、母子以外の保健事業やが

ん検診等については、周知を徹底し健康教育やがん検診などの参加率・受診率を向上させ

る必要があります。 

 

☆心身ともに健康だと感じる市民は約 6割 
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☆1 歳 6 か月児健診・3 歳児健診の約 3割は要健康管理の方 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：市民意識調査 

心身ともに健康だと考える市民の割合 

1 歳 6か月児の健康診査実施状況 

10 保健医療 
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この割合を高めること

が、最終的な目標ですが、

平成 23 年度から平成 25 年

度では実績値が目標値を下

回っている状況です。 

（年度）

（％） 

（％） （％）

3歳児の健康診査実施状況 

健康診査では、疾病の早期発見、育児相談・保健指導及び、児童虐待リスクの発見や望ましい親子関

係の支援を行っています。 

要健康管理者は、健康診査の結果、要指導・要観察・要精密・要医療となった者で、1 歳 6 か月児健

康診査では、言語面の問題がもっとも多く、身体発育不良、対人関係・行動面の問題の順に多くなって

います。3 歳児健康診査では言語面の問題が最も多く、眼の異常、対人関係・行動面の問題の順に多く

なっています。 

（人） （人） 

出典：長崎市の保健行政
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出典：長崎市の保健行政

 

☆がん検診受診率は 7.2～33.8％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆死亡原因の第 1位は「がん」 
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肺がん 大腸がん

◆長崎市の男性の 3人に 1人、女性の 4人に 1人が肥満です 

肥満は心臓病や糖尿病など生活習慣病を引き起こす原因のひとつです

が、市内の男性の 3 人に 1 人、女性の 4 人に 1 人が肥満というデータがあ

ります。 

肥満予防のためには適度な運動は必要ですが、「わかっていても始められ

ない。続けられない」と思っている人も多いのでは？そんな人にはウォー

キングや特別な道具を使わない筋力トレーニングがお勧めです。たとえば、

「いすの立ち座りはできるだけゆっくり行う」「立ったままで、へそをのぞ

き込みながら腹筋に力を入れる」など、工夫次第でいろいろな運動ができ

ます。行った運動の記録をつけたり、「夏までに 3キロ痩せる」など具体的

に実現可能な目標を立てたりすると長く続けられます。 

出典：長崎市の保健行政

死因別死亡者数 

（H24 年度） 

胃・肺・大腸がん検診の受診

率は、全国平均より低い受診率

に留まっています。 

受診率向上のために、対象者

へのクーポン券の発行や各健

康イベントでの周知、年 2 回広

報紙への折込などを実施して

います。 

子宮がん及び乳がん検診に

ついては、平成 17 年度から受

診間隔が2年度に1回となった

ため、2 年間の累計で算出して

います。 

がんによる死亡者は全体の約

3割を占めており、部位別では気

管・気管支及び肺が 1 位で、以

下、胃、結腸の順となっていま

す。 

また、がん、心疾患（高血圧

性を除く）、肺炎、脳血管疾患で

死亡者全体の約 7 割となってい

ます。 

出典：長崎市の保健行政

（％） 
がん検診受診率の推移 

（年度）

がん 1,404人

心疾患 745人

肺炎 579人

脳血管疾患 439人

その他の呼吸器系

疾患 266人

不慮の事故 175人

自殺 122人

その他 1,145人

合計

4,875人
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10 保健医療 

 

第 

1 

章 

第 

2 

章 

第 

3 

章 

第 

4 

章 

第 

5 

章 

第 

6 

章 

第 

7 

章 

第 

8 

章 

第 

9 

章 

第 

10 

章 

第 

11 

章 

第 

12 

章 

第 

13 

章 

第 

14 

章  

 

第 

1 

章 

第 

2 

章 

第 

3 

章 

第 

4 

章 

第 

5 

章 

第 

6 

章 

第 

7 

章 

第 

8 

章 

第 

9 

章 

第 

10 

章 

第 

11 

章 

第 

12 

章 

第 

13 

章 

第 

14 

章 
106 107



2 医療 

全国的に医師数の地域格差及び診療科目間の格差が顕在化し、特に、産婦人科医師数は

減少しています。また、小児科を標榜する病院数も減少しています。そのようななか、休

日・夜間に入院を必要とする重症の救急患者の治療を行う二次救急医療体制において、軽

症患者の受診による重症患者への対応及び医師の疲弊、医師不足、専門性の高い疾患への

対応が課題です。 

市立病院は、平成 24 年 4 月に地方独立行政法人に移行し、安定した経営基盤の確立をめ

ざし収支改善に向けて取り組んでいます。長崎みなとメディカルセンター 市民病院では、

診療科の新設や高度医療機器の導入など診療機能の向上に努めるとともに、市民に安心安

全な医療を提供するため、救命救急センターの開設に向けて必要な医療スタッフの確保及

び人材の育成に取り組む必要があります。また、市民病院及び成人病センターを統合した、

新市立病院の建設については、平成 28 年度全面開院に向け、引き続き着実に工事を進める

必要があります。 

 

☆病院における勤務医数は横ばい状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆病院の入院・外来患者数は横ばい状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 

1 

章 

第 

2 

章 

第 

3 

章 

第 

4 

章 

第 

5 

章 

第 

6 

章 

第 

7 

章 

第 

8 

章 

第 

9 

章 

第 

10 

章 

第 

11 

章 

第 

12 

章 

第 

13 

章 

第 

14 

章 

3,229 3,236 3,207 3,155 3,118

2,410 2,418 2,416 2,394 2,378

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H21 H22 H23 H24 H25

（千人）

（年度）

入院患者延数 外来患者延数

214

41
30

68
88

71 76

119

76

205

40
29

66

91
76 69

114

82

206

46
26

75
94

73 80

124

80

0

50

100

150

200

250

内科 小児科 産婦人科 呼吸器科 消化器科 循環器科 精神科 外科 整形外科

（人）

H20年度 H22年度 H24年度

出典：長崎市の保健行政 

出典：厚生労働省統計データベース

病院勤務医の推移（主なもの）

入院患者延数は、毎年度

320 万人前後でほぼ横ばい

です。 

病院の外来患者延数は、

毎年度 240 万人前後でほぼ

横ばいです。 

病院の患者状況の推移 

☆休日・夜間の救急患者のうち入院を要する患者は 16.2％未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆夜間急患センターを年間約 13,000 人が利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆市立病院の総患者数は減少傾向 
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第 10 章 保健医療

休日及び夜間の入院を必要とす

る重症の救急患者（二次救急）の治

療を行うため、9つの病院による輪

番体制で実施しています。 

 軽症患者の受診による重症患者

への対応及び医師の疲弊等が課題

です。 

出典：長崎市の保健行政

◆心停止発生から 6分後の救命率は約 40％です 

心室細動などの急な心停止が発生した場合に、ＡＥＤを使用することによ

り心臓を正常な働きに戻すことが期待されます。救命率は心停止発生後１分

毎に 7～10％低下すると言われます。救急車の到着に 6分かかった場合の救命

率は約 40％になります。このため、一刻も早い救命措置が必要となります。

ただし、ＡＥＤが近くにない場合でも、心肺蘇生法を行うことにより、除細

動が 8分以内であれば約 40％の救命率を期待することができます。 

長崎市では 609 施設を、ホームページのＡＥＤマップに掲載しています。 

市立病院の入院患者数の推移（一般病棟のみ） 市立病院の外来患者数の推移 

※平成 22 年 3月 31 日 野母崎病院を廃止 

休日及び夜間の救急患者（初期救

急）の治療を行うため「夜間急患セ

ンター」を設置しています。 

救急ではない患者の受診による、

救急患者への対応及び医師の疲弊

が課題です。 

 

H22 年 3 月 31 日 

 外科・整形外科廃止 

H24 年 7 月  2 日 

 耳鼻咽喉科開設 

出典：長崎市の保健行政 

出典：長崎市の保健行政

病院群輪番制病院利用状況 

夜間急患センター利用状況 

（人） 

（年度） 

（人） 

（年度） 
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第 10 章 保健医療
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1 学校教育 

 長崎市は市立学校として「幼稚園 2園・小学校 71 校(他分校 2)・中学校 40 校(他分校 1)・

高等学校 1校」を設置しています（平成 26 年度現在）。 

少子化社会にあって、子どもたち個々に応じたきめ細かな教育が求められており、特に、

いじめや不登校、非行などに代表される「心の問題」についてのケアはもちろんのこと、

発達障害を含む障害のある子ども等、特別な支援を要する子どもたちも楽しく有意義な学

校生活を送ることができるよう、ますますの配慮が必要とされています。 

また、平成 26 年４月には、市内初の施設一体型小中一貫校「青潮学園」が開校し、いわ

ゆる「中１ギャップ」の解消に向けての研究を進めています。学校図書館の活用や国際理

解教育の推進など、新たに取り組むべき課題等も近年では話題となっており、ソフト・ハ

ード両面でのより一層の充実が求められています。 

 

☆20 数年前と比べ、児童生徒の数は減少 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆市立小中学校のスクールカウンセラーを増員 
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（年度） 

野母崎小中一貫「青潮学園」 

児童生徒の不登校や問題行動等の

対応に当たっては、学校におけるカ

ウンセリング等の機能の充実を図る

ことが重要な課題となっています。

このため、児童生徒の臨床心理に

関して高度に専門的な知識・経験を

有する「スクールカウンセラー」（臨

床心理士等の有資格者及びそれに準

ずる者）の市立小・中学校への配置

については今後も強化し、問題の解

決を図っています。 14 14 14 14 15

28 29 29 29 30
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小学校 中学校

（年度） 

スクールカウンセラーの配置人数 （人） 

出典：教育委員会学校教育課資料

市内の学校の児童生徒数（私立等含む） 

出典：長崎市教育要覧

（人） 

☆特別支援教育支援員を配置し、個別の教育的支援を充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆学校図書館司書を配置し、児童生徒の読書活動を充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆外国人指導助手（ＡＬＴ）を配置し、国際理解教育を推進 
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出典：教育委員会教育研究所資料

長崎市は、「自ら進んで交流しようとす

る国際性豊かな子どもたち」を育てるた

めに、国際理解教育を推進しています。

そのため、外国人指導助手（ＡＬＴ）

の配置を段階的に進め、平成 26 年度は小

中高校に 37 人を配置しました。現在は、

週に 1 回、ＡＬＴが小学校の外国語活動

や中学校の英語科で教員と協働して授業

を行っています。 

ＡＬＴは、授業以外でも児童生徒と交

流したり、学校外で行われる国際交流イ

ベントにも積極的に関わり、「街の外交

官」として活躍しています。 
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配置人数 配置校数

市立学校への支援員の配置状況 
（人・校） 

（年度） 

特別支援教育支援員は、小・中学校に

おいて、発達障害を含む障害のある児童

生徒に対し学習活動上のサポートを行っ

ています。 

長崎市においては、平成 26 年度現在、

小・中学校 65 校に 83 名を配置していま

す。 

特別支援教育コーディネーターや担任

教師等と連携して、日常生活上の介助や

健康・安全確保、学習支援、周囲への障

害理解促進等を行っています。 
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児童生徒の読書活動の支援や学校図書

館を活用した授業の推進を図るため、平

成21年度から学校図書館司書の配置を進

めています。平成 26 年度は、中学校区を

一部グループ化し、原則、中学校区に 1

人、合計 36 人司書を配置するとともに、

年間を通しての読書活動の支援や自主学

習を行う場として、長期休業中も中学校

の学校図書館を開放しています。 

これまで、図書のデータベース化や学

校図書館の環境整備、児童生徒の図書貸

出冊数増加に一定の効果が出ています。

学校図書館司書の配置状況と貸出冊数 

出典：教育委員会学校教育課資料

（人） （冊） 
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外国人指導助手（ＡＬＴ）の配置状況 

出典：教育委員会学校教育課資料
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（年度）

（年度） 

11 教育 
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2 生涯学習 

「生涯学習」という言葉は、一般的には、人々が生涯に行うあらゆる学習、すなわち、

学校教育、社会教育、文化活動、レクリエーション活動、ボランティア活動、企業内教育、

趣味等、様々な場や機会において行う学習の意味で用いられます。 

なお、学校教育及び家庭教育以外の教育を「社会教育」といいます。社会教育の一貫で

ある青少年の健全育成（青少年教育）のためには、地域社会の総合的な教育力を高めるこ

とが必要とされ、子ども会や青少年育成協議会、ＰＴＡ、婦人会等の社会教育関係団体と

密接に連携をとりながら、地域・家庭・学校が一体となった教育が、現在において強く求

められています。 

 

☆社会教育施設の利用者は増加傾向 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

☆市立図書館開館以来、多くの市民が図書館・図書室を利用 
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施設の建替えや工事の影響

で一概に増加していると言え

ないものの、数年前と比較し

て、教育機関の利用者は増加傾

向にあります。 

社会の急激な変化に対応し、

人間性豊かな生活を営むため

に、人々が学習する必要のある

課題は多種多様にわたってい

ます。 

長崎市においても様々な講

座を開設する等、市民の要求や

時代の要請に即した事業を展

開します。 

平成 20 年 1月、市立図書館が

「市民や地域に役立つ情報拠

点」としてオープンしました。

開館以来、市立図書館の利用者

は年間約 100 万人で、開館以前

に比べると、長崎市全体の図書

の貸出は、倍増しています。こ

れからも、市民に役立つ図書館

として、おはなし会や講座等

様々な事業を展開します。 

(※左記データには公民館やふ

れあいセンター等の図書室も含

みます。) 
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出典：長崎市教育要覧 
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出典：長崎市教育要覧

（年度） 

主な教育機関等の利用者数 

図書館等の利用者数、貸出点数、蔵書冊数

☆多くの市民が市立のスポーツ施設等を利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

☆長崎市では、様々な団体が青少年の健全育成のために活動中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆長崎市は、「放課後子ども教室」を推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震化及び国体に向けての工事に伴う

休場などにより、平成 23 年度及び平成 24

年度の利用者数は減少しましたが、多くの

市民が陸上競技場や体育館等の施設を利

用しています。高齢社会を迎え、今後、健

康づくりや生きがいづくり等のため、より

多くの市民の利用が予想されます。 

（※左記データには、学校体育施設の利用

者も含まれています。） 

出典：スポーツ振興課資料 

◆公民館の活動ってご存知ですか？ 
 

公民館では、成人講座や家庭教育 

学級等様々な講座を開設しています。 

また、地域の各種団体等が後援・ 

協賛して行われる「公民館まつり」 

は地域ぐるみのイベントにもなって 

います。 

皆さんも、気軽に参加してみてく 

ださい。 

 

チトピーお話しの部屋(北公民館)     公民館まつり(深堀地区公民館)  

「心豊かでたくましく生きる青少年」

を育成するために、家庭・学校・地域が

連携し、一体となって青少年の非行防止

と健全育成活動を展開していくことが重

要となっています。そのため、長崎市は、

地域で子どもに対する様々な活動を行っ

ている子ども会や青少年育成協議会の活

動を支援し、連携して子どもの活動の充

実を図っています。 

「放課後子ども教室」の実施状況 

※1 H24 年度は 2 校区、H25 年度からは 3 校区が長崎市か

らの委託(料)を受けない事業として実施している。 

※2 上記※1の校区の参加人数を除く。 

長崎市は、子どもたちが地域社会の中

で、心豊かで健やかに育まれる環境づく

りを推進するため、地域の方々の参画を

得て、放課後や週末等に子どもたちの安

全・安心な居場所を設け、勉強やスポー

ツ・文化活動、地域住民との交流活動等

を行う「放課後子ども教室」を実施して

います。 

青少年の健全育成に資する団体 

第 

1 

章 

第 

2 

章 

第 

3 

章 

第 

4 

章 

第 

5 

章 

第 

6 

章 

第 

7 

章 

第 

8 

章 

第 

9 

章 

第 

10 

章 

第 

11 

章 

第 

12 

章 

第 

13 

章 

第 

14 

章 
 

第 11 章 教育 

2,368
2,638

2,418 2,318 2,506

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H21 H22 H23 H24 H25

（千人） 市立スポーツ施設等の利用者数の推移 

（年度） 
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出典：こどもみらい課資料

（年度）

出典：こどもみらい課資料 

H22 H23
H24
（※1）

H25
（※1）

教室数（箇所） 4 8 9 10

実施回数（回） 261 522 625 666

登録子ども数（人） 180 477 501 557

参加子ども
延べ人数（人）

3,531 10,200
7,154
（※2）

10,186
（※2）

子ども会等育成事業 H21 H22 H23 H24 H25

団体数 358 334 324 290 283

加入者数（人） 15,702 14,644 13,842 12,482 12,050

青少年健全育成事業 H21 H22 H23 H24 H25

団体数 58 55 55 55 55

第 11 章 教育 
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1 自治会 

 自治会は「地域の課題」を、「地域で解決」し、「住みよいまち」を築いていくために活動

しています。地域コミュニティの核として、住民同士の連携を強める活動、生活環境を向上

させる活動など、明るく住みよいまちづくりを実現するための取り組みを行っており、行政

にとって大変重要なパートナーです。 

しかしながら、自治会を取り巻く環境は、少子・高齢化の進行や価値観の多様化といった

社会情勢の変化によりコミュニティ意識が希薄化するなか、未加入者が増加するなど厳しい

状況にあります。自分たちのまちにあった自分たちのまちづくりを進めるためには自治会の

活性化は重要な課題です。 

 

☆自治会の加入世帯数、加入率はともに減少傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

☆自治会長は 60 代以上が 8割 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 市民力 

自治会長の年齢別構成比（Ｈ26.6 現在） 

長崎市において、自治会長は 60 代以上の

方が約 8割を占め、平均年齢は 66 歳となっ

ています。なお、最年長は 89 歳、最年少は

25 歳となっています。 

これまで培われてきた地域力を継承する

ため、地域を担う若い世代の育成が必要で

す。 
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出典：自治振興課資料 
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☆長崎市のいきいき地域サポーターは 40 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆地域活動への高い参加意欲 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

区分 人数

自治会運営サポーター 7 人

イベントサポーター 15 人

カルチャー講座サポーター 13 人

歴史・まち歩きサポーター 5 人

合 計 40 人

平成 26 年 2 月に 20 歳以上の市民を対象として実施した意識調査の結果では、「地域活動や

市民活動」に「積極的に参加したい」「出来る範囲の協力はしたい」と回答した方の割合は 86.4%

となっており、多くの方々が地域活動などに関わりたいという意欲をもっていることがうかが

えます。 

一方で、自治会に加入していない方に対し、その理由について質問したところ、「自治会活

動に参加する時間がない」「自治会の存在、活動内容がわからない」といった回答が多く見ら

れました。地域のために協力したいと考えながらも、多忙であることや、自治会の役割を実感

する機会が少ないなどの理由により、自治会の加入に至っていない方も多いと考えられます。 

24.3%

17.8%

13.8%
12.7%

11.2%

18.1%

2.2%

自治会活動に参加する時間がない
自治会の存在、活動内容がわからない
住んでいる地域やマンションに自治会がない
加入方法がわからない、勧誘がない
役員になりたくない
その他
不明

自治会に加入しない理由 
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出典：自治振興課資料 

いきいき地域サポーター活動実績 

いきいき地域サポーターは自治会運営やイベント、長崎の伝統・文化など、様々な「技」や「知

恵」をお持ちの方に、サポーターとして市に登録していただき、自治会などの地域団体が、地域活

性化のためのイベント等を盛り上げたり、地域の連携強化を図る事業を行うときにアドバイスなど

のお手伝いをしていただくために派遣しています。 

派遣先は自治会のほか、こどもを守るネットワーク、自治会結成準備団体などへ派遣しています。 

年度 利用団体数 延べ派遣人数 延べ利用者数

H21 25 団体 28 人 2,359 人

H22 29 団体 35 人 4,147 人

H23 27 団体 33 人 3,536 人

H24 18 団体 20 人 1,510 人

H25 23 団体 30 人 2,085 人

 

いきいき地域サポーター登録の内訳 

市民の地域活動や市民活動への 

参加の意欲 

出典：市民意識調査

出典：市民意識調査
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81.8%
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3.9%

積極的に参加したい

出来る範囲の協力はしたい

参加や協力はしたくない

不明

12 市民力 
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まちづくり・市民活動等に関する市民の意識

「まちづくり」などの活動や

運動に参加している

地域活動や市民活動に参

加してみたい市民の割合

（％）

（年度）
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市民活動センター「ランタナ」の登録団体数 市内NPO法人数

（年度）

（団体）

2 市民活動 

長崎市が抱える課題解決のために、「できることは自分でやろう！」という意志をもち活

動する市民の力は、これからの長崎市で最も大事なことの一つです。 

多様化する地域課題を解決していくためには、今後も市民と行政が果たす役割と責任を

認識し、それぞれの強みを活かしながら、相互に補完し協力していく必要があります。 

これからの長崎市は「市民」が主役です。 

 

 

☆まちづくりに関する市民の意識は増加傾向 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆市民活動団体数は増加 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

まちづくりに参加している市

民の割合は増加傾向にあり、ま

た地域活動や市民活動に対する

市民の参加意向も高い割合とな

っています。 

まちづくり等への意識が高い

市民に対し、NPO 法人や市民活動

団体等の情報提供を行ったり、

相談を受けたりする環境をより

一層整備することが求められま

す。 
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出典：市民意識調査

出典：市民協働推進室資料

長崎市内の NPO 法人数は、横

ばいとなっていますが、市民活

動センター「ランタナ」の登録

団体数は年々増加しています。 

「地域課題の解決は自分たち

でやろう」という意識を持った

市民の支援をすることが活力あ

る長崎のまちづくりにつながり

ます。 

市民活動の様子 
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☆市民ネットワークづくりのため「ちゃんぽんミーティング」を定期的に開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

☆協働の事例件数は増加 
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◆ご存知ですか？ 市民活動センター「ランタナ」 
 市民活動センター「ランタナ」は非営利で公益的な活動をしている皆さんや、これから取り組ん

でみたいと考えている方が、意見を交換したり、情報収 

集をしたりするための施設です。 

センター内には、研修や会議などに利用できる会議室 

や交流サロン、市民活動団体の紹介コーナー、活動に関 

する相談の受付窓口等を設置しています。 

 また、団体運営に必要なノウハウやスキル、人材育成、 

協働に関する研修会を行っています。 

市民活動の交流の拠点として利用していただくことで、 

交流の輪を広げることができます。 
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 ちゃんぽんミーティングは、長

崎市のまちづくりについて、地域

で活動している個人・グループが

市長とのテーマに関する意見交換

を行い、市民のネットワークを作

るための場です。 

 定期的に開催し、まちづくりに

おける市民活動の活性化を図って

います。 
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出典：市民協働推進室資料

協働で取り組む事例が増えるこ

とは、多様な主体同士の理解が深

まり、協働に対する意識が高まっ

ていると考えられます。 

協働の事例件数は年々増加して

いますが、提案型協働事業の採択

件数は伸び悩んでいます。 

今後、さらなるマッチングの機

会の充実を図るとともに、団体及

び行政における協働のニーズやシ

ーズの把握に努め、事業化へつな

がるよう働きかける必要がありま

す。 
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出典：市民協働推進室資料
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1 広報広聴 

広報分野では、広報紙・インターネット・テレビなどの広報媒体や報道機関などを通じ

た情報提供に努めています。その中でも一番身近なものが広報紙で、毎月約 17 万部を発行

し、自治会などを通じて、市内全世帯の約 83％(平成 26 年 12 月末現在)の世帯へ配布して

います。一方で、自治会加入率の低下による全世帯に対する配布率の低下やインターネッ

トの普及など、市民のライフスタイルが変化していることから、さまざまな方法を活用し

て、より多くの方に情報提供を行う必要があります。 

広聴分野では、「市政への提案」や「パブリックコメント」などにより、市民からのさま

ざまな意見を広くお聴きし、市民の声を反映した行政運営を推進しています。市民の市政

への関心を高め、より多くの提案や意見が寄せられるようにする環境づくりが今後の課題

です。 

 

 

 

☆市民の皆さんとのコミュニケーションは広報紙が主力 
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 約 8割の方が、広報紙で市

からの情報を入手していま

す。その一方で、今後は、イ

ンターネットの利用がさらに

増えていくものと考えられま

す。特性の違うさまざまな広

報媒体を組み合わせながら、

幅広く広報を行っています。
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広報ながさき テレビ・ラジオ

インターネット 町内の回覧板

市役所からの情報の主な入手方法 

出典：市民意識調査

※ 同一回答者が複数回答 

     
 

 

 

11095-822-8888 朝８時から夜８時まで／年中無休  
 

市の制度や手続き、イベント、施設など、さまざまなお問い合わせにワンストップでお答えできる

よう、長崎市コールセンター「あじさいコール」を開設しています。 

市役所の閉庁時間や休日でも、朝８時から夜８時まで電話をお受けしていますので、お気軽にご利

用ください。 

☆多くの方が出前講座を利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆市民から寄せられた意見・提案数は増加 
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（人） （件数）
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講座の種類を増やしたこと

や、ホームページからの申込 

みを可能としたことにより、 

平成 25 年度末現在、平成 21 

年度と比較すると開催件数が 

約 2倍に増加しています。特 

に健康に関する講座が人気で

す。 

出典：広報広聴課資料

出前講座受講者数及び開催件数 

出典：広報広聴課資料

「市政への提案」「パブリッ

クコメント」などに寄せられた

意見や提案のほか、平成 23 年

度から広報紙へ寄せられるご

意見も意見提案として取り扱

うことにしました。平成 23 年

度以降は、増加傾向にありま

す。 
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市民から寄せられた意見数の推移（件）

（年度） 

13 行政経営 

 

第 

1 

章 

第 

2 

章 

第 

3 

章 

第 

4 

章 

第 

5 

章 

第 

6 

章 

第 

7 

章 

第 

8 

章 

第 

9 

章 

第 

10 

章 

第 

11 

章 

第 

12 

章 

第 

13 

章 

第 

14 

章  

 

第 

1 

章 

第 

2 

章 

第 

3 

章 

第 

4 

章 

第 

5 

章 

第 

6 

章 

第 

7 

章 

第 

8 

章 

第 

9 

章 

第 

10 

章 

第 

11 

章 

第 

12 

章 

第 

13 

章 

第 

14 

章 
118 119



2 行財政改革 

 長崎市では、地方交付税(※1)の削減などによる収入の伸び悩みや、支出に占める扶助費

(※2)を始めとする義務的経費の増加により、今後も厳しい財政状況が続くことが見込まれ

ています。 

そこで、平成 23 年度から平成 27 年度の 5 ヶ年を計画期間とする「長崎市行財政改革プ

ラン」を策定し、「市民との協働による事業推進」「選択と集中による事業の重点化と業務

の効率化」「効率的な行政体制の構築と人財育成」「健全な財政基盤の確立」に取り組んで

います。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

・定員管理 

項目 基準値 1 年目 2 年目 3 年目 目標 

基準日 H23.4.1 H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H28.4.1 

正規職員数 3,267 人 3,258 人 3,205 人 3,158 人 3,000 人 

(正規職員換算) (3,866 人) (3,881 人) (3,819 人) (3,818 人) (3,600 人) 

 注 1：「正規職員数」には地方独立行政法人長崎市立病院機構への派遣職員を含まない。 

 注 2：「正規職員換算」は短時間勤務職員（再任用職員、嘱託員）を正規職員数に換算した職員数 

 

・人件費の削減 

項目 基準値 1 年目 2 年目 3 年目 目標 

基準年度 H21 決算 H23 決算 H24 決算 H25 決算 H27 決算

総人件費 362 億円 345 億円 342 億円 328 億円 340 億円

普通会計に 

おける人件費 
314 億円 298 億円 298 億円 285 億円 293 億円
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（年度）

出典：行政体制整備室資料

職員数及び人件費の推移 
職員数及び人件費は市町村合

併による一時的な増加を除き減

少しています。 

長崎市行財政改革プランに基

づき組織のスリム化や給与の適

正化などを実施し、職員数及び

人件費の削減に努めています。 

 

注 1：「職員数」は各年度 4月 1日現

在（H16 には平成 16 年度に合

併した 6 町、H17 には平成 17

年度に合併した琴海町の職員

数を含む。） 

注2：「人件費」は普通会計決算額（H16

には平成 16、17 年度に合併し

た 7 町の決算額を含む。） 
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※1地方交付税…国が一定の基準に基づき国税の一部を、財源が不足する自治体に再配分するもの

※2扶助費…生活保護、障害者支援などの主に福祉に関する費用 

注 1：「普通会計」は国が定める会計区分のひとつで、一般会計、特別会計などで経理する事業の範囲が自治体ごとに

異なっているため、統一的な基準で整理して比較できるようにした統計上の会計区分。具体的には、一般会計

と一部の特別会計を合算し、会計間の重複などを控除したもの。 

☆職員数・人件費は減少 

長崎市行財政改革プランの重点目標の状況 

☆行財政改革プランは着実に進行 

・財政の健全化 

項目 基準値 1 年目 2 年目 3 年目 目標 

基準年度(決算) H21 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H27 年度 

経常収支比率 96.1％ 94.9％ 94.8％ 94.0％ 
平成 27 年度末までに 

80％台後半 

実質公債費比率 13.3％ 11.1％ 9.2％ 7.6％ 
平成 27 年度末までに 

10％以下 

将来負担比率 105.3％ 85.7％ 83.1％ 81.2％ 
平成 27 年度末までに 

100％以下 

実質赤字比率及び 

連結実質赤字比率 
黒字 黒字 黒字 黒字 黒字維持 

市債発行額 

(臨時財政対策債等を除く) 
146 億円 120 億円 126 億円 173 億円

平成 27 年度までの 5か年で

900 億円以下 

市税収納率 

(滞納繰越分含む) 
92.3％ 92.8％ 93.8％ 94.8％ 

平成 27 年度末までに 

93.0％以上 

財政調整基金及び 

減債基金の合計額 
77 億円 90 億円 98 億円 120 億円

平成 27 年度末で 

100 億円以上 

 

 

 

 

 

 

☆市税などの未収金は 90 億円以上 
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出典：行政体制整備室資料

長崎市行財政改革プランに基づき、給与制度の適正化、民間委託の拡大、公の施設への指定管理

者制度の導入、市税等の未収金対策の強化、負担金・補助金の見直し、地方債の発行の抑制など、

行財政改革に対する取組みをさらに徹底しています。 
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出典：収納課資料

未収金（累積額）の推移 

出典：収納課資料

収入種別 未収金額 

市 税 31 億 5 千万円 

国民健康保険税 43 億 6 千万円 

市営住宅家賃 9 千万円 

介 護 保 険 料 2 億 3千万円 

後期高齢者医療

保険料 
6 千万円 

保 育 料 2 億 8千万円 

そ の 他 8 億 8千万円 

合 計 90 億 5 千万円 

未収金額（平成 24 年度末） 

市税や国民健康保険税、保育料などにおいて、納期が過ぎても納められていないものを未収金とい

います。 

未収金は平成 21 年度をピークに減少傾向となっています。長崎市では平成 21 年度から市税、国民

健康保険税、保育料について、平成 22 年度からは介護保険料、後期高齢者医療保険料について徴収業

務の一元化を行っており、差押の強化等の滞納整理が進み未収金が縮減されています。 

また、インターネットを利用した差押財産の公売など滞納整理の促進、コンビニエンスストアでの

収納、保育料の口座振替・保育所での収納などを実施することにより、更なる未収金の縮減に努めて

います。 

第 13 章 行政経営
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住民基本台帳

登録人口（人） 

 

13位

人口の対前年

伸び率（％） 
 38位

年少人口（0～

14 歳）比率（％） 
 36位

生産年齢人口

（15～64 歳）比

率（％） 

 34位

老年人口（65 歳

以上）比率（％） 
 6位

自然動態（人）  38位

社会動態（人）  39位

合計特殊出生

率 
 26位

住民基本台帳

登録人口のうち

外国人数（人） 

 29位

世帯数（世帯）  10位

世帯数の対前

年伸び率（％） 
 34位

行政区域面積

（㎢） 
 17位

人口密度（人/

㎢） 
 23位

市街化区域面

積（㎢） 
 17位

市街化区域人

口割合（％） 
 19位

市街化調整区

域面積（㎢） 
 18位

市街化区域人

口密度（人/㎢）
 14位

都市計画区域

外面積（㎢） 
 24位

人口集中地区

人口（人） 
 14位

人口集中地区

面積（㎢） 
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人口集中地区

人口密度（人/

㎢） 

 10位

海外姉妹・友好

都市数（ヶ所） 
 2位

1 都市水準比較（中核市における長崎市の位置） 
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0 100 200 300 400

最大
最小
平均

長崎市

0 4,000 8,000 12,000

最大
最小
平均

長崎市

0 200 400 600 800 1,000

最大
最小
平均

長崎市

0 200,000 400,000 600,000

最大
最小
平均

長崎市

0 50 100

最大
最小
平均

長崎市

0 4,000 8,000 12,000

最大
最小
平均

長崎市

0 2 4 6 8 10

最大
最小
平均

長崎市

1.00 1.20 1.40 1.60 1.80

最大
最小
平均

長崎市

 

 

 25位

市民１千人当た

り交通事故発生

件数（件/1 千

人） 

 24位

市民 10 万人当

たり交通事故死

亡者数（人/10

万人） 

 28位

市民１千人当た

り刑法犯認知件

数（件/１千人） 

 42位

市民１千人当た

り 被保護人員

（人/1 千人） 

 7位

市民1 千人当た

り被保護世帯数

（世帯/1 千人） 

 8位

生 活 保 護 率

（％） 
 7位

養護老人ホー

ム数（ヶ所） 
 1位

65 歳以上人口1

万人当たり養護

老人ホーム定

員（人/1 万人） 

 2位

特別養護老人ホ

ーム数（ヶ所） 
 7位

65 歳以上人口1

万人当たり特別

養護老人ホー

ム定員（人/1 万

人） 

 23位

軽費老人ホー

ム数（ヶ所） 
 1位

65歳以上人口1

万人当たり軽費

老人ホーム定

員（人/1 万人）

 

 

ケアハウス数

（ヶ所） 
 5位

65歳以上人口1

万人当たりケア

ハウス定員（人

/1 万人） 

 8位

老人福祉センタ

ー数（ヶ所） 
 8位

介護老人保健

施設数（ヶ所） 
 4位

65歳以上人口1

万人当たり介護

老人保健施設

定員（人/1 万

人） 

 14位

人口 10 万人当

たり介護保険第

1 号被保険者数

（人/10 万人） 

 6位

人口 10 万人当

たり要介護（要

支援）認定者数

（人/10 万人） 

 1位

人口 10 万人当

たり介護保険給

付費（ 百万円

/10 万人） 

 1位

介護保険料収

納率（％） 
 31位

地域包括支援

センター数（ヶ

所） 

 6位

65歳以上人口1

万人当たりシル

バー人材センタ

ー会員数（人/1

万人） 

 38位

自家用乗用車

保有台数（台） 

0 100,000 200,000 300,000 400,000

最大
最小
平均

長崎市

0 5 10 15

最大
最小
平均

長崎市

0 2 4 6

最大
最小
平均

長崎市

0 5 10 15 20 25

最大
最小
平均

長崎市

0 20 40 60

最大
最小
平均

長崎市

0 20 40

最大
最小
平均

長崎市

0.0 20.0 40.0 60.0

最大
最小
平均

長崎市

0 5 10

最大
最小
平均

長崎市

0 20 40

最大
最小
平均

長崎市

0 10 20 30 40

最大
最小
平均

長崎市

0 100 200

最大
最小
平均

長崎市

0 2 4

最大
最小
平均

長崎市

3位

0 10 20 30

最大
最小
平均

長崎市

0 10 20

最大
最小
平均

長崎市

0 20 40 60 80

最大
最小
平均

長崎市

0 10 20 30

最大
最小
平均

長崎市

0 5 10 15 20

最大
最小
平均

長崎市

0 50 100 150 200

最大
最小
平均

長崎市

0 20,000 40,000

最大
最小
平均

長崎市

0 2,000 4,000 6,000 8,000

最大
最小
平均

長崎市

0 5,000 10,000

最大
最小
平均

長崎市

85.0 90.0 95.0 100.0

最大
最小
平均

長崎市

0 10 20 30 40

最大
最小
平均

長崎市

0 200 400 600

最大
最小
平均

長崎市
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65 歳以上人口1

万人当たり老人

ク ラ ブ 会員数

（人/1 万人） 

 21位

指定障害福祉

サービス事業所

数（ヶ所） 

 15位

就労継続支援

事業所等にお

ける平均工賃月

額（円） 

 7位

人口 10 万人当

たり国民健康保

険被保険者数

（人/10 万人） 

 12位

国民健康保険

人 口 加 入 率

（％） 

 12位

人口 10 万人当

たり国民健康保

険加入世帯数

（世帯/10 万人） 

 6位

国民健康保険

世 帯 加 入 率

（％） 

 19位

国民健康保険

被保険者1 人当

たり費用額（円） 

 1位

国民健康保険

料（税）徴収率

（％） 

 15位

特定健康診査

実施率（％） 
 26位

特定保健指導

実施率（％） 
 7位

保 育所 数【 市

立】（ヶ所） 
 36位

保育所定員【市

立】（人） 
 36位

保育所入所者

数【市立】（人） 
 37位

保育所数【市立

以外】（ヶ所） 
 4位

保育所定員【市

立以外】（人） 
 6位

保育所入所者

数【市立以外】

（人） 

 6位

保育園入所待

機児童数（人） 
 8位

市立児童館数

（ヶ所） 
 23位

病院数（ヶ所）  4位

病院数【うち市

立】（ヶ所） 
 -

病床数（床）  2位

病床数【うち市

立】（床） 
 -

人口 10 万人当

たり病床数（床

/10 万人） 

 4位

0 2,000 4,000 6,000

最大
最小
平均

長崎市

0 20,000 40,000

最大
最小
平均

長崎市

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

最大
最小
平均

長崎市

0 10,000 20,000

最大
最小
平均

長崎市

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

最大
最小
平均

長崎市

0 250,000 500,000

最大
最小
平均

長崎市

75.0 80.0 85.0 90.0 95.0

最大
最小
平均

長崎市

0 20 40 60

最大
最小
平均

長崎市

0 2,000 4,000 6,000 8,000

最大
最小
平均

長崎市

0 2,000 4,000 6,000

最大
最小
平均

長崎市

0 40 80 120

最大
最小
平均

長崎市

0 4,000 8,000 12,000

最大
最小
平均

長崎市

0 4,000 8,000 12,000

最大
最小
平均

長崎市

0 100 200 300 400 500

最大
最小
平均

長崎市

0 10 20 30 40 50

最大
最小
平均

長崎市

0 20 40 60 80 100

最大
最小
平均

長崎市

0 2 4

最大
最小
平均

長崎市

0 5,000 10,000 15,000

最大
最小
平均

長崎市

0 200 400 600 800 1,000

最大
最小
平均

長崎市

0 1,000 2,000 3,000 4,000

最大
最小
平均

長崎市

0 200 400 600 800

最大
最小
平均

長崎市

0.0 20.0 40.0 60.0

最大
最小
平均

長崎市

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

最大
最小
平均

長崎市

0 10,000 20,000 30,000

最大
最小
平均

長崎市

 

一般診療所数

（ヶ所） 

 

1位

歯科診療所数

（ヶ所） 
 7位

医師数（人）  2位

人口 10 万人当

たり医師数（人

/10 万人） 

 3位

歯 科 医 師 数

（人） 
 2位

人口 10 万人当

たり歯科医師数

（人/10 万人） 

 2位

人口 10 万人当

たり悪性新生物

死 亡者 数（ 人

/10 万人） 

 9位

人口 10 万人当

たり脳血管疾患

死 亡者 数（ 人

/10 万人） 

 15位

人口 10 万人当

たり心疾患（高

血圧性疾患を除

く）死亡者数（人

/10 万人） 

 10位

住宅用太陽光

発電システム設

置補助実績世

帯数（世帯） 

 21位

ごみの総排出

量（トン） 
 15位

1 人 1 日当たり

ごみ排出量（ｇ/

人日） 

 25位

ごみ集団回収

量（トン） 
 

 

 

リ サ イ ク ル 率

（％） 
 26位

事業所数【第１

次産業】（所） 
 16位

事業所数【第２

次産業】（所） 
 24位

事業所数【第３

次産業】（所） 
 9位

従業者数【第１

次産業】（人） 
 7位

従業者数【第２

次産業】（人） 
 23位

従業者数【第３

次産業】（人） 
 6位

経営耕地面積

（ha） 
 34位

農業経営体（経

営体数） 
 31位

事業所数【 工

業】（所） 
 28位

製造品出荷額

等【工業】（百万

円） 

 20位

0 200 400 600

最大
最小
平均

長崎市

0 100 200 300 400

最大
最小
平均

長崎市

0 1,000 2,000 3,000

最大
最小
平均

長崎市

0 200 400 600

最大
最小
平均

長崎市

0 200 400 600 800

最大
最小
平均

長崎市

0 50 100 150 200

最大
最小
平均

長崎市

0 200 400 600 800

最大
最小
平均

長崎市

0 100 200 300

最大
最小
平均

長崎市

0 100 200 300 400 500

最大
最小
平均

長崎市

0 100,000 200,000 300,000

最大
最小
平均

長崎市

0 500 1,000 1,500

最大
最小
平均

長崎市

0 10,000 20,000 30,000

最大
最小
平均

長崎市

22位

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

最大
最小
平均

長崎市

0 50 100 150

最大
最小
平均

長崎市

0 5,000 10,000

最大
最小
平均

長崎市

0 10,000 20,000 30,000

最大
最小
平均

長崎市

0 500 1,000 1,500 2,000

最大
最小
平均

長崎市

0 50,000 100,000 150,000

最大
最小
平均

長崎市

0 90,000 180,000 270,000

最大
最小
平均

長崎市

0 5,000 10,000 15,000

最大
最小
平均

長崎市

0 2,000 4,000 6,000 8,000

最大
最小
平均

長崎市

0 1,000 2,000 3,000

最大
最小
平均

長崎市

0 5,000,000 10,000,000

最大
最小
平均

長崎市

0 2,500 5,000 7,500 10,000

最大
最小
平均

長崎市
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1 事業所当たり

出 荷額 等【 工

業】（百万円） 

 14位

事業所数【卸売

業】（所） 
 21位

商品販売額【卸

売業】（百万円） 
 21位

1 商店当たり販

売額【卸売業】

（百万円） 

 15位

事業所数【小売

業】（所） 
 4位

商品販売額【小

売業】（百万円） 
 25位

1 商店当たり販

売額【小売業】

（百万円） 

 41位

有効求人倍率

（倍） 
 29位

完 全 失 業 率

（％） 
 17位

労働力率（％） 

「労働力人口」÷「15 歳以上

人口（労働力状態不詳を除

く）」×100 

 39位

観光客入込み

客数（千人） 
 19位

ホテル、旅館客

室数（室） 
 7位

路線数（路線）  26位

道 路 総 延 長

（km） 
 27位

道路総延長【国

道】（km） 
 6位

道路総延長【府

県道】（km） 
 23位

道路総延長【市

道】（km） 
 26位

都市公園数（ヶ

所） 
 13位

市民 1 人当たり

公園面積（㎡/

人） 

 21位

下水処理場数

（ヶ所） 
 2位

処理区域内人

口（人） 
 10位

汚水処理人口

普及率【 下水

道】（％） 

 20位

給水人口（人）  13位

人口普及率【上

水道】（％） 
 32位

0 5,000 10,000

最大
最小
平均

長崎市

0 1,000 2,000 3,000

最大
最小
平均

長崎市

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000

最大
最小
平均

長崎市

0 1,000 2,000 3,000

最大
最小
平均

長崎市

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

最大
最小
平均

長崎市

0 200,000 400,000 600,000

最大
最小
平均

長崎市

0 100 200 300

最大
最小
平均

長崎市

0.00 0.50 1.00 1.50

最大
最小
平均

長崎市

0.0 5.0 10.0 15.0

最大
最小
平均

長崎市

50.0 60.0 70.0

最大
最小
平均

長崎市

0 5,000 10,000 15,000

最大
最小
平均

長崎市

0 5,000 10,000 15,000

最大
最小
平均

長崎市

0 8,000 16,000 24,000

最大
最小
平均

長崎市

0 2,000 4,000 6,000

最大
最小
平均

長崎市

0 80 160 240

最大
最小
平均

長崎市

0 200 400 600 800

最大
最小
平均

長崎市

0 2,500 5,000

最大
最小
平均

長崎市

0 400 800 1,200

最大
最小
平均

長崎市

0 5 10 15 20 25

最大
最小
平均

長崎市

0 5 10 15 20

最大
最小
平均

長崎市

0 200,000 400,000 600,000

最大
最小
平均

長崎市

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

最大
最小
平均

長崎市

0 210,000 420,000 630,000

最大
最小
平均

長崎市

80.0 85.0 90.0 95.0 100.0

最大
最小
平均

長崎市

 

 

年間有収水量

（百万㎥） 

 

21位

有収率（％）  28位

1 人当たり年間

使用量（㎥） 
 38位

新設住宅着工

戸数（戸） 
 30位

新設住宅1 住宅

当たり延床面積

（㎡） 

 34位

公共賃貸住宅

数（戸） 
 4位

一般世帯持ち家

率（％） 
 27位

幼 稚園 数【 市

立】（園） 
 26位

幼稚園在園者

数【市立】（人） 
 28位

幼稚園教職員

数【市立】（人） 
 27位

幼稚園数【市立

以外】（園） 
 2位

幼稚園在園者

数【市立以外】

（人） 

 

16位

幼稚園教職員

数【市立以外】

（人） 

 

 

 

小学校数【 市

立】（校） 
 5位

小学校児童数

【市立】（人） 
 24位

小学校教職員

数【市立】（人） 
 12位

中学校数【 市

立】（校） 
 2位

中学校生徒数

【市立】（人） 
 20位

中学校教職員

数【市立】（人） 
 7位

高等学校（全日

制） 数【 市立】

（校） 

 7位

高等学校（全日

制）生徒数【市

立】（人） 

 16位

高等学校（全日

制） 教職員数

【市立】（人） 

 7位

特別支援学校

数（ヶ所） 
 21位

大学数（ヶ所）  6位

 

0 20 40 60 80

最大
最小
平均

長崎市

70.0 80.0 90.0 100.0

最大
最小
平均

長崎市

50 100 150 200

最大
最小
平均

長崎市

0 2,000 4,000 6,000

最大
最小
平均

長崎市

0 50 100 150 200

最大
最小
平均

長崎市

0 10,000 20,000 30,000

最大
最小
平均

長崎市

0 20 40 60

最大
最小
平均

長崎市

0 900 1,800 2,700 3,600

最大
最小
平均

長崎市

0 100 200 300

最大
最小
平均

長崎市

0 20 40 60 80

最大
最小
平均

長崎市

0 4,000 8,000 12,000

最大
最小
平均

長崎市

6位

0 200 400 600 800 1,000

最大
最小
平均

長崎市

0 20 40 60 80 100

最大
最小
平均

長崎市

0 10,000 20,000 30,000 40,000

最大
最小
平均

長崎市

0 500 1,000 1,500 2,000

最大
最小
平均

長崎市

0 10 20 30 40 50

最大
最小
平均

長崎市

0 6,000 12,000 18,000

最大
最小
平均

長崎市

0 500 1,000 1,500

最大
最小
平均

長崎市

0 5 10 15

最大
最小
平均

長崎市

0 4,000 8,000 12,000

最大
最小
平均

長崎市

0 200 400 600 800 1,000

最大
最小
平均

長崎市

0 2 4 6 8 10

最大
最小
平均

長崎市

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

最大
最小
平均

長崎市

0 2 4 6 8

最大
最小
平均

長崎市
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大 学 学 生 数

（人） 
 7位

児童1 千人当た

り不登校児童数

【市立小学校】

（人/千人） 

 37位

生徒1 千人当た

り不登校生徒数

【市立中学校】

（人/千人） 

 29位

耐 震化 率（ 校

舎・体育館）【市

立小・中学校】

（％） 

 24位

図書館蔵書冊

数（千冊） 
 11位

市民100 人当た

り蔵書冊数（冊

/100 人） 

 14位

博物館（科学、

歴史、美術、動

植物園、水族館

等）数（ヶ所） 

 18位

公民館数（館）  18位

体育館数（館）  12位

体育館延床面

積（㎡） 
 24位

陸上競技場数

（ヶ所） 
 3位

陸上競技場敷

地面積（㎡） 
 2位

野球場施設数

（ヶ所） 
 35位

野球場敷地面

積（㎡） 
 38位

プール数（ヶ所）  9位

プール水面面

積（㎡） 
 8位

テニスコート施

設数（ヶ所） 
 6位

テニスコート面

数（面） 
 8位

公会堂・市民会

館施設（大ホー

ル）数（ヶ所） 

 3位

公会堂・市民会

館大ホール収

容定員（人） 

 1位

人口 10 万人当

たり消防職員数

（人/10 万人） 

 14位

人口 10 万人当

たり消防車両保

有数（台/10 万

人） 

 32位

人口 10 万人当

たり救急車保有

数（台/10 万人）

 13位

人口1千人当た

り職員総数（人/

千人） 

 26位

0 4 8 12

最大
最小
平均

長崎市

0 10 20 30 40 50

最大
最小
平均

長崎市

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

最大
最小
平均

長崎市

0 500 1,000 1,500 2,000

最大
最小
平均

長崎市

0 100 200 300 400 500

最大
最小
平均

長崎市

0 5 10 15

最大
最小
平均

長崎市

0 20 40 60 80 100

最大
最小
平均

長崎市

0 5 10 15 20 25

最大
最小
平均

長崎市

0 20,000 40,000 60,000 80,000

最大
最小
平均

長崎市

0 2 4 6

最大
最小
平均

長崎市

0 40,000 80,000 120,000

最大
最小
平均

長崎市

0 5 10 15 20

最大
最小
平均

長崎市

0 100,000 200,000 300,000

最大
最小
平均

長崎市

0 6 12 18

最大
最小
平均

長崎市

0 5,000 10,000 15,000

最大
最小
平均

長崎市

0 10 20 30 40

最大
最小
平均

長崎市

0 25 50 75 100

最大
最小
平均

長崎市

0 5 10 15 20

最大
最小
平均

長崎市

0 2,200 4,400 6,600

最大
最小
平均

長崎市

0 12,000 24,000 36,000

最大
最小
平均

長崎市

0 50 100 150

最大
最小
平均

長崎市

0 10 20 30

最大
最小
平均

長崎市

0 2 4 6 8

最大
最小
平均

長崎市

0 5 10 15

最大
最小
平均

長崎市

 

 

職員総数対前

年 度 伸 び 率

（％） 

 

40位

人口1 千人当た

り一般行政職員

数（人/千人） 

 12位

一般行政職員

平均給料月額

（千円） 

 18位

ラスパイレス指

数 
 34位

財政力指数  38位

経常収支比率

（％） 
 7位

人 件 費 比 率

（％） 
 

 

実質収支比率

（％） 
 31位

公 債 費 比 率

（％） 
 16位

実質公債費比

率（％） 
 20位

積立金現在高

（十億円） 
 8位

地方債現在高

（十億円） 
 5位

 
 

◆中核市（42市） 

中核市制度…人口 30 万人以上の要件を満たす政令指定都市以外の規模や能力などが比較的大きな都市の

事務権限を強化し、できる限り住民の身近なところで行政を行うことができるようにした都

市制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成25年4月1日現在） 

※平成26年4月1日に枚方市が新たに中核市に移行したため、平成26年8月末日現在では43市となっ

ています。  

△ 6.0 △ 4.0 △ 2.0 0.0 2.0

最大
最小
平均

長崎市

0 2 4 6

最大
最小
平均

長崎市

250 300 350

最大
最小
平均

長崎市

90 95 100 105

最大
最小
平均

長崎市

0.0 0.4 0.8 1.2

最大
最小
平均

長崎市

70.0 80.0 90.0 100.0

最大
最小
平均

長崎市

34位

0.0 10.0 20.0 30.0

最大
最小
平均

長崎市

0.0 4.0 8.0 12.0

最大
最小
平均

長崎市

0.0 8.0 16.0 24.0

最大
最小
平均

長崎市

△ 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

最大
最小
平均

長崎市

0 25 50 75 100

最大
最小
平均

長崎市

0 100 200 300

最大
最小
平均

長崎市

函 館 市 旭 川 市 青 森 市
盛 岡 市 秋 田 市 郡 山 市
い わ き 市 宇 都 宮 市 前 橋 市
高 崎 市 川 越 市 船 橋 市
柏 市 横 須 賀 市 富 山 市
金 沢 市 長 野 市 岐 阜 市
豊 橋 市 岡 崎 市 豊 田 市
大 津 市 豊 中 市 高 槻 市
東 大 阪 市 姫 路 市 尼 崎 市
西 宮 市 奈 良 市 和 歌 山 市
倉 敷 市 福 山 市 下 関 市
高 松 市 松 山 市 高 知 市
久 留 米 市 長 崎 市 大 分 市
宮 崎 市 鹿 児 島 市 那 覇 市

※ 原則としてＨ25.4.1現在のデータを使用し、データが得られないものは各統計時点のデータを使用。 

※ 順位は中核市42市における長崎市の順位（全て昇順表示） 

※ 出典：「平成25年度中核市都市要覧」（中核市市長会）及び各省庁統計データ 
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2 長崎市第四次総合計画におけるまちづくりの方針との関連図 
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【「データブック2014」の関連項目】

経済状況（第１章/３）
財政状況（第１章/４）
自治会（第12章/１）
市民活動（第12章/２）
広報広聴（第13章/１）
行財政改革（第13章/２）

環境美化（第６章/６）
自然災害（第７章/１）
火災・救急（第７章/２）
交通安全（第７章/３）
防犯（第７章/４）
消費生活（第７章/５）
土地利用（第８章/１）
住宅（第８章/２）
道路（第８章/３）
交通（第８章/４）
まちづくり（第８章/６）
水道（第８章/７）

Ｆ

私たちは
「人にやさしく、
　　　地域でいきいきと
　　　　　住み続けられるまち」
をめざします

男女共同参画（第４章/２）
火災・救急（第７章/２）
高齢者（第９章/１）
介護保険（第９章/２）
障害者（第９章/３）
生きがい（第９章/４）
原爆被爆者対策（第９章/５）
社会保障（第９章/６）
子育て（第９章/７）
保健（第10章/１）
医療（第10章/２）

Ｇ
私たちは
「豊かな心を育むまち」
をめざします

芸術文化（第９章/１）
学校教育（第11章/１）
生涯学習（第11章/２）

Ｃ
私たちは
「活力に満ち、発展し続けるまち」
をめざします

商業（第５章/１）
中小企業支援（第５章/２）
雇用と企業立地（第５章/３）
農林業（第５章/４）
水産業（第５章/５）

Ｄ
私たちは
「環境と調和する潤いのあるまち」
をめざします

地球温暖化（第６章/１）
ごみ（第６章/２）
リサイクル（第６章/３）
生態系（第６章/４）
大気・水質（第６章/５）
緑と公園（第８章/５）
下水道（第８章/８）

文化遺産（第２章/２）
国際交流（第２章/３）
游学（第２章/４）
観光地（第３章/１）
まち歩き「長崎さるく」（第３章/２）
季節の催し（第３章/３）

平和推進（第４章/１）

【まちづくりの方針】
（８項目）

Ｅ

私たちは
「安全・安心で
　　　　　快適に暮らせるまち」
をめざします

Ｈ
基本構想の推進
（つながる＋創造する）

Ａ

Ｂ

私たちは
「住む人が誇り、
　　　　　だれもが訪れたいまち」
をめざします

私たちは
「平和を願い、求め、つくるまち」
をめざします

【ま
ち
づ
く
り
の
基
本
姿
勢
】

つ
な
が
り
と
創
造
で
新
し
い
長
崎
へ

【将
来
の
都
市
像
】

個
性
輝
く
世
界
都
市

希
望
あ
ふ
れ
る
人
間
都
市

あ 行 

空き家戸数と空き家率の推移 ..................... 74 

アダプトプログラム参加団体数の内訳 .............. 60 

いきいき地域サポーター活動実績................. 115 

いきいき地域サポーター登録の内訳............... 115 

移送支援サービスの実績 ......................... 89 

1 歳 6 か月児の健康診査実施状況 ................. 106 

一般会計の実質収支の推移 ....................... 20 

違反広告物の除却実績の推移 ..................... 82 

医療費の推移（1 人当たり、後期高齢者医療保険） . 100 

医療費の推移（1 人当たり、国民健康保険） ........ 98 

医療費の推移（年間、後期高齢者医療保険） ....... 100 

医療費の推移（年間、国民健康保険） .............. 98 

飲酒運転事故件数の推移 ......................... 67 

埋立処分量の推移 ............................... 53 

浦上川・中島川 BOD75％値の経年変化 .............. 59 

エネルギー消費量の推移（長崎市域） .............. 51 

延長保育利用状況 .............................. 103 

お遊び教室利用状況 ............................ 105 

汚水処理の概要 ................................. 87 

温室効果ガス排出量（長崎市域）.................. 50 

温室効果ガス排出量（長崎市役所）................ 51 

か 行 

外国人指導助手（ＡＬＴ）の配置状況 ............. 111 

外国人住民数 ................................... 26 

外国人延べ宿泊者数（国・地域別）................ 30 

外国貿易コンテナ取扱の年別推移（長崎港） ........ 41 

介護保険給付の状況 ............................. 91 

介護保険財政の状況 ............................. 90 

介護予防事業の目標と実績 ....................... 91 

学生数の推移（各年 5 月 1日現在）................ 29 

火災発生状況 ................................... 64 

火災発生率（人口 1 万人当たり）.................  64 

架設年度別橋梁の内訳（橋長 15ｍ以上） ........... 76 

家族類型別世帯数の推移 ......................... 11 

学校図書館司書の配置状況と貸出冊数 ............. 111 

環境ポスター展応募者数 ......................... 61 

がん検診受診率の推移 .......................... 107 

観光客数（個人・団体別） ....................... 31 

観光客数（交通機関別） ......................... 31 

観光客数及び観光消費額の推移 ................... 30 

観光施設の入場者数 ............................. 31 

企業立地奨励金交付金額及び新規雇用者数の実績 ... 45 

企業立地奨励制度指定事業者数（業種別） ......... 45 

企業立地奨励制度指定事業者数（立地元別） ....... 45 

基金残高の推移（一般会計） ..................... 20 

希少生物カテゴリー区分 ......................... 57 

希少生物例 ..................................... 56 

救急サポートステーション登録施設数 ............. 65 

救急搬送人員及び出場件数 ....................... 65 

救急搬送のうち軽症者の割合 ..................... 65 

給水人口と年間給水量 ........................... 84 

教育機関等の利用者数 .......................... 112 

行財政改革プランの重点目標の状況 .............. 120 

共同研究の受入実績 ............................. 43 

協働事例件数の推移 ............................ 117 

漁業就業者数の推移（年齢別） ................... 48 

漁業生産量 ..................................... 49 

グループホーム定員数 ........................... 93 

芸術文化公演や体験の実施回数 

及び参加者数（文化振興課主催分） ............ 23 

芸術文化作品に親しむ市民の割合 ................. 23 

警報・注意報の発表状況 ......................... 63 

健全化判断比率 ................................. 21 

建築時期別住宅割合 ............................. 74 

原爆死没者名の奉安 ............................. 97 

原爆資料館入館状況 ............................. 37 

公園面積（1人当たり） ......................... 80 

公園面積の推移（公園種別ごと） ................. 81 

光化学オキシダント濃度（大気中）の経年変化 ..... 58 

後期高齢者医療被保険者数の推移 ................. 99 

公共交通機関別輸送人員の推移 ................... 78 

講座の開催状況及びホームページアクセス件数 ..... 71 

交通機関分担率の推移（長崎都市圏） ............. 79 

交通事故死傷者数の推移 ......................... 66 

交通事故割合（高齢者、子ども） ................. 67 

交通量の推移（主要地点） ....................... 77 

小売業の推移 ................................... 40 

高齢化率の推移 ................................. 88 

高齢者人口、認定者数、認定率の推移 ............. 90 

国際クルーズ客船入港実績 ....................... 31 

国際交流イベントへの参加者数 ................... 26 

国際理解講座等への参加者数 ..................... 27 

国籍割合 ....................................... 26 
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国民健康保険被保険者数の推移 ................... 98 

古紙の選別処理量の推移 ........................  55 

子育て支援センター利用状況 .................... 105 

こども総合相談実対応件数 ...................... 104 

こども総合相談延対応件数 ...................... 104 

子どもを守るネットワークのパトロール等の状況 .... 69 

ごみ種類別排出量の推移 ......................... 52 

ごみ処分量の推移 ............................... 53 

コンベンション参加人員及び開催件数 .............. 31 

さ 行 

災害の発生状況 ................................. 62 

罪種別発生件数 ................................. 68 

最低賃金の比較（地域別） ....................... 44 

産業大分類別従業員数構成比 ..................... 17 

産業分類別雇用者における従業上の地位 ............ 16 

3 歳児の健康診査実施状況 ....................... 106 

市域の変遷（地図） .............................. 6 

市域の変遷の経過 ................................ 7 

市域の面積と人口の推移 .......................... 7 

シートベルト着用率の推移（長崎県） .............. 66 

死因別死亡者数 ................................ 107 

市営住宅管理開始年度別管理戸数割合 .............. 75 

市営住宅管理戸数と応募倍率の推移................ 75 

市営住宅平均応募倍率上位 6住宅.................. 75 

事業所規模別従事者数 ........................... 15 

事業所数の推移 ................................. 42 

事業所数の割合（産業 3 区分別）.................. 15 

資源ごみの選別処理量の推移 ..................... 55 

市債残高の推移（普通会計） ..................... 21 

自主防災組織の結成状況（各年 4 月現在） .......... 63 

自主防犯パトロール団体によるパトロール実施状況 .. 69 

市職員の管理職に占める女性の割合................ 38 

市税収入（市民 1 人当たり） ..................... 18 

施設の比較（水道） ............................. 85 

自治会加入世帯数の推移 ........................ 114 
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